
保安規定第６６条 

表６６－４「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」 

６６－４－２「低圧代替注水系（可搬型）」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 同等な機能を有する設備 

  （１）工事計画認可申請書 説明書（同等な機能を有することの説明） 

（２）設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 

（３）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 ６
６
－
４
－
２

 
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

 ①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 ②

 
運
転
上
の
制
限

 ③
 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
※
２

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 ⑤

 
所
要
数
 ⑥

 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
３
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
４
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
５
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６

 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
７

 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
８
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を
含

む
）
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
の
注
水
ラ
イ
ン
は
，「

６
６
－
４
－
１

 
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）」
，

「
６
６
－
４
－
２
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）」
，「

６
６
－
５
－
５
 
代
替
循
環
冷
却
系
」，
「
第

３
９
条
 
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
」，
「
第
４
０
条
 
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
２
」
の
設
備
を
兼

ね
る
。
動
作
不
能
時
は
，
各
条
文
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 

※
３
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

※
４
：「

６
６
－
１
９
－
１

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定

め
る
。

 

※
５
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
６
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
７
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
８
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内
電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

         

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
が
該
当
す
る
。

 

ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
低
圧

代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 

 
「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）

と
し
て
，
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉

格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順

等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 

「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等
」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要

な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え

て
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 

 

④
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
は
，
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
，
設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い

損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能

維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位

付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
て
注

水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，

起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か

つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉

の
場
合
を
除
く
）」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 ⑥
 
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て
は

記
載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統

構
成
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

 

 ＜
参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，「

６
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

             （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑧

 
完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
低
圧
代
替
注
水
系

（
可
搬
型
）
が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
１
．
当
直
長
は
，
低
圧
注
水
系
１
系
列
を
起

動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る

※
９
と
と
も
に
，
そ
の
他
設
備

※
１
０

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
１
１

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
低
圧
注
水
系
１
系
列
を
起

動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る

※
９
と
と
も
に
，
そ
の
他
設
備

※
１
０

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自

主
対
策
設
備

※
１
２
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

    

３
０
日
間
 

  

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

６
－
１
９
－
１

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
記
載
す
る
。

 

 可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

時
に
使
用
す
る
場
合
の
容
量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 

【
必
要
容
量
】

 

炉
心
損
傷
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「

全
交
流
動
力

電
源
喪
失
（
外
部
電
源
喪
失
＋
Ｄ
Ｇ
喪
失
）
＋
Ｓ
Ｒ
Ｖ
再
閉
失
敗
」
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て

い
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
流
量
が
８
４
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
８
４
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と
す

る
。

 

ま
た
，
上
記
同
様
の
有
効
性
評
価
解
析
に
お
い
て
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
及
び
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
を
同
時
に
実
施
す
る
場
合
，
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
流
量

が
４
０
ｍ

３
／
ｈ
，
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ
流
量
が
８
０
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と
か
ら
１
２
０

ｍ
３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。

 

 【
吐
出
圧
力
】

 

必
要
吐
出
圧
力
が
最
大
と
な
る
復
水
補
給
水
系
接
続
口
（
北
）
を
使
用
す
る
場
合
の
最
終
吐
出
端
必
要

圧
力
，
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
吐
出
圧
力
は
，
１
．
２
６
Ｍ
Ｐ
ａ
以
上
と
す
る
。 

ま
た
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
同
時
に
実
施
す
る
場
合
の
吐

出
圧
力
は
，
必
要
吐
出
圧
力
が
最
大
と
な
る
復
水
補
給
水
系
接
続
口
（
北
）
を
使
用
す
る
場
合
の
最
終

吐
出
端
必
要
圧
力
，
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
１
．
６
３
Ｍ
Ｐ
ａ
以
上
と
す
る
。

 

 

⑦
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
可
搬
型
代
替
注

水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達

成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を
含
む
）
が
で
き
な
い
場
合
（
条
件
Ａ
）
は
，
当
該
系
統
の
機
能

を
満
足
で
き
な
い
こ
と
か
ら
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
な
お
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
の
原
子

炉
圧
力
容
器
ま
で
の
低
圧
注
水
系
と
共
用
す
る
配
管
又
は
弁
（
条
件
Ｂ
）
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

ま
た
，
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，

か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が

閉
の
場
合
を
除
く
。）

に
お
い
て
は
，
１
Ｎ
未
満
と
低
圧
注
水
系
と
共
用
す
る
配
管
又
は
弁
と
で
要
求
さ

れ
る
措
置
が
同
じ
に
な
る
た
め
一
つ
に
ま
と
め
て
記
載
す
る
。

 

 ⑧
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

Ａ
１
．
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

 

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変

更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
低
圧
注
水
系
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
含
む
）
が
該
当
す
る
。 

 Ａ
１
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処

 

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
添
付
書
類
十
）
」
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
高
圧
炉
心
注
水
系
又
は
低
圧
代
替
注
水
系
（
常

設
）
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合

の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

高
圧
炉
心
注
水
系
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
で
あ
り
，
重
大
事
故
等
対
処
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設
備
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
低
圧
時
の
注
水
に
お
い
て

も
，
十
分
な
注
水
量
を
確
保
で
き
，
か
つ
低
圧
注
水
系
及
び
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に

対
し
て
独
立
性
を
確
保
で
き
る
こ
と
か
ら
採
用
し
た
。

 

 

【
必
要
容
量
】

 

高
圧
炉
心
注
水
系
は
，
原
子
炉
低
圧
時
，「

　
　
　
 
ｍ３
／
ｈ
」
以
上
の
注
水
流
量
を
有
す
る
た
め
，

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
よ
り
も
大
容
量
で
あ
る
。（

添
付
－
２
）

 

 【
準
備
時
間
】

 

高
圧
炉
心
注
水
系
は
，
中
央
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
起
動
に
よ
り
，
速
や
か
に
準
備
可
能
で
あ
る
こ

と
か
ら
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。

 

 Ａ
１
．
３
．
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が

動
作
可
能
な
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ａ
２
．
１
．
 
Ａ
１
．
１
．
と
同
様
。

 

 Ｂ
２
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類

十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
が
該
当
し
，

完
了
時
間
は
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限

（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 

【
必
要
容
量
】

 

・
消
火
系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
は
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
と
同
等

の
流
量
を
有
す
る
。（

添
付
－
２
）

 

 【
準
備
時
間
】

 

・
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で
き

る
こ
と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。（

添
付
－
２
）

 

 

Ｂ
２
．
３
．
 
Ａ
１
．
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
又
は
自
主

対
策
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

             

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑧

 
完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ｂ
．
低
圧
注
水
系
と

共
用
す
る
配
管

又
は
弁
が
動
作

不
能
の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
低
圧
注
水
系
２
系
列
を
起
動
し
，

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
９
と

と
も
に
，
そ
の
他
設
備

※
１
３
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
１
１

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

又
は
 

Ｂ
２
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自

主
対
策
設
備

※
１
２
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
 

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

    

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｃ
．
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
で

要
求
さ
れ
る
措

置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
１
４
 

Ａ
．
低
圧
代
替
注
水
系

（
可
搬
型
）
が
動

作
不
能
の
場
合
 

又
は
 

 
低
圧
注
水
系
と

共
用
す
る
配
管

又
は
弁
が
動
作

不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
第
４
０
条
で
要
求
さ
れ
る
非
常

用
炉
心
冷
却
系

※
１
５
１
系
列
を
起
動
し
，
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
９
と
と

も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
１
６
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

    

※
９
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
10
：
残
り
の
低
圧
注
水
系
２
系
列
及
び
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
３
台
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
 

よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
11
：
高
圧
炉
心
注
水
系
を
い
う
。
 

※
12
：
消
火
系
に
よ
る
低
圧
注
水
を
い
う
。
 

※
13
：
低
圧
注
水
系
に
接
続
す
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
台
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
 

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

【
要
求
さ
れ
る
措
置
Ｂ
の
考
え
方
】

 

低
圧
注
水
系
と
共
用
す
る
配
管
又
は
弁
が
故
障
し
た
場
合
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
及

び
低
圧
注
水
系
が
と
も
に
動
作
不
能
と
な
る
た
め
，
要
求
さ
れ
る
措
置
Ａ
１
が
実
施
不
可
と
な

る
。
そ
の
た
め
，
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
に
は
記
載
し
て
い
な
い
が
，
安
全
上
有
効

と
考
え
ら
れ
る
措
置
を
設
定
し
，
保
安
規
定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
で
低

圧
注
水
系
１
系
列
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
と
同
様
に
「
１
０
日
間
」
の
完
了
時
間
を
設
定

す
る
。

 

 Ｂ
１
．
 
Ａ
１
．
１
．，

Ａ
２
．
１
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
低
圧
注
水
系
１
系
列
が
動
作
不
能
の
状
態
で
あ

る
こ
と
か
ら
，
残
り
の
低
圧
注
水
系
２
系
列
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
含
む
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 Ｂ
２
．
１
．
 
Ａ
１
．
２
．
と
同
様
。

 

 Ｂ
２
．
２
．
 
Ａ
２
．
２
．
と
同
様
。

 

 Ｂ
３
．
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規
定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）

で
定
め
る
低
圧
注
水
系
１
系
列
が
動
作
不
能
の
場
合
の
完
了
時
間
「
１
０
日
間
」
を
準
用
す
る
。 

 Ｃ
１
．，

Ｃ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

       

【
冷
温
停
止
，
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開

の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）
】

 

Ａ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 Ａ
２
．
原
子
炉
が
停
止
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
，
保
安
規
定
第
４
０
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
２
） 

で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
自
動
減
圧
系
を
除
く
）
の
う
ち
何
れ
か
１
系
列
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
起
動
し
確
認
す
る
。
高
圧
炉
心
注
水
系
及
び
低
圧
注
水
系

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
含
む
）
は
，
原
子
炉
低
圧
時
に
十
分
な
注
水
量
を
確
保
で
き
，
か

つ
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
対
し
て
独
立
性
を
確
保
で
き
る
こ
と
か
ら
採
用
し
た
。

 

ま
た
，
原
子
炉
停
止
中
に
お
け
る
崩
壊
熱
相
当
の
注
水
量
が
確
保
で
き
る
重
大
事
故
等
対
処
設

備
の
常
設
注
水
設
備
で
あ
る
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
り
注
水
が
で
き
る
こ
と
を
“
速
や

か
に
”
至
近
の
記
録
に
よ
り
確
認
す
る
。
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※
14
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 

原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。
 

※
15
：
自
動
減
圧
系
を
除
く
。

 

※
16
：
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
機
器
に
接
続
す
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
低
圧
代
替
 

注
水
系
（
常
設
）
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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1.4-99 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

            

第
1
.
4
.
1
2
図

 
低

圧
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

 
概

要
図

 

（
交

流
電

源
が

確
保

さ
れ

て
い

る
場

合
）

 

凡
例

注
入

配
管

残
留

熱
除

去
系

(A
)注

入
配

管
使

用
の

場
合

残
留

熱
除

去
系

(B
)注

入
配

管
使

用
の

場
合

高
圧

炉
心

注
水

系
(B

)注
入

配
管

使
用

の
場

合

残
留

熱
除

去
系

(C
)注

入
配

管
使

用
の

場
合

高
圧

炉
心

注
水

系
(C

)注
入

配
管

使
用

の
場

合

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

D
/
W

Ｒ
Ｐ

Ｖ

R
C

C
V

S
/
C

Ｄ
Ｄ

消
火

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ

ろ
過

水
ﾀ
ﾝ
ｸ

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
B

)

C
S

P
M

U
W

C
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ(
A

)

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
C

)

M
O

M
O

M
O

T
/
B

各
負

荷

遠
隔
手
動
弁
操
作
設
備

（
非

管
理

区
域

）遠
隔
手
動
弁
操
作
設
備

（屋
外

）

Ｒ
／

Ｂ

④

⑤
※
1

M
O

M
O

M
O

M
O

A
O

N
O

N
ON
O

FTFI

（
中
央
制

御
室
）

FI

M
O

M
O

M
O

⑦
a※

1 ⑦
a※

2

⑦
b
※
1

⑦
b
※
2

⑦
c

⑥
a

⑦
e

⑥
c

⑦
d

⑥
b

FT

（
中
央
制

御
室
）

⑤
※
2

⑪
※
1

⑪
※
2

N
O

海
水

防
火

水
槽

淡
水

貯
水

池

重
大
事
故
等

対
処
設
備

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
6
6
-
4
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

6
6
-
4
-
1
，
6
6
-
5
-
5
，
第
3
9
条
，
第
4
0
条

と
共
用
ラ
イ
ン
 

自
主
対
策
設
備

66-4-2  7/25

404



 

 

1.4-106 

 

             

第
1
.
4
.
1
8
図

 
低

圧
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

 
概

要
図

 

（
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

て
い

る
場

合
）

 
 

凡
例

注
入

配
管

残
留

熱
除

去
系

(A
)注

入
配

管
使

用
の

場
合

残
留

熱
除

去
系

(B
)注

入
配

管
使

用
の

場
合

高
圧

炉
心

注
水

系
(B

)注
入

配
管

使
用

の
場

合

残
留

熱
除

去
系

(C
)注

入
配

管
使

用
の

場
合

高
圧

炉
心

注
水

系
(C

)注
入

配
管

使
用

の
場

合

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

重
大
事
故
等

対
処
設
備

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
4
-
1
，
6
6
-
5
-
5
，
第
3
9
条
，
第
4
0
条

と
共
用
ラ
イ
ン

自
主
対
策
設
備

6
6
-
4
-
2
の
範
囲

赤
枠
に

て
示
す

66-4-2  8/25

405



 

 

1.8-80 

 

 
 

 

   

第
1
.
8
.
1
2
図

 
低

圧
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

 
概

要
図

 

D
/
W

Ｒ
Ｐ

Ｖ

R
C

C
V

S
/
C

海
水

防
火

水
槽

淡
水

貯
水

池

Ｄ
Ｄ

消
火

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ

ろ
過

水
ﾀ
ﾝ
ｸ

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
B

)

C
S

P
M

U
W

C
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ(
A

)

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
C

)

M
O

M
O

M
O

T
/
B

各
負

荷

遠
隔

手
動

弁
操

作
設

備
（
非

管
理

区
域

）遠
隔

手
動

弁
操

作
設

備
（屋

外
）

Ｒ
／

Ｂ

④

⑤
※
1

M
O

A
O

N
O

FTFI

（
中

央
制

御
室

）

FI

M
O

M
O

M
O

⑥
a

⑥
a

⑥
b

⑥
b

FT

（
中

央
制

御
室

）

⑤
※
2

⑩
※
1

⑩
※
2

凡
例

注
入

配
管

残
留

熱
除

去
系

(A
)注

入
配

管
使

用
の

場
合

残
留

熱
除

去
系

(B
)注

入
配

管
使

用
の

場
合

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

重
大
事
故
等

対
処
設
備

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
4
-
1
，
6
6
-
5
-
5
，
第
3
9
条
，
第
4
0
条

と
共
用
ラ
イ
ン

6
6
-
4
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す

66-4-2  9/25

406



 

139 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
3
 
R0
 

4. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

4.1 高圧炉心注水系 

4.1.1 ポンプ 

名 称 高圧炉心注水系ポンプ 

容 量 m3/h/個 高圧時  以上(182)，低圧時  以上(727) 

揚 程 m 高圧時  以上(890)，低圧時  以上(190) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 吸込側 1.37／吐出側 11.77 

最 高 使 用 温 度 ℃ 100，120 

原 動 機 出 力 kW/個 1500 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する高圧炉

心注水系ポンプは，原子炉停止後何らかの原因で復水・給水が停止した場合等に，原子炉隔離時

冷却系のバックアップとして原子炉水位を維持（原子炉冷却材補給機能）するため及び原子炉冷

却材喪失時に炉心を冷却（非常用炉心冷却系機能）するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に．原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧

炉心注水系）使用する高圧炉心注水ポンプは，以下の機能を有する。 

 

高圧炉心注水系ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止す

るため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，原子炉停止機能が喪失した場合において，復水貯蔵槽又はサプレッションチェン

バを水源として高圧炉心注水系ポンプにより冷却水を原子炉圧力容器へ注水することで原子炉

水位を維持する設計とする。 

 

1. 容量 

 1.1 高圧時の容量  m3/h/個以上 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心注水系ポンプの高圧時の容量は，復水・給水停

止時に原子炉隔離時冷却系が起動しなかった場合において，原子炉隔離時冷却系のバックア

ップとして，高圧炉心注水系が原子炉水位低（レベル 1.5）で起動し原子炉水位を維持（原

子炉冷却材補給機能）できる容量とし，原子炉隔離時冷却系と同じ  m3/h/個以上とする。 

また，原子炉冷却材喪失時に炉水冠水維持（非常用炉心冷却系機能）に必要な容量は

m3/h/個であるが，安全解析上は原子炉冷却材補給機能と同じ容量としているため，原子

添付-2-(1) 工事計画認可申請書
同等な性能を有することの説明
関連箇所を下線にて示す 枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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炉冷却材補給機能の必要容量と同じ  m3/h/個以上とする。 

 

高圧炉心注水系ポンプを重大事故等時に使用する場合の高圧時の容量は，設計基準対象施

設と同仕様で有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）に使用しているため，

 m3/h/個以上とする。 

 

公称値については  182m3/h/個とする。 

 

 1.2 低圧時の容量  m3/h/個以上 

復水・給水停止時に原子炉隔離時冷却系が起動しなかった場合において，原子炉隔離時冷

却系のバックアップとして，高圧炉心注水系が原子炉水位低（レベル 1.5）で起動し原子炉

水位を維持（原子炉冷却材補給機能）できる容量とし，原子炉隔離時冷却系と同じ  m3/h/

個以上とする。 

また，原子炉冷却材喪失時に炉水冠水維持（非常用炉心冷却系機能）に必要な容量は，

m3/h/個以上とする。 

 

高圧炉心注水系ポンプを重大事故等時に使用する場合の低圧時の容量は，設計基準対象施

設と同仕様で有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）に使用しているため，

 m3/h/個以上とする。 

 

公称値については  727m3/h/個とする。 

 

2. 揚程 

高圧炉心注水系ポンプの揚程は，原子炉冷却材補給機能と非常用炉心冷却系機能のうち，必

要揚程が大きい非常用炉心冷却系機能を考慮して決定する。 

 

 2.1 高圧時  m 以上 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心注水系ポンプの高圧時の揚程は，施設時と系統

構成を含めて変わらないため，必要流量注入時の炉圧とサプレッションチェンバ内圧力との

差（  MPa）に，系統配管・弁類圧力損失及び静水頭が  m であることから，  m 以

上とする。 

 

高圧炉心注水系ポンプを重大事故等時に使用する場合の高圧時の揚程は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  m 以上とする。 

 

公称値については  890m とする。 

 

 2.2 低圧時  m 以上 

添付-2-(1) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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設計基準対象施設として使用する高圧炉心注水系ポンプの低圧時の揚程は，施設時と系統

構成を含めて変わらないため，必要流量注入時の炉圧とサプレッションチェンバ内圧力との

差（  MPa）に，系統配管・弁類圧力損失及び静水頭が  m であることから，  m 以

上とする。 

 

高圧炉心注水系ポンプを重大事故等時に使用する場合の低圧時の揚程は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  m 以上とする。 

 

公称値については要求される揚程を上回る 190m とする。 

 

3. 最高使用圧力 

 3.1 最高使用圧力（吸込側） 1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心注水系ポンプの吸込側の最高使用圧力は，主配

管「E22-F028,F029,F030～高圧炉心注水系集合管」の最高使用圧力と同じ 1.37MPa とする。 

 

高圧炉心注水系ポンプを重大事故等時において使用する場合の吸込側の圧力は，設計基準

対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とす

る。 

 

 3.2 最高使用圧力（吐出側） 11.77MPa 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心注水系ポンプの吐出側の最高使用圧力は，水源

圧力（事故時ピーク圧力） MPa，静水頭 0.07MPa，高圧炉心注水ポンプの締切運転時の揚

程 MPa の合計が MPa となることから，これを上回る圧力として 11.77MPa とする。 

 

高圧炉心注水系ポンプを重大事故等時において使用する場合の吐出側の圧力は，設計基準

対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，11.77MPa とす

る。 

 

4. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心注水系ポンプの最高使用温度は，高圧炉心注水系

ポンプの水源となるサプレッションチェンバのプール水の最高温度を考慮し，100℃とする。 

 

高圧炉心注水系ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，高圧炉心注水系ポン

プの水源となるサプレッションチェンバのプール水の重大事故等時における使用温度を基に

設定する。 

高圧炉心注水系ポンプによる原子炉圧力容器への注水時のサプレッションチェンバのプー

ル水の重大事故等時における使用温度は，重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付書類十）の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失）より約 ℃であ

添付-2-(1) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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り，これを上回る温度とし，120℃とする。 

 

5. 原動機出力 

高圧炉心注水系ポンプの原動機出力は，高圧定格点の軸動力を基に設定している。 

 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)         ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)            ＝182/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝890 

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）   ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

182
3600

×890

／100
＝  kW≒  kW 

 

上記より，高圧炉心注水系ポンプの原動機出力は必要軸動力  kW を上回る 1500kW/個と

する。 

 

高圧炉心注水系ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1500kW/個とする。 

 

6. 個数 

高圧炉心注水ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として復水貯蔵槽の冷却水又はサ

プレッションチェンバのプール水を炉心上部に取り付けられたスパージャから燃料集合体上

に注水するため等に必要な個数である各系列 1個とし，合計 2個設置する。 

 

高圧炉心注水ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 

添付-2-(1) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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また，低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉

の冷却は，防火水槽又は淡水貯水池の淡水だけでなく，

海水も利用できる。 

 

(ⅲ)消火系による発電用原子炉の冷却 

消火系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以

下のとおり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

・ろ過水タンク 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ. 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，復水移送ポンプ，

復水貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，残留熱除去系 (B)配

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十追補１
自主対策設備に関する説明
関連箇所を赤枠にて示す
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管・弁・スパージャ，残留熱除去系(A)配管・弁，給水系配

管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系配管・弁，原子炉圧

力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，代替所内電気設備，可搬型代替注水ポンプ（ A－ 2

級），ホース・接続口及び燃料補給設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。防火水槽及び淡水貯水池は「1.13 

重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 

b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付け

る。非常用交流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準

拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設

備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅

されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（低圧注水モード）が故障した場合

においても，発電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び

可搬型代替注水ポンプ（ A－ 2 級）と同等の機能（流

量）を有することから，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない場合

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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において，発電用原子炉を冷却する手段として有効で

ある。 

・残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ，高圧炉心注水

系(B)及び(C)配管・弁・スパージャ※ 1 

当該配管を用いた注水手段は使用に制限（原子炉圧

力容器への注水流量が少ない，注水流量の監視ができ

ない，現場での系統構成が必要）があるが，残留熱除

去系 (A)及び (B)配管から注水ができない場合におい

て，発電用原子炉を冷却する手段として有効である。  

※1：高圧炉心注水系配管・弁・スパージャのうち，

復水移送ポンプの吸込ライン（復水貯蔵槽下部

の非常用ライン）の配管・弁は重大事故等対処

設備であるが，原子炉圧力容器への注水ライン

の配管・弁・スパージャは自主対策設備として

位置付ける。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認でき

た場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。  

 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備  

ⅰ. 復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障によ

り，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水
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復水貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，残留熱除去系 (B)配

管・弁・スパージャ，残留熱除去系(A)配管・弁，給水系配

管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系配管・弁，原子炉圧

力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，代替所内電気設備，可搬型代替注水ポンプ（ A－ 2

級），ホース・接続口及び燃料補給設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。防火水槽及び淡水貯水池は「1.13 

重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 

b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付け

る。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求

される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，溶融炉心が原子炉圧

力容器内に残存する場合においても，残存した溶融炉心を

冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び

可搬型代替注水ポンプ（ A－ 2 級）と同等の機能（流

量）を有することから，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない場合

において，残存した溶融炉心を冷却する手段として有

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認でき

た場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。  

 

b. 発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備  

ⅰ. 低圧代替注水 

発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障によ

り発電用原子炉からの除熱ができない場合は，低圧代替注

水系（常設），低圧代替注水系（可搬型）及び消火系によ

り発電用原子炉を冷却する手段がある。 

これらの対応手段で使用する設備は，「 a.(a)ⅰ . 低圧

代替注水」で選定した設備と同様である。 

以上の設備により，発電用原子炉停止中において，設計

基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）が故障した場合においても，発電用原子炉を冷却

することができる。 

 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備  

ⅰ. 復旧 

発電用原子炉停止中において，全交流動力電源喪失又は
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(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水で

使用する設備のうち，復水移送ポンプ，復水貯蔵槽，復水補

給水系配管・弁，残留熱除去系配管・弁・スパージャ，給水

系配管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系配管・弁，原子炉

圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備

及び代替所内電気設備は重大事故等対処設備として位置付け

る。 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

で使用する設備のうち，可搬型代替注水ポンプ（A－2 級），

ホース・接続口，復水補給水系配管・弁，残留熱除去系配

管・弁・スパージャ，給水系配管・弁・スパージャ，原子炉

圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，代替所内電気設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設

備として位置付ける。防火水槽及び淡水貯水池は「1.13 重大

事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項

を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水で使用する

設備のうち，高圧代替注水系ポンプ，復水貯蔵槽，高圧代替

注水系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管・弁，原子炉隔離

時冷却系（蒸気系）配管・弁，高圧代替注水系（注水系）配

管・弁，復水補給水系配管，高圧炉心注水系配管・弁，残留

熱除去系配管・弁（7 号炉のみ），給水系配管・弁・スパー

ジャ，原子炉圧力容器，常設代替直流電源設備，可搬型直流

電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設
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備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入で

使用する設備のうち，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入

系貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，高圧炉心注水系配

管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設

備及び可搬型代替交流電源設備は重大事故等対処設備として

位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求さ

れる設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により溶融炉心の原子炉格納容

器下部への落下を遅延又は防止し，原子炉圧力容器内に残存

した溶融炉心を冷却することができる。  

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あわ

せて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可

搬型代替注水ポンプ（A－2 級）と同等の機能（流量）を

有することから，重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合において，

原子炉圧力容器への注水手段として有効である。 

・制御棒駆動系 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保で

きず，加えて耐震性が確保されていないが，原子炉冷却

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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材圧力バウンダリ高圧時に原子炉圧力容器下部に落下し

た溶融炉心を冷却し，溶融炉心の原子炉格納容器下部へ

の落下を遅延又は防止する手段として有効である。  

・高圧炉心注水系 

モータの冷却水がない状態での運転となるため運転時

間に制限があり，十分な期間の運転継続はできないが，

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における原子炉圧力

容器への注水手段として有効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備

と同等の機能を有することから，健全性が確認できた場

合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保する

ための手段として有効である。 

 

c. 手順等 

上記「a. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却の

ための対応手段及び設備」及び「b. 溶融炉心の原子炉格納容

器下部への落下遅延・防止のための対応手順及び設備」により

選定した対応手段に係る手順を整備する。  

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事

故時運転操作手順書（シビアアクシデント）（以下「 SOP」と

いう。），AM 設備別操作手順書及び多様なハザード対応手順に

定める（第 1.8.1 表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要

となる設備についても整理する（第 1.8.2 表，第 1.8.3 表）。    
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第
1
.
8
.
1
4
図

 
低

圧
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

 

（
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

送
水

）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
3
/
3
）

 

 

5
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
～

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

屋
外

～
5
号

炉
東

側
第

二
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

※
1　

緊
急
時
対
策
要
員
6
名
で
2ユ

ニ
ッ
ト
分
を
対
応
し
た
場
合
，
6号

炉
へ
の
送
水
開
始
ま
で
約
33
0
分
，
7号

炉
へ
の
送
水
開
始
ま
で
約
34
5
分
で
可
能
で
あ
る
。

 
 
  
 
緊
急
時
対
策
要
員
1
0
名
で
2ユ

ニ
ッ
ト
分
を
対
応
し
た
場
合
，
6号

炉
及
び
7
号
炉
へ
の
送
水
開
始
ま
で
約
2
2
5分

で
可
能
で
あ
る
。

送
水

準
備

緊
急

時
対

策
要

員
6名

の
う

ち
2名

で
対

応
す

る
。

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
送

水

[淡
水

貯
水

池
を

水
源

と
し

た
場

合
（
あ

ら
か

じ
め

敷
設

し
て

あ
る

ホ
ー

ス
が

使
用

で
き

な
い

場
合

）
]

緊
急

時
対

策
要

員
6

※
1

緊
急

時
対

策
要

員
6名

で
対

応
す

る
。

送
水

準
備

緊
急

時
対

策
要

員
6名

の
う

ち
4名

で
対

応
す

る
。

送
水

準
備

送
水

経
過

時
間

（
分

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

10
20

40
30

50
70

60

淡
水

貯
水

池
を

水
源

と
し

た
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

送
水

3
3
0分

※
1

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

35
0

22
0

80
90

10
0

11
0

12
0

20
0

21
0
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1.8-85 

 

第
1
.
8
.
1
6
図

 
消

火
系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

 

通
信

連
絡

設
備

準
備

，
電

源
確

保
確

認

系
統

構
成

，
バ

イ
パ

ス
流

防
止

処
置

注
水

開
始

，
注

水
状

況
確

認

電
源

確
保

消
火

ポ
ン

プ
起

動
2

消
火

系
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器

へ
の

注
水

（
残

留
熱

除
去

系
(A

)又
は

(B
)

注
入

配
管

使
用

）

中
央

制
御

室
運

転
員

　
Ａ

，
Ｂ

2

現
場

運
転

員
　

Ｃ
，

Ｄ
2

5
号

炉
運

転
員

経
過

時
間

（
分

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

3
0
分

消
火

系
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
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保安規定第６６条 

表６６－５「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」 

「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」 

「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」 

６６－５－１「格納容器圧力逃がし装置」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設置変更許可申請書 添付十追補１（ドレン移送ポンプの所要数） 

  （４）工事計画認可申請書説明資料（容量設定根拠，所要数） 

 

  添付－３ 同等な機能を有する設備 

  （１）ＳＡ４８条・５２条補足説明資料（容量設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
６
－
５
 
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 ６
６
－
５
－
１
 
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
 
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
 

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
※

２
 

 
適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
 

１
個
 

よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
 

２
個
 

ラ
プ
チ
ャ
ー
デ
ィ
ス
ク
 

２
個
 

遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
 

 
４
個

※
３
 

ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
設
備
 

１
式
 

ド
レ
ン
移
送
ポ
ン
プ
 

１
台
 

ド
レ
ン
タ
ン
ク
 

１
基
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
 

※
４
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
素
濃
度
 

※
４
 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
 

※
５
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
６
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
７
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

※
８
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
９
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

※
１
０
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
１
１

 
※
１
：
必
要
な
弁
（
遠
隔
手
動
弁
操
作

設
備
含
む
）
及
び
配
管
を
含
む
。

 
※

２
：
原
子

炉
の
起
動

時
に
ド

ラ
イ
ウ
ェ

ル
点
検
を

実
施
す

る
場
合
は

，
ド
ラ
イ

ウ
ェ
ル

点
検
後
の

原
子
炉

の
状
態
が
起
動
に
な
る
ま
で
の
期
間
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。

 
※
３

：「
６
６
－
５
－
２
 
耐
圧
強
化
ベ

ン
ト
系
」
の
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
を
兼
ね
る
。

 
※
４
：「

６
６
－
１
３
－
１

 
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等

を
定

め
る
。
 

※
５

：「
６
６
－
５
－
３
 
可
搬
型
窒
素

供
給
装
置
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
６
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定
め

る
。
 

※
７
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代

替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

で
も

維
持

で
き

る
よ
う

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処
設

備
で

あ
る

格
納

容

器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備

が
有
す

る
最
終

ヒ
ー
ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸
送

す
る
機
能

が
喪

失
し

た
場
合

に
お
い
て

炉
心

の
著

し
い

損
傷
及

び
原
子

炉
格
納
容

器
の

破
損

を
防
止

す
る
た
め

，
最

終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク
へ
熱

を
輸

送
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
圧
力
を
大
気
中
に
逃
が
す
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）

 
「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉

心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
水

の
供
給

手
順
等
」

と
し

て
設

計
基
準

事
故
の
収

束
に

必
要

な
水

源
と
は

別
に
，

重
大
事
故

等
の

収
束

に
必
要

と
な
る
十

分
な

量
の

水
を
確

保
す
る
こ

と
に

加
え

て
，

設
計
基

準
事
故

及
び
重
大

事
故

等
対

処
設
備

に
対
し
て

重
大

事
故

等
の
収

束
に

必
要

と
な

る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
は

系
統

内
で

の
水

素
燃

焼
を

防
止

す
る

た
め

，
格

納
容

器
内

を
窒

素
封

入

し
，
酸
素
濃
度
を
１
．
８
％
以
下
に
管
理
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
，
格
納
容
器
内
へ
の
窒
素
封
入
は

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
点
検
後
速
や
か
に
実
施
す
る
た
め
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
点
検
後
の
原
子
炉
の
状
態
が
起
動
に

な
る
ま
で
の
期
間
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。

 
 

④
 
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
，
ま
た
原
子

炉
格
納
容
器
内
に
お
け
る
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破

損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用

さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
（
１
）
）

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

※
８
：「

６
６
－
１
２
－
５
 
可
搬
型
直

流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

９
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 
※

1
0
：「

６
６
－
１
２
－
４
 
所
内
蓄
電

式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て

 
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

1
1
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内

電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 
 （
２
）
確
認
事
項

 
項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
の
性
能
検
査
を

実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
性
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

３
．
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
ス
ク
ラ
バ
水
の
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
濃
度

が
　
　
　
ｗ
ｔ
％
以
上
で
あ
る
こ

と
及
び
ｐ
Ｈ
が
 
 
 
 
以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
後
の

原
子
炉
起
動
前

に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

４
．
ド
レ
ン
移
送
ポ
ン
プ
の
流
量
が
９
．
１
ｍ

3
／
ｈ
，
揚
程
が
１
４
．

３
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

５
．
必
要
な
電
動
駆
動
弁
，
空
気
駆
動
弁
及
び
遠
隔
手
動
操
作
設
備

を
用
い
た
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，

動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態

を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

６
.
 
ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
装
置

の
性

能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

７
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。
ま
た
，
系
統
が
窒
素
置
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
系
統
圧

力
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

８
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
フ

ィ
ル

タ
装

置
の

ス
ク

ラ
バ

水
位

が
５

０
０

ｍ
ｍ

以
上

及
び

２

２
０
０
ｍ
ｍ
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

９
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
遠

隔
空

気
駆

動
弁

操
作

用
ボ

ン
ベ

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

1
0
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
ス

ク
ラ

バ
水

ｐ
Ｈ

制
御

装
置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。
ま
た
，
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ

ム
の
保
有
量
が

Ｌ
以
上
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

      

 ⑥
 
フ
ィ
ル
タ
装
置
は
１
個
，
よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
は
２
個
，
ラ
プ
チ
ャ
ー
デ
ィ
ス
ク
は
２
個
，
ド
レ
ン
タ
ン
ク

は
１
基
設
置
さ
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
の
数
を
所
要
数
と
す
る
。

 
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
は
排
出
経
路
の
隔
離
弁
の
う
ち
，
空
気
作
動
弁
に
供
給
す
る
た
め
，
４

個
を
所
要
数
と
す
る
。
な
お
，
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
の
遠
隔
空
気
駆
動
弁
用
操
作
ボ
ン
ベ
と
所
要
数
を
兼

ね
る
。
 

ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
設
備
は
必
要
な
１
式
を
所
要
数
と
す
る
。

 
ド
レ
ン
移
送
ポ
ン
プ
は
１
台
で
必
要
容
量
を
有
す
る
た
め
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 ⑦

 
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態

に
お

け
る

確
認

事
項

を
記

載
す

る
。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
 
 
項
目
１
，
２
，
３
，
４
，
６
が
該
当
。

 
 
 
 
 
項
目
３
で
は
，
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
濃
度
が
 
 
 
 
 
 
ｗ
ｔ
％
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
ｐ
Ｈ
が
 
 
 

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
添
付
－
２
）。

な
お
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
の
期
間
中
に

ス
ク

ラ
バ
水

の
補

給
を

し
た
場

合
は

，
水

酸
化

ナ
ト

リ
ウ
ム

の
濃

度
及

び
ｐ

Ｈ
が

規
定
値

以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

項
目
４
で
確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 定

検
停
止
時
の
点
検

に
合
わ
せ

，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
な
お
，
項
目
３
に
つ
い
て
は
，
定
検

停
止
後
の
原
子
炉
起
動
前
に
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
 
 
項
目
５
，
７
，
８
，
９
，
１
０
が
該
当
。

 
項
目
５
に
つ
い
て
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
の
排
出
経
路
に
設
置
さ
れ
た
隔
離
弁
は
，
原
子
炉

運
転

中
は

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
を
維

持
す

る
こ

と
が

要
求

さ
れ
る

た
め

，
定

検
停

止
時

に
開
閉

試
験
を
実
施
す
る
。

 
中
央
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
操
作
で
必
要
な
弁
を
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
空
気
駆
動

弁
に

つ
い
て

，
遠
隔

空
気

駆
動

弁
操

作
用

ボ
ン
ベ

を
使

用
し

て
現

場
操

作
で
開

弁
で

き
る

こ
と
を

確
認
す
る
。

 
ま
た
，
遠
隔
手
動
弁
操
作
設
備
に
よ
り
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

項
目
７
，
８
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ

ラ
ン

ス
頻

度
と

同
等

と
し

，
１
ヶ

月
に
１
回

,動
作
確
認
を
実
施
す
る
。
な
お
，
項

目
８
で
確
認
す
る
フ
ィ
ル
タ
装
置
ス
ク
ラ
バ
水

位

は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 
 項
目
９
，
１
０
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処

設
備

の
サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

頻
度
の

考
え

方
に

基
づ

き
３

ヶ
月
に

１
回

，
動

作
可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す
る
。
な
お
，
項
目
１
０
の
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
保
有
量
は

，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ

き
，
設
定
す
る
。（

添
付
－
２
）

 
 
＜
参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，

 

                          

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
格
納
容
器
圧
力
逃

が
し

装
置

が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長

は
，
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
起
動
し
,
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１

２
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設

備
※
１
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長

は
，
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
起
動
し
,

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他

の
設
備

※
１

４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対

処
設
備

※
１
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１
６
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長

は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

  

３
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
1
2
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
1
3：

残
り
の
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
３
台
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
３
系

列
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
３
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

※
1
4：

残
り
の
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

※
1
5
：
代
替
循
環
冷
却
系
及
び
耐
圧
強

化
ベ
ン
ト
系
（
Ｗ
／
Ｗ
）
を
い
う
。
 

※
1
6
：「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確

認
は
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

  

「
６
６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
記
載
す
る
。

 
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

の
フ
ィ
ル
タ
装
置
水
位
調
整
（
水
張
り
）
に
使
用
す
る
場
合
の
容
量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 
【
必
要
容
量
】

 
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

の
使

用
時

に
フ

ィ
ル

タ
装

置
の

水
位

が
通

常
水

位
を

下
回

る
と

判
断

さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
，
「
５
．
重
大
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
技
術
的
能
力
」
の
追
補
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
追
補
１
）
に
示
さ
れ
る
水
張
り
の

所
要
時
間
が
５
０
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
保
守
的
に
下
限
水
位
か
ら
通
常
水
位
復
帰
に
必
要
な
水
量
に

対
し
て
３
０
分
以
内
に
水
張
り
で
き
る
容
量
と
し
て
，
２
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。

 
 
【
吐
出
圧
力
】

 
必

要
吐

出
圧

力
が

最
大

と
な

る
６

号
機

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
給

水
ラ

イ
ン

接
続

口
を

使
用

す
る

場
合

の

静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
吐
出
圧
力
は
，
１
．
２
８
Ｍ
Ｐ
ａ
以
上
と
す
る
。

 
 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
列
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ

た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
. ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
可
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

 
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申

請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
り
，
炉
心
損
傷
防
止
及
び
格
納
容
器
破
損
防
止
の
観
点
か
ら
最
も
有
効
と
思
わ
れ
る
残
留

熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却

モ
ー
ド
）
（
非
常

用
デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機
，

原
子
炉

補
機
冷
却

水
系
及
び

原
子
炉

補
機
冷
却

海
水

系
含
む
）
が
該
当
す
る
。
な
お
，
原
子
炉
水
位
の
回
復
に
は
残
留
熱
除
去
系
が
２
系
列
以
上
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
，
起
動
す
る
残
留
熱
除
去
系
に
つ
い
て
は
２
系
列
と
す
る
。
 

 Ａ
２
．
当
該
設
備
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
」 

の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，

具
体
的
に
は
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 Ａ
３
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動

 
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類

十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
代
替
循
環
冷
却
系
及
び
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
（
Ｗ
／
Ｗ
）
が
該

当
し
，
完
了
時
間
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の

Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 

【
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
妥
当
性
確
認
】

 
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
は
，
原
子
炉
の
定
格
熱
出
力
の
１
％
に
相
当
す
る
発
生
蒸
気
量
１
５
．
８

 
ｋ
ｇ

／
ｓ
を
排
出

可
能
な
設
計
で

あ
り
，

炉
心

損
傷
前
の
格
納

容
器
除
熱
手

段
と
し
て
有
効

で
あ

る
。
（
設
置
許
可
基
準
規
則
第
４
８
条
）

 
ま
た

，
炉
心
損
傷

後
に
代
替
循
環

冷
却
系
を
長

期
使
用
し
た
際

に
，
耐
圧
強

化
ベ
ン
ト
系

（
Ｗ
／

Ｗ
）
に
よ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
及
び
酸
素
ガ
ス
を
排
出
可
能
で
あ
り
，
原
子
炉
格
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備
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 Ａ

４
．
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該
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統
を
動
作
可
能
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に
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す
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。
完
了
時
間
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同
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重
大
事
故
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設
備
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1.5-119 

フィルタ
装置

R E

LTフィルタ装置水位

DPフィルタ装置
金属フィルタ差圧

pH

フィルタ装置

スクラバ水 pHドレンポンプ設備

F E

PTフィルタ装置出口圧力

よう素
フィルタ

Ｎ2ベントライン

ラプチャーディスク

オリフィス

フィルタ装置

水素濃度

LＳ

ドレンタンク水位

ド
レ
ン
タ
ン
ク

7号炉

ドレンポンプ
流量

Ｎ2供給ライン

H2E

フィルタ装置
出口放射線モニタ

④⑩※１

F E

ＰＩＰＩ

②※１

⑩※２

②※２

⑩※３

凡例

設計基準対象施設
から追加した箇所

原子炉建屋内の
原子炉区域外

 

 

 

第 1.5.17 図 フィルタ装置スクラバ水 pH調整 概要図 

 

66-5-1のスクラバ水pH制御設備の範囲
赤枠にて示す 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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フィルタ
装置
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LTフィルタ装置水位

DPフィルタ装置
金属フィルタ差圧

pH

フィルタ装置

スクラバ水 pHドレンポンプ設備

F E

PTフィルタ装置出口圧力

よう素
フィルタ

Ｎ2ベントライン

ラプチャーディスク

オリフィス

フィルタ装置

水素濃度

LＳ

ドレンタンク水位

ド
レ
ン
タ
ン
ク

7号炉

ドレンポンプ
流量

Ｎ2供給ライン

H2E

フィルタ装置
出口放射線モニタ

④⑩※１

F E

ＰＩＰＩ

②※１

⑩※２

②※２

⑩※３

凡例

設計基準対象施設
から追加した箇所

原子炉建屋内の
原子炉区域外

 

 

 

第 1.7.13 図 フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 概要図 

66-5-1のスクラバ水pH制御設備の範囲
赤枠にて示す 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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機冷却系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，治具や

輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，格納容器圧力逃

がし装置は，重大事故等時の排出経路と非常用ガス処理系，原子炉区域・

タービン区域換気空調系等の他系統及び機器との間に隔離弁を直列に 2 弁

設置し，格納容器圧力逃がし装置使用時に確実に隔離することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

9.3.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

代替循環冷却系の復水移送ポンプは，設計基準対象施設の復水補給水系

と兼用しており，設計基準対象施設としての復水移送ポンプ 2 台における

ポンプ流量が，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の破損を防止するために必要な流量に対して十分であるため，設計基準

対象施設と同仕様で設計する。 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備の残

留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝熱容量が，

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止

所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八

66-5-1  13/49
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するために必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設

備と同仕様で設計する。 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系は，炉心の著しい損傷

が発生した場合において，代替原子炉補機冷却系での圧力損失を考慮して

も原子炉格納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計と

する。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器

ユニット用）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系熱交換器で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量

を有する熱交換器ユニット 1 セット 1 式と大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用）1 セット 1 台を使用する。熱交換器ユニットの保有数は，6 号及び 7

号炉共用で 4 セット 4 式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として 1 式（6 号及び 7 号炉共用）の合計 5 式を保管す

る。大容量送水車（熱交換器ユニット用）の保有数は，6 号及び 7 号炉共用

で 4 セット 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 5台を保管する。 

また，代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱

交換器ユニット用）は，想定される重大事故等時において，代替循環冷却

系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱と燃料プール冷却浄化系による

使用済燃料プールの除熱を同時に使用するため，各系統の必要な流量を同

時に確保できる容量を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィルタは，想定さ

れる重大事故等時において，原子炉格納容器内を減圧させるため，原子炉

格納容器内で発生する蒸気量に対して，格納容器圧力逃がし装置での圧力

損失を考慮しても十分な排出流量を有する設計とする。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八

66-5-1  14/49

436



 8－9－58 8 

フィルタ装置は，想定される重大事故等時において，粒子状放射性物質

に対する除去効率が 99.9%以上確保できる設計とする。また，スクラバ水の

待機時の薬物添加濃度は，想定される重大事故等時のスクラバ水の pH 値の

低下を考慮しても，無機よう素に対する除去効率が 99.9%以上確保できる

pH 値を維持できる設計とする。フィルタ装置は，サプレッション・チェン

バへの排水及び薬液注入によるスクラバ水の pH 値の調整が可能な設計とす

る。フィルタ装置の金属フィルタは，想定される重大事故等時において，

金属フィルタに流入するエアロゾル量に対して十分な容量を有する設計と

する。 

よう素フィルタの銀ゼオライト吸着層は，想定される排気ガスの流量に

対して，有機よう素に対する除去効率が 98%以上となるために必要な排気ガ

ス滞留時間を確保できる吸着層の厚さ及び有効面積を有する設計とする。 

ラプチャーディスクは，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならな

いよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂

する設計とする。 

 

9.3.2.4  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替循環冷却系の復水移送ポンプは廃棄物処理建屋内に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室で可能な設計とする。 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は原子炉区域内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替循環冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八

66-5-1  15/49
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第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(2) 耐圧強化ベント系 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系  統  数    1 

系統設計流量    約 15.8kg/s 

 

(3) 代替原子炉補機冷却系 

a. 熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

数  量     4 式（予備 1） 

熱交換器 

組  数    1/式 

伝熱容量    約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 

台  数    2 

1 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 

66-5-1  16/49
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容  量    約 300m3/h/台 

約 600m3/h/台 

全 揚 程    約 75m 

b. 大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数     4（予備 1） 

容  量     約 900m3/h/台 

吐出圧力     1.25MPa[gage] 

 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八

66-5-1  17/49
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第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器 

仕様 

 

(1) 代替循環冷却系 

a. 復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

b. 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

基  数 1 

伝熱容量 約 8.1MW 

c. 熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

d. 大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6号及び 7号炉共用） 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

(2) 格納容器圧力逃がし装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

a. フィルタ装置 

個    数 1 

系統設計流量 約 31.6kg/s 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八

66-5-1  18/49
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放射性物質除去効率 99.9%以上（粒子状放射性物質及び無機よ

う素に対して） 

材    料 

 スクラバ水 水酸化ナトリウム水溶液（pH 　以上） 

 金属フィルタ ステンレス鋼 

b. よう素フィルタ 

個    数 2 

系統設計流量 約 15.8kg/s（1 基あたりの設計流量） 

放射性物質除去効率 98%以上（有機よう素に対して） 

材    料 銀ゼオライト 

c. ラプチャーディスク 

個    数 2 

設定破裂圧力 約 100kPa[gage]  

 

  

枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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第 9.5－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の 

主要機器仕様 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

a. フィルタ装置 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

b. よう素フィルタ 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

c. ラプチャーディスク 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

d. フィルタ装置水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

e. フィルタ装置出口放射線モニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

(2) 耐圧強化ベント系 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

a. サプレッション・チェンバ 

第 9.1－1 表 一次格納施設主要仕様に記載する。 
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b. 可搬型窒素供給装置（6号及び 7号炉共用） 

台  数    2（予備 1） 

容  量    約 70Nm3/h/台 

c. フィルタ装置水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

d. 耐圧強化ベント系放射線モニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

a. 格納容器内水素濃度（SA） 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

b. 格納容器内水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

c. 格納容器内酸素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 
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1.5-32 

照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

(e) フィルタ装置水位調整（水抜き） 

格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガ

スが格納容器圧力逃がし装置の配管内及びフィルタ装置内で

凝縮し，その凝縮水がフィルタ装置に溜まることでフィルタ

装置の水位が上限水位に到達すると判断した場合，又はフィ

ルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧に到達すると判

断した場合はフィルタ装置機能維持のためフィルタ装置の排

水を実施する。 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した場

合，又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧

に到達すると判断した場合。 

 

ⅱ. 操作手順 

フィルタ装置水位調整（水抜き）手順の概要は以下のと

おり。概要図を第 1.5.13 図に，タイムチャートを第

1.5.14 図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急

時対策要員へフィルタ装置水位調整（水抜き）の準備開

始を指示する。 

②緊急時対策要員は，FCVS フィルタベント装置ドレン移送

ドレン移送ポンプ所要数 
関連箇所を下線にて示す
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1.5-33 

ポンプ吐出側第二止め弁及び FCVS フィルタベント装置ド

レンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作した後， 

FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止

め弁を微開操作する。また，フィルタベント遮蔽壁附室

にて，ドレン移送ポンプの電源が確保されていることを

FCVS 現場制御盤のドレン移送ポンプ運転状態ランプによ

り確認する。 

③緊急時対策要員は，フィルタ装置水位調整（水抜き）の

系統構成完了を緊急時対策本部に報告する。 

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員へフィルタ装置水位

調整（水抜き）の開始を指示する。 

⑤緊急時対策要員は，ドレン移送ポンプ A 又は B の起動操

作を実施し，FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ

吐出側第一止め弁の増開操作により，ポンプ吐出側流量

を必要流量に調整する。また，フィルタ装置からの排水

が開始されたことをフィルタベント遮蔽壁附室 FCVS 計器

ラックのフィルタ装置水位指示値の低下により確認し，

フィルタ装置水位調整（水抜き）が開始されたことを緊

急時対策本部に報告する。 

⑥緊急時対策要員は，フィルタ装置水位指示値が通常水位

に到達したことを確認後，ドレン移送ポンプを停止し， 

FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止

め弁，FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側

第二止め弁及び FCVS フィルタベント装置ドレンライン二

次格納施設外側止め弁を全閉操作する。 

ドレン移送ポンプは
100%×2台であることから，
所要数は1台とする。 
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1.5-34 

⑦緊急時対策要員は，緊急時対策本部へフィルタ装置水位

調整（水抜き）の完了を報告する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり緊急時対策要員 2 名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してからフィルタ

装置水位調整（水抜き）完了まで約 150 分で可能である。

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであるこ

とから，本操作における作業エリアの被ばく線量率は低

く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

(f) 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された

放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び

酸素ガスを排出する。また，フィルタ装置上流側の残留蒸気

凝縮によりフィルタ装置上流側配管内が負圧となることによ

り，スクラバ水が上流側配管に吸い上げられることを防止す

るため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるパージを

実施する。 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

格納容器圧力逃がし装置を停止した場合。 
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2.3.9 圧力逃がし装置 

 2.3.9.1 格納容器圧力逃がし装置   
  (1) 容器（常設）   

名 称 ドレンタンク 

容 量 m3/個 2 以上（7） 

最高使用圧力 kPa 250 

最高使用温度 ℃ 200 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として

使用するドレンタンクは，以下の機能を有する。 

 

 ドレンタンクは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失

した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前

に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

 系統構成は，よう素フィルタ下流側の大気放出配管内で発生したドレン水をドレンタンクに導

くことで，ドレン水による大気放出配管の閉塞を防止できる設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して使用するドレンタンクは，以下の機能を有する。 

 

 ドレンタンクは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆

発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ排

出するために設置する。 

 系統構成は，よう素フィルタ下流側の大気放出配管内で発生したドレン水をドレンタンクに導

くことで，ドレン水による大気放出配管の閉塞を防止できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置

（格納容器圧力逃がし装置）として使用するドレンタンクは，以下の機能を有する。 

 

 ドレンタンクは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損

を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を

容量設定根拠，所要数
関連箇所を下線にて示す
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低下させるために設置する。 

 系統構成は，よう素フィルタ下流側の大気放出配管内で発生したドレン水をドレンタンクに導

くことで，ドレン水による大気放出配管の閉塞を防止できる設計とする。 

   

1. 容量 

ドレンタンクを重大事故等時において使用する場合の容量は，格納容器ベント開始後 24 時

間でドレンタンクに流入する蒸気凝縮水を基に設定する。 

格納容器ベント開始後 24 時間でドレンタンクに流入する蒸気凝縮水は，重大事故等対策の

有効性評価（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）のうち格納容器破損モードの評価事故シ

ーケンスである「大破断 LOCA＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」において，蒸気凝

縮量が保守的となるような外気条件等＊を設定して評価しても 2m3未満である。 

よって，ドレンタンクの容量は評価結果に余裕をみた容量である，2m3/個以上とする。 

 

公称値については要求される容量を上回る 7m3/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

ドレンタンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，主配管「ドレンタンクライン

分岐部～ドレンタンク入口ノズル」の重大事故等時における使用時の圧力と同じ，250kPa とす

る。 

 

3. 最高使用温度 

ドレンタンクを重大事故等時において使用する場合の温度は，主配管「ドレンタンクライン

分岐部～ドレンタンク入口ノズル」の重大事故等時における使用時の温度と同じ，200℃とす

る。 

 

4. 個数 

ドレンタンクは，重大事故等対処設備としてよう素フィルタ下流側の大気放出配管内で発生

したドレン水をドレンタンクに導き，ドレン水による大気放出配管の閉塞を防止するために必

要な個数である 1個設置する。 

 

注記＊：外気温は 1978 年～2012 年の間に柏崎市で観測された最低温度（-11.3℃）が継続する

条件とし，また蒸気凝縮する範囲も 6号機（出口配管が 7号機より長く，凝縮水量が

多い）を基に評価している。 

 

 

 

添付-2-(4)　工事計画認可申請書

66-5-1  26/49

448



 

278 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
7
 
R0
 

   (2) 容器（可搬型） 

名 称 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

容 量 L/個 46.7 以上(46.7) 

最高使用圧力 MPa 14.7 

最高使用温度 ℃ 40 

個 数 ― 4（予備 4） 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（耐圧強化ベント系）として使用す

る遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損

傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して耐圧強化ベント系の排出経路に設置され

る隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な設計と

する。 

 

 重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として

使用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損

傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設

置される隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な

設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（耐圧強化ベント系）として使
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用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素

ガスを大気へ排出するために設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して耐圧強化ベント系の排出経路に設置され

る隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な設計と

する。 

  

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して使用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素

ガスを大気へ排出するために設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設

置される隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な

設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置

（格納容器圧力逃がし装置）として使用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有す

る。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させるために設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設

置される隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な

設計とする。 
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1. 容量 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベを重大事故等時において使用する場合の容量は，高圧ガス保安

法の適合品である一般汎用型の窒素ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカに

て定めた容量である 46.7L/個以上とする。 

 

  公称値については，要求される容量以上である 46.7L/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベを重大事故等時において使用する場合の圧力は，高圧ガス保安

法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である 14.7MPa とする。 

 

3. 最高使用温度 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベを重大事故等時において使用する場合の温度は，高圧ガス保安

法に基づき 40℃とする。 

 

4. 個数 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，重大事故等対処設備として操作対象弁 1 個あたり必要数 1

個＊と故障時のバックアップ並びに保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1

本の 2本を 1セットとし,操作対象弁が 4弁であることから 4本（予備 4本）を保管する。 

 

注記＊：重大事故等時に使用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベの操作対象弁 1個あたりの必要

数は，操作対象弁を 7日間開保持するために必要な窒素ガス量及び操作対象弁を必要

作動回数分作動させるために必要な窒素量を上回る容量を確保しており，根拠は以下

のとおり。 

 

    1. 窒素消費量 

       ①遠隔空気駆動弁操作用窒素供給配管を重大事故等時の 

供給圧力まで加圧するための消費量          ＝ 851NL 

       ②操作対象弁を開動作するための消費量         ＝1607NL 

       ③操作対象弁を 7日間開保持するための消費量      ＝ 504NL 

窒素消費量は，上記①～③を合計した 2962NL である。 

 

     2. 遠隔空気駆動弁操作用ボンベによる窒素供給量 

       Ｓ
ｂ
＝

Ｐ
1
－Ｐ

2

Ｐ
Ｎ

×Ｖ
ｂ
×Ｍ 
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        ＝
12.0－1.0

0.1013
×46.7×Ｍ 

   ＝5071×Ｍ 

 

Ｓ
ｂ
：ボンベによる供給量[NL/個] 

Ｐ
1
 ：プラント通常時の交換管理目安圧力＝12.0 MPa[abs] 

Ｐ
2
 ：事故時のボンベ取替目安圧力＝1.0 MPa[abs] 

Ｐ
Ｎ
：大気圧＝0.1013 MPa[abs] 

Ｖ
ｂ
：ボンベ容量＝46.7 L/個 

Ｍ ：必要ボンベ個数[本] 

 

開保持するために必要な窒素消費量より多い供給量（Ｓ
ｂ
）が必要であるため， 

        Ｓ
ｂ
＞2962 

       上記の関係式より 

        5071×Ｍ＞2962 

               Ｍ＞0.59 

 

よって，操作対象弁 1 個あたりに必要な窒素ボンベ個数は 0.59 を上回る 1 個と

する。 
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   (7) フィルター（公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る）  

名 称 フィルタ装置 

容 量 m3/個 　　　　　　　　　　　　　以上(  ) 

最高使用圧力 MPa 0.62 

最高使用温度 ℃ 200 

効 率 % 99.9 以上 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として

使用するフィルタ装置は，以下の機能を有する。 

 

 フィルタ装置は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失

した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前

に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

 系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，不活性ガス系を経由してフィルタ装置及びよう

素フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するこ

とで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内に蓄積し

た熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して使用するフィルタ装置は，以下の機能を有する。 

 

 フィルタ装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆

発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ排

出するために設置する。 

 系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，不活性ガス系を経由してフィルタ装置及びよう

素フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するこ

とで，排気中に含まれる放射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水

の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に排出できる

設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置
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（格納容器圧力逃がし装置）として使用するフィルタ装置は，以下の機能を有する。 

 

 フィルタ装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止する

ため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ために設置する。 

 系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，不活性ガス系を経由してフィルタ装置及びよう

素フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するこ

とで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下できる設計とする。 

 

1. 容量 

フィルタ装置の容量は，スクラビング水の保有水量を基に設定する。 

スクラビング水の保有水量について，添付書類「Ⅴ-1-8-1 原子炉格納容器の設計条件に関す

る説明書」において所定の放射性物質の除去性能が得られるスクラビング水の下限水位をスク

ラバノズル上端から 0.5m としているため，フィルタ装置の容量は下限水位を保有水量へ換算

した値である   m3/個以上とする。  

 

公称値については要求される容量を上回る，フィルタ装置の待機時水位（スクラバノズル上

端から 1.0m）を保有水量に換算した値である   m3/個とする。  

 

2. 最高使用圧力 

フィルタ装置を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉

格納容器の使用圧力と同じ 620kPa とする。 

 

3. 最高使用温度 

フィルタ装置を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉

格納容器の使用温度と同じ 200℃とする。 

 

4. 効率 

フィルタ装置の効率は，放射性物質による環境への汚染の視点も含め，環境への影響をでき

るだけ小さくとどめるものとして定められているCs-137の放出量が100TBqを下回ることがで

きる性能を有するものとして，粒子状放射性物質除去効率 99.9％以上とする。また，ガス状放

射性無機よう素に対して 99.9％以上の除去効率が得られる設計とする。 
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5. 個数 

フィルタ装置は，重大事故等対処設備として，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，放射性物質

を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するために必要な個数である1個設

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付-2-(4)　工事計画認可申請書

66-5-1  33/49

455



 

292 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
7
 
R0
 

名 称 よう素フィルタ 

容 量 m3/個 ― 

最高使用圧力 kPa 250 

最高使用温度 ℃ 200 

効 率 % 98 以上（有機よう素に対して） 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として

使用するよう素フィルタは，以下の機能を有する。 

 

 よう素フィルタは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する

前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，不活性ガス系を経由してフィルタ装置及びよう

素フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するこ

とで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内に蓄積し

た熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して使用するよう素フィルタは，以下の機能を有する。 

  

 よう素フィルタは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素

爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ

排出するために設置する。 

 系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，不活性ガス系を経由してフィルタ装置及びよう

素フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するこ

とで，排気中に含まれる放射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水

の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に排出できる

設計とする。 

  

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置

（格納容器圧力逃がし装置）として使用するよう素フィルタは，以下の機能を有する。 
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 よう素フィルタは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために設置する。 

 系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，不活性ガス系を経由してフィルタ装置及びよう

素フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するこ

とで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させる設計とする。 

  

1. 最高使用圧力 

よう素フィルタを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配

管「フィルタ装置出口ノズル～よう素フィルタ入口分岐部」の使用圧力と同じ 250kPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

よう素フィルタを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用温度と同じ 200℃とする。 

 

3. 効率 

よう素フィルタの効率は，環境への影響をできるだけ小さくとどめるよう，ガス状放射性有

機よう素に対して 98％以上の除去効率が得られる設計とする。 

 

4. 個数 

よう素フィルタは，重大事故等対処設備として，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，放射性物

質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するために必要な個数である2個

設置する。 
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  2.1.7.5 格納容器圧力逃がし装置  

   (1) ポンプ（常設）   

名 称 ドレン移送ポンプ 

容 量 m3/h/個 9.1 以上(10) 

揚 程 m 14.3 以上（50） 

最高使用圧力 ― 
吸込側 620（kPa） 

 吐出側 1.00（MPa） 

最高使用温度 ℃ 
吸込側 200 

吐出側 150 

原動機出力  kW/個  

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として

使用するドレン移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

ドレン移送ポンプは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生す

る前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は，格納容器圧力逃がし装置の使用時にフィルタ装置の水位が上昇した場合におい

て，又は格納容器圧力逃がし装置の使用後において，ドレン移送ポンプによりフィルタ装置内の

スクラバ水等をサプレッションチェンバへ移送できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して使用するドレン移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

ドレン移送ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水

素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気

へ排出するために設置する。 

系統構成は，格納容器圧力逃がし装置の使用時にフィルタ装置の水位が上昇した場合におい

て，又は格納容器圧力逃がし装置の使用後において，ドレン移送ポンプによりフィルタ装置内の

スクラバ水等をサプレッションチェンバへ移送できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置
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（格納容器圧力逃がし装置）として使用するドレン移送ポンプは，以下の機能を有する。 

ドレン移送ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による

破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるために設置する。 

系統構成は，格納容器圧力逃がし装置の使用時にフィルタ装置の水位が上昇した場合におい

て，又は格納容器圧力逃がし装置の使用後において，ドレン移送ポンプによりフィルタ装置内の

スクラバ水等をサプレッションチェンバへ移送できる設計とする。 

 

1. 容量 

ドレン移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，100 分以内にフィルタ装

置内のスクラバ水 15.1m3 をサプレッションチェンバへ移送する必要がある＊ことから，

9.1m3/h/個以上とする。 

    

注記＊ ：作業時の緊急時対策要員の被ばくによる影響を低減するため，フィルタ装置の上限

水位（スクラバノズル先端から 2200 ㎜）～通常水位（スクラバノズル先端から 1000

㎜)までの水量（15.1m3）を考慮しても，操作開始より 100 分以内で移送を完了でき

る容量を設定している。 

 

公称値については，要求される 9.1m3/h/個以上を上回る 10m3/h/個とする。 

 

2. 揚程 

ドレン移送ポンプを重大事故等対処設備として使用する場合の揚程は，水源と移送先の圧力

差，静水頭，流路圧損並びに機器圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差   0.09 MPa  

静水頭   －0.06 MPa 

流路圧損並びに機器圧損   0.11 MPa  

      0.14 MPa 

 

以上より，ドレン移送ポンプの揚程は，0.14MPa を下記の式から換算し，14.3m 以上とする。 

H＝
P

ρｇ
≒ 14.3  

ここで， 

H  ：揚程(m) 

P  ：圧力(MPa)          

1台で必要性能が満足できるため所要数は1台とする。
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ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)         ＝9.80665 

 

  公称値については，要求される揚程を上回る 50m とする。 

 

3. 最高使用圧力 

3.1 吸込側の最高使用圧力 620kPa 

ドレン移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の吸込側の圧力は，主配管「ドレ

ン移送ポンプ分岐部～ドレン移送ポンプ(A)」及び主配管「ドレン移送ポンプ分岐部～ドレ

ン移送ポンプ(B)」の最高使用圧力に合わせ，620kPa とする。 

 

3.2 吐出側の最高使用圧力 1.0MPa  

ドレン移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の吐出側の圧力は，ベント開始後

24 時間後＊のフィルタ装置内圧力 120kPa と静水頭 41.9kPa 及びドレン移送ポンプの締切運

転時の揚程 519.8kPa の合計が 681.7kPa となることから，これを上回る圧力として 1.0MPa

とする。 

     

注記＊ ：ドレン移送操作を実施するのは，少なくとも格納容器ベント操作から 24 時間後以

降であることから，保守的に重大事故等への対処に係る措置の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）の事故シーケンス（大破断 LOCA 時に非

常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失したシーケンス）における格納

容器ベント後 24 時間における値を設定した。 

 

4. 最高使用温度 

 4.1 吸込側の最高使用温度 200℃ 

ドレン移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の吸込側の温度は，重大事故等時

のフィルタ装置の使用圧力と同じ 200℃とする。 

 

 4.2 吐出側の最高使用温度 150℃ 

ドレン移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の吐出側の温度は，ベント開始後

24 時間＊でのフィルタ装置内スクラバ水温度が 123.44℃であることから，それを上回る

150℃とする。 
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5. 原動機出力 

重大事故等時に使用するドレン移送ポンプの原動機出力は，定格流量点での軸動力を基に設

定する。 

Ｐｗ＝10 ・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

＝
Ｐｗ

Ｐ
× 100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

 

Ｐ＝
10 ・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

／100  

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝10/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝50 

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）   ＝ 

Ｐ＝
10 × 1000 × 9.80665 × 103600 × 50

  ／100 ≒     kW 

 

ドレン移送ポンプの定格流量 10m3/h，定格揚程 50m 時のドレン移送ポンプの必要軸動力は

    kW となる。 

 

以上より，ドレン移送ポンプの原動機出力は必要軸動力    kW を上回る    kW/個とする。 

 

6. 個数 

ドレン移送ポンプ（原動機含む。）は，重大事故等対処設備としてフィルタ装置内のスクラバ

水を移送するために必要な個数である 2個設置する。 
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別紙4 

スクラバ水の水位の設定根拠及び健全性について 

 

水スクラバのスクラバ水について，その水位の設定根拠を示すとともに，その健全性が

維持されることを確認する。 

 

1. 保有水位の設定根拠 

スクラバ水の水位は，以下の理由から下限水位/上限水位（スクラバノズル上端から

0.5m～2.2m）を設定し，フィルタ装置使用中は，スクラバ水位が下限水位から上限水位

までの範囲を逸脱しないよう水位の確認，調整を行う。 

スクラバ水の水位の設定根拠を以下に示す。また，フィルタ装置水位の概略図を図4

－1 に示す。 

 

1.1 下限水位について 

スクラバ水は，水位が高い方がDFは大きくなる。スクラバ水位がスクラバノズル上

端から0.5m以上であれば，DFが目標性能を満足できることを確認している。そのた

め，水スクラバの下限水位を，スクラバノズル上端から0.5mに設定する。 

   

1.2 上限水位について 

スクラバ水位が上昇し，ベントガスによるスクラバ水の吹き上がりが金属フィルタ

に到達すると，金属フィルタの有効面積が減少し，金属フィルタの差圧が上昇する。 

金属フィルタの差圧が上昇すると，金属フィルタドレン配管内の水位が上昇し，最

悪の場合，金属フィルタドレン配管から金属フィルタ二次側へスクラバ水を噴出する。 

スクラバ水の噴出は，金属フィルタドレン配管下端が気相に露出するまで継続する。 

金属フィルタドレン配管下端の位置は，図 4－1 の通り，スクラバノズル上端よりも

低いため，水スクラバは機能喪失する。また，金属フィルタドレン配管を通じて，金

属フィルタをバイパスしてガスが流れることから，金属フィルタも機能喪失する。そ

のため，フィルタ装置の機能が喪失する。 

スクラバ水の吹き上がり量，並びにスクラバ水吹き上がりに伴う金属フィルタの差

圧上昇については，以下に示すスウェル試験により確認しており，その結果，上限水

位をスクラバノズル上端から 2.2m に設定する。 

 

 

 

 

 

フィルタ装置スクラバ水の容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す 
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図4－1 フィルタ装置水位の概略図 

     

(1) スウェル試験 

水スクラバにガスを噴射した際の，スクラバ水の吹き上がり（スウェル）量と金

属フィルタの差圧を確認する試験を実施した。 

試験条件は表 4－1 に記載の通り，実機と同じ高さの試験装置を用い，スクラバ

   

   

 

    
 

      

 
 

   

添付-2-(4)　工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

66-5-1  41/49

463



 

 

別添 3－170 

K7
 ①

 Ⅴ
-1
-8
-
1 
別
添

3 
R0
 

(6) ラジオリシスによるpHの変化  

 フィルタ装置スクラバ水は，スクラバ水に捕捉された放射性物質による放射線に

より放射線分解する。放射線分解により pH が低下し酸性側にシフトした場合，期待

する無機よう素除去性能を達成できなくなる可能性があるが，フィルタベントスク

ラバ水への放射線照射効果に関する研究＊において 100℃，200℃で pH 　　　を仮定

した放射線分解シミュレーションを実施しており，吸収線量率 10kGy/h のベータ／

ガンマ線照射を 1 週間受けたとしても，pH がほとんど変化しないことを確認してい

る。 

よって，スクラバ水の放射線分解がフィルタ装置の無機よう素の捕捉性能に与え

る影響はない。 

注記＊：参考文献  堂前雅史，小野昇一 フィルタベントスクラバ水への放射線照

射効果 日本原子力学会 2016 年春の年会 

 

(7) スクラバ水の管理について 

(4)に記載したとおり，スクラバ水は待機時に十分な薬剤の量を確保しておくこ

とで，ベントを実施した際に原子炉格納容器から酸が移行した場合においても，ス

クラバ水はpH  以上を維持できる。以上を踏まえ，スクラバ水の管理について以下

に示す。 

a. 系統待機時の管理 

・施設定期検査時に水酸化ナトリウムの濃度が   wt％以上であること及びpH

が  以上であることを確認する。 

・スクラバ水が通常水位の範囲内であることを確認する。 

b. ベント中の管理 

・スクラバ水の水位を監視し，水位低に至る場合においては，水を補給する。 

・スクラバ水の水位を監視し，水位高に至る場合においては，ドレン移送操作

を実施する。 

・ドレン移送操作実施後には薬液を補給し，薬液補給後にpHを計測すること

で，所望のpHまで回復していることを確認する。 

c. ベント停止後（隔離弁閉止後） 

・ベント停止後において，フィルタ装置に異常がないことを確認するため，フ

ィルタ装置水位計にて，スクラバ水の水位が確保されていること（フィルタ

装置のスクラバ水の移送後を除く）を確認する。 
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別紙7 

フィルタ装置内スクラバ水のpH制御用NaOH水溶液の保有量について 

 

1. フィルタ装置スクラバ水pHの低下要因について 

別紙4「スクラバ水の水位の設定根拠及び健全性について」より，フィルタ装置のス

クラバ水pHが低下する要因は下記に大別される。 

① 原子炉格納容器内からフィルタ装置に移行する酸性物質による塩基の消費 

・ケーブルの熱分解及び放射線分解の塩化水素で消費される塩基量 約330mol 

・無機よう素の捕集により消費される塩基量           約1.06mol 

② ベントガスに含まれる水蒸気の凝縮によるスクラバ水量の増加に伴う希釈 

③ スクラバ水をサプレッションチェンバへ移送することによる塩基の消費＊ 

・上限水位から通常水位までのスクラバ水移送で失われる塩基量  約     mol 

 

2. スクラバ水pH制御用水酸化ナトリウム水溶液の保有量について 

水酸化ナトリウム水溶液の保有量は，上記要因①～③を考慮して決定する。 

要因①は発生時期や量の予測が困難なことから，保有量の検討にあたっては要因①は

考慮しない。  

よって，水酸化ナトリウムの保有量は，要因②③による塩基の希釈及び塩基消費を基

に必要量を算出し，かつ十分な余裕を考慮した容量を設定することとする。 

 

フィルタ装置の水位上昇に伴うスクラバ水の移送（要因③）については，事故後7日

間で3回発生することを想定する。スクラバ水移送1回につき失われる約      molと同量

を濃度20[wt%]の水酸化ナトリウム水溶液で補給する場合，補給1回当たりに必要な水酸

化ナトリウム水溶液の量は        Lとなることから，3回合計の必要量は        Lとな

る。 

またスクラバ水の希釈（要因②）については，3回目のスクラバ水移送後は事故後7日

後までフィルタ装置の水位が上限水位に達することはないが，水位上昇に伴うスクラバ

水の希釈により低下するpHを濃度20[wt%]の水酸化ナトリウム水溶液の添加でフィルタ

装置の初期pHまで回復することを想定する。この場合の必要量は        Lとなる。 

よって水酸化ナトリウムの保有量は，上記の合計の      Lに余裕を考慮し，1プラン

ト当たり       Lの6,7号機共用で        L並びに予備       Lを保有することとする。 

 

ｐＨ制御用水酸化ナトリウムの容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す 
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注記＊：ベントガス中の水蒸気凝縮に伴い，スクラバ水の水位が通常水位から上限水

位まで上昇した場合，薬液濃度が0.61倍まで希釈される。また一方で，スク

ラバ水が上限水位に達する場合は，通常水位になるまでスクラバ水の水抜き

（ドレン移送ポンプを用いたサプレッションチェンバへの移送）を実施する

こととしている。この際にフィルタ装置内から失われる塩基は約     molと

なる。 
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48-7-17 

 

名   称 
耐圧強化ベント系 

（系統容量） 

最高使用圧力 kPa[gage] 620 

最高使用温度 ℃ 171 

設計流量 kg/s 15.8 

 

(1) 最高使用圧力 

原子炉格納容器の最高使用圧力の 2倍である 620kPa[gage]とする。 

炉心損傷前の格納容器ベントは，原子炉格納容器圧力が最高使用圧力である

310kPa[gage]に到達後，実施することとなる。そのため，実際にベントが開始で

きるまでの原子炉格納容器の圧力上昇を考慮しても十分に余裕がある

620kPa[gage]を，耐圧強化ベント系の最高使用圧力とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48-7-8 原子炉格納容器圧力推移（全交流動力電源喪失） 

 

 

(2) 最高使用温度 

原子炉格納容器の最高使用温度である 171℃とする。 

なお，有効性評価における炉心損傷前ベントシナリオである全交流電源喪失に

おいて，ベント後の原子炉格納容器内雰囲気温度は 171℃以下となることを確認

している。そのため，原子炉格納容器に接続される耐圧強化ベント系の温度も

171℃以下となる。 
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48-7-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48-7-9 原子炉格納容器温度推移（全交流動力電源喪失） 

 

 

(3) 設計流量（ベントガス流量） 

原子炉格納容器の圧力が最高使用圧力の状態で耐圧強化ベント系を使用した際

に，原子炉の定格熱出力の 1%に相当する発生蒸気量 15.8kg/s を排出可能な設計

とする。 

  なお，炉心の崩壊熱が定格熱出力の 1%となるのは，原子炉停止から 2～3時間後

であり，その際の原子炉格納容器内における発生蒸気量は 15.8kg/s となる。 

一方，有効性評価シナリオである全交流電源喪失シナリオにおけるベント開始

時間は，原子炉停止から約 16 時間後となっている。そのため，ベント開始時にお

ける原子炉格納容器内の発生蒸気量は，耐圧強化ベント系の設計流量よりも小さ

な値となる。 

よって，耐圧強化ベント系を用いて，炉心の崩壊熱を最終ヒートシンクである

大気へ輸送することは可能である。 
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52-6-1 

 

名   称 
耐圧強化ベント系 

（系統容量） 

最高使用圧力 kPa[gage] 620 

最高使用温度 ℃ 171 

設計流量 kg/s 15.8 

 

【設定根拠】 

  炉心の著しい損傷が発生した場合であって，代替循環冷却系を長期使用した際

に，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生す

る水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出することにより，水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するための設備として使用する。 

 

(1) 最高使用圧力 

原子炉格納容器の最高使用圧力の 2倍である 620kPa[gage]とする。 

炉心損傷後の耐圧強化ベント系は，代替循環冷却系を長期使用した際に使用す

るものであり，耐圧強化ベント系を使用する際の原子炉格納容器の圧力は

620kPa[gage]以下となることを確認している。そのため，原子炉格納容器に接続

される耐圧強化ベント系の圧力も 620kPa[gage]以下となる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 52-6-1 原子炉格納容器圧力推移 

（大 LOCA+SBO+全 ECCS 機能喪失，代替循環冷却系使用） 
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52-6-2 

 

 

(2) 最高使用温度 

原子炉格納容器の最高使用温度である 171℃とする。 

炉心損傷後の耐圧強化ベント系は，代替循環冷却系を長期使用した際に使用す

るものであり，耐圧強化ベント系を使用する際の原子炉格納容器の温度は 171℃

以下となることを確認している。そのため，原子炉格納容器に接続される耐圧強

化ベント系の温度も 171℃以下となる。 
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図 52-6-2 原子炉格納容器温度推移 

（大 LOCA+SBO+全 ECCS 機能喪失，代替循環冷却系使用） 

 

 

(3) 設計流量（ベントガス流量） 

原子炉格納容器の圧力が最高使用圧力の状態で耐圧強化ベント系を使用した際

に，原子炉の定格熱出力の 1%に相当する発生蒸気量 15.8kg/s を排出可能な設計

とする。 

炉心損傷後に代替循環冷却系を長期使用した際に，耐圧強化ベント系を使用す

ることにより，原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを排出可能であること

を確認している。そのため，原子炉格納容器の水素爆発を防止するために十分な

容量である。 

なお，以下の図 52-6-3 及び図 52-6-4 は，放射線分解に伴う水素及び酸素の発

生量を保守的に大きく想定した場合の原子炉格納容器内の濃度変化を示してい

る。 

 

 

 

格納容器ベントによる 

温度低下 

添付-3-(1) SA補足説明資料(48条,52条)
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図 52-6-3 原子炉格納容器（ドライウェル）気相濃度 

（大 LOCA+SBO+全 ECCS 機能喪失，代替循環冷却系使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 52-6-4 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ）気相濃度 

（大 LOCA+SBO+全 ECCS 機能喪失，代替循環冷却系使用） 

格納容器ベントによる 

水素濃度の低下 

格納容器ベントによる 

酸素濃度の低下 

格納容器ベントによる 

酸素濃度の低下 

格納容器ベントによる 

水素濃度の低下 

添付-3-(1) SA補足説明資料(48条,52条)
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保安規定第６６条 

表６６－５「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」 

「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」 

「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」 

６６－５－２「耐圧強化ベント系」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 同等な性能を有することの説明 

（１）技術的能力まとめ資料 （基準要求に関する説明） 

 

  添付－３ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 ６
６
－
５
－
２
 
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 ②

 
運
転
上
の
制
限

 ③
 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
※
２
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 ⑤

 
所
要
数
 ⑥

 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ

※
３
 

４
本
 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
 

※
４
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
素
濃
度
 

※
５
 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
放
射
線
モ
ニ
タ
 

※
５
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

※
７
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
８
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

※
９
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
１
０
 

※
１
：
必
要
な
弁
（
遠
隔
手
動
弁
操
作
設
備
含
む
）
及
び
配
管
を
含
む
。

 

※
２
：
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
不
能
の
場
合
で
も
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
れ

ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
と
み
な
す
。
 

※
３
：「

６
６
－
５
－
１
 
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
」
の
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
を
兼
ね
る
。 

※
４
：「

６
６
－
５
－
３
 
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
５
：「

６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定
め
る
。
 

※
６
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
７
：「

６
６
－
１
２
－
５
 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 

※
８
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
９
：「

６
６
－
１
２
－
４
 
所
内
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て

 

運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 

※
10
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内
電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

 

  

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
耐
圧
強

化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
（
１
））

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 

「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
が
有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著

し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）

 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
炉

心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
に
対
し
て
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
は
同
等
な
性
能
を
有
す
る
と
と
も
に
，

上
記
基
準
要
求
も
満
足
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
不
能
の
場
合
で
も
，
格

納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
と
み
な
す
。（

添

付
－
２
）

 

 ④
 
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
，
ま
た
原
子
炉
格
納

容
器
内
に
お
け
る
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
が
発

生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る

原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

（
１
））

 

 
 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 ⑥
 
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
は
，
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
の
排
出
経
路
に
設
置
さ
れ
た
隔
離
弁
の
う
ち

空
気
作
動
弁
に
供
給
す
る
た
め
，
４
本
を
所
要
数
と
す
る
。
な
お
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
の
遠
隔

空
気
駆
動
弁
用
操
作
ボ
ン
ベ
と
所
要
数
を
兼
ね
る
。（

添
付
－
３
）
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条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
必
要
な
電
動
駆
動
弁
，
空
気
駆
動
弁
及
び
遠
隔
手
動
弁
操
作
設

備
を
用
い
た
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま

た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉

状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

２
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
耐

圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

３
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
遠

隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

                              

 ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

 
 
項
目
１
が
該
当
。

 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
の
排
出
経
路
に
設
置
さ
れ
た
隔
離
弁
は
，
原
子
炉
運
転
中
は
格
納
容
器
バ
ウ
ン

ダ
リ
を
維
持
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
た
め
，
定
検
停
止
時
に
開
閉
試
験
を
実
施
す
る
。

 

 

項
目
１
に
つ
い
て
は
，
中
央
性
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
操
作
で
必
要
な
弁
を
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
空
気
駆
動
弁
に
つ
い
て
，
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
を
使
用
し
て
現
場
操
作
で
開
弁

で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

ま
た
，
遠
隔
手
動
弁
操
作
設
備
に
よ
り
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

 
 
項
目
２
，
３
が
該
当
。

 

原
子
炉
運
転
中
は
隔
離
弁
の
動
作
確
認
は
で
き
な
い
た
め
，
状
態
確
認
等
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 

項
目
３
に
つ
い
て
は
，
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ

ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

  （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト

系
が
動
作
不
能
の

場
合

※
１
１
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
起
動
し
，
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１
２
と
と
も
に
，
そ
の
他
の

設
備

※
１
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
起
動
し
，

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他

の
設
備

※
１
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
１
５
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
11
：
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
不
能
の
場
合
で
も
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
れ
 

ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
と
み
な
す
。
 

※
12
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
13
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
３
台
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
３
系
 

列
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
３
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
 

と
を
確
認
す
る
。
 

※
14
：
残
り
の
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

を
確
認
す
る
。
 

※
15
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

   

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合

を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

 

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申

請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
り
，
炉
心
損
傷
防
止
及
び
格
納
容
器
破
損
防
止
の
観
点
か
ら
最
も
有
効
と
思
わ
れ
る
残
留

熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却

モ
ー
ド
）
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水

系
含
む
）
が
該
当
す
る
。
な
お
，
原
子
炉
水
位
の
回
復
に
は
残
留
熱
除
去
系
が
２
系
列
以
上
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
，
起
動
す
る
残
留
熱
除
去
系
に
つ
い
て
は
２
系
列
と
す
る
。
 

 Ａ
２
．
当
該
設
備
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
」 

の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，

具
体
的
に
は
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 

 Ａ
３
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

 

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ａ
４
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ

 

Ｔ
上
限
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
6
6
-
5
-
2
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
 

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

6
6
-
5
-
2
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
2
の
範
囲

赤
線

，
赤
枠
に
て
示
す
 

66-5-2  7/22

478



 

1.5-145 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/4） 

 

番号 番号

⑥

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合

は、本規程第５０条３ｂ)に準ずること。また、

その使用に際しては、敷地境界での線量評価を

行うこと。

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場

合は、本規程第６５条３ｂ)に準ずるこ

と。また、その使用に際しては、敷地境界

での線量評価を行うこと。
⑦

（１）炉心損傷防止

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失

することを想定した上で、BWRにおいては、サプ

レッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却

機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を

持って所内車載代替の最終ヒートシンク（UHS）の

繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送が

できること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が

不可能な場合について考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ

及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱に

より、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる

こと。

②

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大

事故防止設備を整備すること。

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、

重大事故防止設備を整備すること。
④

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設

備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有

し、位置的分散を図ること。

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対

処設備に対して、多重性又は多様性及び独

立性を有し、位置的分散を図ること。
⑤

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが

喪失することを想定した上で、BWR において

は、サプレッションプールへの熱の蓄積によ

り、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内

に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終

ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び

最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるこ

と。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能

な場合について考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補助給水ポ

ンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系から

の除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の

輸送ができること。

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシン

クが喪失することを想定した上で、BWR に

おいては、サプレッションプールへの熱の

蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる

一定の期間内に、十分な余裕を持って所内

車載代替の最終ヒートシンクシステム

(UHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし

場への熱の輸送ができること。加えて、残

留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合に

ついて考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補助給

水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷

却系からの除熱により、最終的な熱の逃が

し場への熱の輸送ができること。

③

【解釈】

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等

以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。

－

【解釈】

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱

を輸送するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。

【解釈】

１ 第６３条に規定する「最終ヒートシン

クへ熱を輸送するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。

－

技術的能力審査基準（1.5） 設置許可基準規則（48条） 技術基準規則（63条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設

備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に

生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備

が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発

生する前に生ずるものに限る。）を防止するた

め、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必

要な設備を設けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処

設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに

限る。）を防止するため、最終ヒートシン

クへ熱を輸送するために必要な設備を施設

しなければならない。

添付資料 1.5.1 

基準要求に関する説明
関連箇所を赤枠にて示す 

添付-2-(1) 技術的能力まとめ資料
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1.5-147 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3/4） 

 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

格納容器圧力逃がし装

置
新設

耐圧強化ベント系

（W/W）配管・弁

既設

新設

耐圧強化ベント系

（D/W）配管・弁

既設

新設

遠隔手動弁操作設備 新設

遠隔空気駆動弁操作用

ボンベ

既設

新設

遠隔空気駆動弁操作設

備配管・弁

既設

新設

原子炉格納容器（サプ

レッション・チェン

バ，真空破壊弁を含

む）

既設

不活性ガス系配管・弁 既設

非常用ガス処理系配

管・弁
既設

主排気筒（内筒） 既設

常設代替交流電源設備 新設

第二代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

代替所内電気設備
既設

新設

常設代替直流電源設備 新設

可搬型直流電源設備 新設

遠隔手動弁操作設備 新設

遠隔空気駆動弁操作用

ボンベ

既設

新設

遠隔空気駆動弁操作設

備配管・弁

既設

新設

－ －

－ －

耐

圧

強

化

ベ

ン

ト

系

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

減

圧

及

び

除

熱

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

現

場

操

作

①②

③④

⑤⑥

⑦

格

納

容

器

圧

力

逃

が

し

装

置

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

減

圧

及

び

除

熱

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

－ － － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

添付-2-(1) 技術的能力まとめ資料

どちらかが使用可能であれば，
審査基準の要求への適合の維持が可能。
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1.9-68 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/2） 

 

 

 

  

番号 番号技術的能力審査基準（1.9） 設置許可基準規則（52条） 技術基準規則（67条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器内における水

素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

損傷を防止する必要がある場合には、水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方

針が適切に示されていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発

生した場合において原子炉格納容器内における

水素による爆発（以下「水素爆発」という。）

による破損を防止する必要がある場合には、水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な設備を設けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素による爆発（以下「水素爆

発」という。）による破損を防止する必要

がある場合には、水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止するために必要な設備

を施設しなければならない。

⑤

【解釈】

１ 「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの手順等をいう。
－

【解釈】

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。

【解釈】

１ 第６７条に規定する「水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するために必

要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。

－

（１）BWR

ａ）原子炉格納容器内の不活性化により、原子炉格

納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な手順等を整備するこ

と。

②

※1

＜BWR＞

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。

＜BWR＞

ａ）原子炉格納容器内を不活性化するこ

と。

⑥

※1

＜PWR のうち必要な原子炉＞

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。

＜PWR のうち必要な原子炉＞

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。
－

（２）PWR のうち必要な原子炉

ａ）水素濃度制御設備により、原子炉格納容器内に

おける水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な手順等を整備すること。
－

＜BWR 及びPWR 共通＞

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場

合には、排出経路での水素爆発を防止するこ

と、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物

質濃度測定装置を設けること。

＜BWR 及びPWR 共通＞

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出す

る場合には、排出経路での水素爆発を防止

すること、放射性物質の低減設備、水素及

び放射性物質濃度測定装置を設けること。
⑦

（３）BWR 及びPWR 共通

ａ）原子炉格納容器内における水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止するために必要な設備が、

交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備から

の給電を可能とすること。
③

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する

可能性のある範囲で測定できる監視設備を設置

すること。

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動

する可能性のある範囲で測定できる監視設

備を設置すること。
⑧

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要

な場合は代替電源設備からの給電を可能とする

こと。

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が

必要な場合は代替電源設備からの給電を可

能とすること。

⑨

ｂ）炉心の著しい損傷後、水－ジルコニウム反応及

び水の放射線分解による水素及び酸素の水素爆発に

よる原子炉格納容器の破損を防止する手順等を整備

すること。
④

　※1：発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内を不活性ガス系にて窒素ガスで置換しているため，炉心損傷に伴い水素ガスが

       発生した場合においても，事故発生直後に酸素濃度が可燃限界に至ることはない。

       有効性評価における原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度評価により，事故発生後7日間は原子炉格納容器への窒素ガス供給は

       不要である。

　※2：発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内を不活性ガス系により常時不活性化している。

　　　 不活性ガス系は設計基準対象施設であり，重大事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置

       付けない。

　※3：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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1.9-69 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/2） 

  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

不活性ガス系　※2 既設
可搬型格納容器窒素供

給設備
可搬

格納容器圧力逃がし装

置
新設

可燃性ガス濃度制御系

再結合器ブロワ
常設

フィルタ装置出口放射

線モニタ
新設

可燃性ガス濃度制御系

再結合装置
常設

フィルタ装置水素濃度 新設
可燃性ガス濃度制御系

配管・弁
常設

サプレッション・チェ

ンバ
既設 残留熱除去系 常設

耐圧強化ベント系

（W/W）

既設

新設

可搬型窒素供給装置 新設

ホース・接続口 新設

耐圧強化ベント系放射

線モニタ
新設

フィルタ装置水素濃度 新設

格納容器内水素濃度

（SA）
新設

格納容器内水素濃度 既設

格納容器内酸素濃度 既設

常設代替交流電源設備 新設 第二代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設

常設代替直流電源設備 新設

可搬型直流電源設備 新設

代替所内電気設備 新設

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

原

子

炉

格

納

容

器

内

不

活

性

化

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

水

素

爆

発

防

止

①

②

⑤

⑥

原

子

炉

格

納

容

器

内

不

活

性

化

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

水

素

爆

発

防

止

8時間 20名

自主対策とす

る理由は本文

参照－ － － －

格

納

容

器

圧

力

逃

が

し

装

置

等

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

水

素

ガ

ス

及

び

酸

素

ガ

ス

の

排

出

①

④

⑤

⑦
可

燃

性

ガ

ス

濃

度

制

御

系

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

水

素

濃

度

制

御

－

30分 4名

自主対策とす

る理由は本文

参照
①

④

⑤

⑦ － －

－ －

水

素

濃

度

及

び

酸

素

濃

度

の

監

視

①

⑤

⑧

－ － －

　※1：発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内を不活性ガス系にて窒素ガスで置換しているため，炉心損傷に伴い水素ガスが

       発生した場合においても，事故発生直後に酸素濃度が可燃限界に至ることはない。

       有効性評価における原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度評価により，事故発生後7日間は原子炉格納容器への窒素ガス供給は

       不要である。

　※2：発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内を不活性ガス系により常時不活性化している。

　　　 不活性ガス系は設計基準対象施設であり，重大事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置

       付けない。

　※3：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

－ －

代

替

電

源

に

よ

る

必

要

な

設

備

へ

の

給

電

①

③

⑤

⑨

代

替

電

源

に

よ

る

必

要

な

設

備

へ

の

給

電

※3 ※3

自主対策とす

る理由は本文

参照

：重大事故等対処設備
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 8－5－131 8 

とで，他の系統・機器に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，通常時は熱交換器ユニットを接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。また，原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系を同時に使用しない

ことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，治具や

輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

5.10.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，原子炉停止後約 16 時間後において原子炉格納容器

内で発生する蒸気を排気し，その熱量分を除熱できる十分な排出流量を有

する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，想定される重大事故等時において，炉心の著

しい損傷を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器

ユニット用）は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系等の機

器で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する

熱交換器ユニット 1 セット 1 式と大容量送水車（熱交換器ユニット用）1 セ

ット 1 台を使用する。熱交換器ユニットの保有数は，6 号及び 7 号炉共用で

4 セット 4 式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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 8－5－132 8 

プ用として 1 式（6 号及び 7 号炉共用）の合計 5 式を保管する。大容量送水

車（熱交換器ユニット用）の保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 4 台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1

台（6号及び 7号炉共用）の合計 5台を保管する。 

また，代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱

交換器ユニット用）は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系

による発電用原子炉又は原子炉格納容器内の除熱と燃料プール冷却浄化系

による使用済燃料プールの除熱に同時に使用するため，各系統の必要な流

量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

 

5.10.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁の操作は，想定される

重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外への遠隔手動弁操作

設備の設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置することにより，離れた場所

から人力で容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。また，排出経路

に設置される隔離弁のうち空気作動弁については，原子炉建屋内の原子炉

区域外への遠隔空気駆動弁操作用ボンベの設置に加え必要に応じて遮蔽材

を設置し，離れた場所から遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由した高圧

窒素ガスを供給することにより，容易かつ確実に操作が可能な設計とす

る。また，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁については，中央制

御室から操作が可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，通常時は接続先の系統と分

離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

可搬型窒素供給装置は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度

は，他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

9.5.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，代替循環冷却

系を長期使用した際に，原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素ガ

スを大気へ排出し，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に十分な排出流量を有する設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計

基準対象施設としての保有水量が，想定される重大事故等時の原子炉格納

容器内の水素ガス及び酸素ガスを排出する際において，スクラビング効果

による放射性物質の低減が可能な水量に対して十分であるため，設計基準

対象施設と同仕様で設計する。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，想定される重大事故等時

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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に，代替循環冷却系を長期使用した場合であって，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器内における水素ガス及び酸素ガスを排出する場合におい

て，水素爆発を防止するため，水素ガス及び酸素ガスを排出する前までに

排出経路の空気を窒素に置換するために十分な容量を有するものを１セッ

ト１台使用する。保有数は 6 号及び 7 号炉共用で 2 セット 2 台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及

び 7号炉共用）の合計 3台を保管する。 

格納容器内水素濃度（SA）は，想定される重大事故等時に原子炉格納容

器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，想定される重大事故等

時に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その可燃限界濃度を測

定できる設計とする。 

 

9.5.2.4  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁の操作は，想定される

重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外への遠隔手動弁操作

設備の設置及び必要に応じた遮蔽材の設置により，離れた場所から人力で

容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。また，排出経路に設置され

る隔離弁のうち空気作動弁については，原子炉建屋内の原子炉区域外への

遠隔空気駆動弁操作用ボンベの設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置し，

離れた場所から遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して高圧窒素ガスを

供給することにより，容易かつ確実に操作が可能な設計とする。また，排

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(2) 耐圧強化ベント系 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系  統  数    1 

系統設計流量    約 15.8kg/s 

 

(3) 代替原子炉補機冷却系 

a. 熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

数  量     4 式（予備 1） 

熱交換器 

組  数    1/式 

伝熱容量    約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 

台  数    2 

1 

設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 

添付-3-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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第 9.5－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の 

主要機器仕様 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

a. フィルタ装置 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

b. よう素フィルタ 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

c. ラプチャーディスク 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

d. フィルタ装置水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

e. フィルタ装置出口放射線モニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

(2) 耐圧強化ベント系 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

a. サプレッション・チェンバ 

第 9.1－1 表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

添付-3-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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b. 可搬型窒素供給装置（6号及び 7号炉共用） 

台  数    2（予備 1） 

容  量    約 70Nm3/h/台 

c. フィルタ装置水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

d. 耐圧強化ベント系放射線モニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

a. 格納容器内水素濃度（SA） 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

b. 格納容器内水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

c. 格納容器内酸素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 
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   (2) 容器（可搬型） 

名 称 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

容 量 L/個 46.7 以上(46.7) 

最高使用圧力 MPa 14.7 

最高使用温度 ℃ 40 

個 数 ― 4（予備 4） 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（耐圧強化ベント系）として使用す

る遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損

傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して耐圧強化ベント系の排出経路に設置され

る隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な設計と

する。 

 

 重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として

使用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損

傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設

置される隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な

設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（耐圧強化ベント系）として使

添付-3-(3) 工事計画認可申請書容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す
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用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素

ガスを大気へ排出するために設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して耐圧強化ベント系の排出経路に設置され

る隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な設計と

する。 

  

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して使用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素

ガスを大気へ排出するために設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設

置される隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な

設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置

（格納容器圧力逃がし装置）として使用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，以下の機能を有す

る。 

 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させるために設置する。 

 系統構成は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置した遠隔空気駆動弁操作用ボンベより，高圧

窒素ガスを遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設

置される隔離弁のうち空気作動弁に供給することにより，当該弁を容易かつ確実に操作が可能な

設計とする。 
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1. 容量 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベを重大事故等時において使用する場合の容量は，高圧ガス保安

法の適合品である一般汎用型の窒素ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカに

て定めた容量である 46.7L/個以上とする。 

 

  公称値については，要求される容量以上である 46.7L/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベを重大事故等時において使用する場合の圧力は，高圧ガス保安

法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である 14.7MPa とする。 

 

3. 最高使用温度 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベを重大事故等時において使用する場合の温度は，高圧ガス保安

法に基づき 40℃とする。 

 

4. 個数 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベは，重大事故等対処設備として操作対象弁 1 個あたり必要数 1

個＊と故障時のバックアップ並びに保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1

本の 2本を 1セットとし,操作対象弁が 4弁であることから 4本（予備 4本）を保管する。 

 

注記＊：重大事故等時に使用する遠隔空気駆動弁操作用ボンベの操作対象弁 1個あたりの必要

数は，操作対象弁を 7日間開保持するために必要な窒素ガス量及び操作対象弁を必要

作動回数分作動させるために必要な窒素量を上回る容量を確保しており，根拠は以下

のとおり。 

 

    1. 窒素消費量 

       ①遠隔空気駆動弁操作用窒素供給配管を重大事故等時の 

供給圧力まで加圧するための消費量          ＝ 851NL 

       ②操作対象弁を開動作するための消費量         ＝1607NL 

       ③操作対象弁を 7日間開保持するための消費量      ＝ 504NL 

窒素消費量は，上記①～③を合計した 2962NL である。 

 

     2. 遠隔空気駆動弁操作用ボンベによる窒素供給量 

       Ｓ
ｂ
＝

Ｐ
1
－Ｐ

2

Ｐ
Ｎ

×Ｖ
ｂ
×Ｍ 
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        ＝
12.0－1.0

0.1013
×46.7×Ｍ 

   ＝5071×Ｍ 

 

Ｓ
ｂ
：ボンベによる供給量[NL/個] 

Ｐ
1
 ：プラント通常時の交換管理目安圧力＝12.0 MPa[abs] 

Ｐ
2
 ：事故時のボンベ取替目安圧力＝1.0 MPa[abs] 

Ｐ
Ｎ
：大気圧＝0.1013 MPa[abs] 

Ｖ
ｂ
：ボンベ容量＝46.7 L/個 

Ｍ ：必要ボンベ個数[本] 

 

開保持するために必要な窒素消費量より多い供給量（Ｓ
ｂ
）が必要であるため， 

        Ｓ
ｂ
＞2962 

       上記の関係式より 

        5071×Ｍ＞2962 

               Ｍ＞0.59 

 

よって，操作対象弁 1 個あたりに必要な窒素ボンベ個数は 0.59 を上回る 1 個と

する。 
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保安規定第６６条 

表６６－５「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」 

「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」 

「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」 

６６－５－３「可搬型窒素供給装置」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

 （３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 
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 ６
６
－
５
－
３
 
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 ②

 
運
転
上
の
制
限

 ③
 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 ⑤

 
所
要
数
 ⑥

 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
 

１
台
 

※
１
：
必
要
な
弁
及
び
配
管
を
含
む
。

 

                          

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
可
搬

型
窒
素
供
給
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本

方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）

 

「
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
圧
力
を
大
気
中
に
逃
が
す
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）

 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉

心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 ④
 
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
は
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
又
は
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
と
と
も
に
使
用
す

る
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
及
び
耐
圧
強

化
ベ
ン
ト
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
（
１
））

 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 ⑥
 
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
は
，
１
セ
ッ
ト
１
台
で
必
要
な
窒
素
量
を
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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 （
２
）
確
認
事
項

 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
の
吐
出
圧
力
が
０
．
５

MP
a，

流
量
が
７

０
Nm

3 /
h（

窒
素
純
度
９
９
％
以
上

※
２
に
て
）
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

９
．
２
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
可

搬
型
窒
素
供
給
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 
３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

※
２
：
酸
素
濃
度
１
％
未
満
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
確
認
す
る
。

 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
可
搬
型
窒
素
供
給

装
置

が
動

作
不

能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
起
動
し
,動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
３
と
と
も
に
，
そ
の
他
の

設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
起
動

し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，

そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
３
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
４
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
３
台
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
３
系

列
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
３
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

 
 
項
目
１
が
該
当
。

 

確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
流
量
は
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
設
定
す
る
。（

添
付
－
２
）

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
定
検
毎
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

 
 
項
目
２
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
が
動
作
不
能
の
場
合
を

条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動

 

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
又
は
耐
圧
強
化
ベ

ン
ト
系
と
と
も
に
使
用
す
る
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ら
と
同
様
に
，
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却
モ
ー
ド
）（

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
含
む
）
を
設
定
す
る
。 

 Ａ
２
．
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
，
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
と
同
様
に
，
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
を
設
定

 

し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 

 Ａ
３
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

 

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る

場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ａ
４
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

 

上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補１
6
6
-
5
-
3
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補１

66-5-3の範囲
赤枠にて示す 
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 添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補１

66-5-3の範囲
赤枠にて示す 
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添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補１

6
6
-
5
-
3
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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 8－9－87 8 

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，通常時は接続先の系統と分

離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

可搬型窒素供給装置は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度

は，他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

9.5.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，代替循環冷却

系を長期使用した際に，原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素ガ

スを大気へ排出し，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に十分な排出流量を有する設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計

基準対象施設としての保有水量が，想定される重大事故等時の原子炉格納

容器内の水素ガス及び酸素ガスを排出する際において，スクラビング効果

による放射性物質の低減が可能な水量に対して十分であるため，設計基準

対象施設と同仕様で設計する。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，想定される重大事故等時

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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 8－9－88 8 

に，代替循環冷却系を長期使用した場合であって，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器内における水素ガス及び酸素ガスを排出する場合におい

て，水素爆発を防止するため，水素ガス及び酸素ガスを排出する前までに

排出経路の空気を窒素に置換するために十分な容量を有するものを１セッ

ト１台使用する。保有数は 6 号及び 7 号炉共用で 2 セット 2 台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及

び 7号炉共用）の合計 3台を保管する。 

格納容器内水素濃度（SA）は，想定される重大事故等時に原子炉格納容

器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，想定される重大事故等

時に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その可燃限界濃度を測

定できる設計とする。 

 

9.5.2.4  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁の操作は，想定される

重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外への遠隔手動弁操作

設備の設置及び必要に応じた遮蔽材の設置により，離れた場所から人力で

容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。また，排出経路に設置され

る隔離弁のうち空気作動弁については，原子炉建屋内の原子炉区域外への

遠隔空気駆動弁操作用ボンベの設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置し，

離れた場所から遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して高圧窒素ガスを

供給することにより，容易かつ確実に操作が可能な設計とする。また，排

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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第 9.5－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の 

主要機器仕様 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

a. フィルタ装置 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

b. よう素フィルタ 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

c. ラプチャーディスク 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

d. フィルタ装置水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

e. フィルタ装置出口放射線モニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

(2) 耐圧強化ベント系 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

a. サプレッション・チェンバ 

第 9.1－1 表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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b. 可搬型窒素供給装置（6号及び 7号炉共用） 

台  数    2（予備 1） 

容  量    約 70Nm3/h/台 

c. フィルタ装置水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

d. 耐圧強化ベント系放射線モニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

a. 格納容器内水素濃度（SA） 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

b. 格納容器内水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

c. 格納容器内酸素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八

７号炉の所要数としては，
１セット１台とする。 
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  4.4.4 耐圧強化ベント系  

   4.4.4.1 圧縮機   

名 称 可搬型窒素供給装置（6,7 号機共用） 

容 量 
m3/h/個 

[normal] 

70 以上(70) 

[窒素純度 99%において] 

吐 出 圧 力 MPa 0.5 以上(0.5) 

原 動 機 出 力 kW/個  

個 数 ― 2（予備１） 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として

使用する可搬型窒素供給装置は，以下の機能を有する。 

  

 可搬型窒素供給装置は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生

する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置す

る。 

 系統構成は，可搬型窒素供給装置によりスクラバ水 pH 制御設備用ポンプを駆動させ，水酸化

ナトリウム水溶液をフィルタ装置に注入できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（耐圧強化ベント系）として使

用する可搬型窒素供給装置は，以下の機能を有する。 

 

 可搬型窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における

水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大

気へ排出するために設置する。 

系統構成は，可搬型窒素供給装置と接続口を可搬型ホースで接続し，耐圧強化ベント系の系統

内に窒素を注入することにより，耐圧強化ベント系の系統内を不活性化できる設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して使用する可搬型窒素供給装置は，以下の機能を有する。 

 

 可搬型窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における

容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す 

添付-2-(3)　工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大

気へ排出するために設置する。 

 系統構成は，格納容器圧力逃がし装置のベント停止後において，可搬型窒素供給装置と接続口

を可搬型ホースで接続し，格納容器圧力逃がし装置の系統内に窒素を注入することにより，格納

容器圧力逃がし装置の系統内を不活性化できる設計とする。また，可搬型窒素供給装置によりス

クラバ水 pH 制御設備用ポンプを駆動させ，水酸化ナトリウム水溶液をフィルタ装置に注入でき

る設計とする。 

 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置

（格納容器圧力逃がし装置）として使用する可搬型窒素供給装置は，以下の機能を有する。 

  

 可搬型窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧によ

る破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために設置する。 

 系統構成は，格納容器圧力逃がし装置のベント停止後において，可搬型窒素供給装置と接続口

を可搬型ホースで接続し，格納容器圧力逃がし装置の系統内に窒素を注入することにより，格納

容器圧力逃がし装置の系統内を不活性化できる設計とする。また，可搬型窒素供給装置によりス

クラバ水 pH 制御設備用ポンプを駆動させ，水酸化ナトリウム水溶液をフィルタ装置に注入でき

る設計とする。 

  

1. 容量 

可搬型窒素供給装置を重大事故等時において使用する場合の容量は，重大事故等対策の有効

性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち水素濃度及び酸素濃度上昇が一番

厳しい事故シナリオ（大 LOCA＋SBO＋全 ECCS 機能喪失）において有効性が確認されている窒素

注入量が窒素純度 99％において 70m3/h[normal]であることから，70m3/h/個[normal]以上とす

る。 

 

公称値については，要求される容量以上である 70m3/h/個[normal]とする。 

 

2. 吐出圧力 

可搬型窒素供給装置の重大事故等時における吐出圧力は，必要圧力が最大となる，スクラバ

水 pH 制御設備用ポンプの駆動源として可搬型窒素供給装置を使用する場合のホース吐出端圧

力＊，流路圧損並びに機器圧損を基に設定する。 
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264 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
7
 
R0
 

ホース吐出端圧力＊                MPa 

流路圧損並びに機器圧損               MPa 

                  MPa 

 

以上より，可搬型窒素供給装置の吐出圧力は，      MPa 以上である 0.5MPa とする。 

 

公称値については，要求される吐出圧力以上である 0.5MPa とする。 

 

注記＊：スクラバ水 pH制御設備用ポンプ定格運転時におけるポンプ駆動側必要供給圧力。 

 

3. 原動機出力  

可搬型窒素供給装置の原動機出力は，定格流量点である 70Nm3/h 時の軸動力を基に設定する。 

可搬型窒素供給装置の流量が 70Nm3/h，供給圧力が 0.5MPa，その時の当該圧縮機の必要軸動

力は，メーカ設定値より     kW となる。 

以上より，可搬型窒素供給装置の原動機出力は     kW を上回る    kW/個とする。 

 

3. 個数 

可搬型窒素供給装置（原動機含む。）は，重大事故等対処設備として原子炉格納容器内，格納

容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の系統内を不活性化するため，またスクラバ水 pH

制御設備用ポンプを駆動させるために必要な個数である 6,7 号機でそれぞれ１セット 1個に，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1個を分散して保管する。 
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保安規定第６６条 

表６６－５「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」 

「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」 

「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」 

６６－５－４「代替原子炉補機冷却系」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 

 

  添付－３ 自主対策設備に関する説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 

  （２）設置変更許可申請書 添付十追補１（タイムチャート） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
５
－
４
 
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
 

代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
２
系
列

※
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
 

１
台
×
２

※
３
 

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
 

 
１
式
×
２

※
３

※
４
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
５
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
７
 

※
１
：
１
系
列
と
は
，
大
容
量
送
水
車
（

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
１
台
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
１
式
，
ホ

ー
ス
及
び
接
続
口
を
い
う
。

 
※
２
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期

待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
原
子
炉
補
機
冷
却
系
の

Ａ
系
及
び
Ｂ
系
の
ル
ー
プ
配
管
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
，
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
，
主
要
配
管
上
の
手

動
弁
及
び
電
動
弁
を
含
む
。

 
な
お
，

原
子
炉
補

機
冷
却
系
の
Ｂ
系
の
冷
却
ラ

イ
ン
は
，
「
６
６
－
５
－
５

 
代
替
循
環
冷
却
系

」

と
兼
ね
る
。
当
該
系
統
が
動
作
不
能
時
は
，
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 
ま

た
，
運
転
上

の
制
限
を

満
足
し

な
い
場
合

は
，
「

第
５
２
条

 
残
留
熱
除

去
冷
却
水

系
及
び
残
留

熱
除
去
冷
却
海
水
系
」
及
び
「
第
５
３
条
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
冷
却
系
」
の
運
転
上

の

制
限
も
確
認
す
る
。

 
※

３
：
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
及
び
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
荒
浜
側
及
び
大
湊
側
に

１
セ
ッ
ト
ず
つ
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

※
４

：
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン

プ
を
含
む
。

 
※
５

：「
６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代

替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  
※
６

：「
６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  
※
７

：「
６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
   

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

で
も

維
持

で
き

る
よ
う

，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

で
あ

る
代

替

原
子
炉
補
機
冷
却
系
２
系
列
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に

係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備

が
有

す
る

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

炉
心

の
著

し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等
」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な

水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
，

設
計

基
準

事
故

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
し

て
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
十

分
な

量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
を
接
続
す
る
原
子
炉
補
機
冷
却
系
の
流
路
に
つ
い
て
，
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
，

起
動
，

高
温
停
止
」
に
お
い
て
は
Ａ

系
・
Ｂ
系
共
に
必
要
だ
が

，
「
冷
温
停
止
，

燃
料
交
換
」
に

お
い
て

は
，
Ａ
系
ま
た
は
Ｂ
系
ど
ち
ら
か
が
使
用
可
能
で
あ
れ
ば
よ
い
。

 
 ④

 
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す

る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間

及
び

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

に
照

射
さ

れ
た

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

を
機

能
維

持
期

間
と

し
て

適

用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停

止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
及
び
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
そ
れ
ぞ
れ
１
セ
ッ
ト
１
台
又

は
１
式
で
必
要
な
ポ
ン
プ
容
量
及
び
伝
熱
容
量
を
確
保
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
，
可
搬
型

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ

り
２
Ｎ

要
求
設
備
に
該
当
す
る
こ
と

か
ら
，

所
要
数
は
２
セ
ッ
ト

２
台
又
は
２
式
と
す
る
。
（
保
安
規

定

変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
（
P2
7
-
D
2
00
0
,
D3
0
0
0,
D
4
00
0
）
の
代
替
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

の
流

量
及

び
揚

程
が

以
下

を
満
足

し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

・
流
量
が
６
５
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で

揚
程
が
６
５
ｍ
以
上
。
 

・
流
量
が
６
８
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で

揚
程
が
５
６
ｍ
以
上
。
 

・
流
量
が
７
０
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で

揚
程
が
５
３
ｍ
以
上
。
 

２
年
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
（
P2
7
-
D
1
00
0
,
D5
0
0
0）

の
代
替
原
子
炉
補

機
冷

却
水

ポ
ン

プ
の

流
量

及
び

揚
程

が
以

下
を

満
足

し
て
い

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

・
流
量
が
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で

揚
程
が
 
 
 
 
ｍ
以
上
。
 

・
流
量
が
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で

揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
。
 

・
流
量
が
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で

揚
程
が
 
 
 
 
ｍ
以
上
。
 

２
年
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

３
．
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
の
流
量
が
１
１
０
０

ｍ
３
／
ｈ
以
上
で
吐
出
圧
力
が
０
．
６
１
M
P
a
以
上
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

1
年
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

４
．

原
子

炉
補
機

冷
却

水
系
に

お
け

る
常

用
冷

却
水

供
給
側

分
離

弁

及
び

常
用

冷
却

水
戻

り
側

分
離

弁
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ
と

を

確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し

た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

５
．
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ

ト
用
）
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
設

備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

６
．
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
設

備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

７
．

原
子

炉
補
機

冷
却

水
系
に

お
け

る
残

留
熱

除
去

系
熱
交

換
器

冷

却
水
止
め
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動

作
確

認
後

，
動

作
確

認
に

際
し

て
作

動
し

た
弁

の
開

閉
状
態

を

確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

           

  
⑦

 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）
 

 ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
，
２
，
３
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更
に

係
る

基
本

方
針

」
の

可
搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
２
年
に
１
回
，
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換

器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
に
つ
い
て
は
１
年
に
１
回
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
（
吐
出
圧
力
）
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
設
定
す
る
。

（
添
付
－
２
）

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
４
，
５
，
６
，
７
が
該
当
。

 
 

項
目
４
は
，
プ
ラ
ン
ト
運
転
中
に
当
該
弁
を
閉
す
る
と
下
流
側
（
常
用
負
荷
）
の
機
器
類
の
冷
却
水

が
遮
断
さ
れ
，
原
子
炉
安
全
上
好
ま
し
く
な
い

こ
と
か
ら
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
で
常
用
負
荷
を
停
止
可

能
な
時
期
に
試
験
を
行
う
。

 
 

項
目
５
，
６
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ

ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
  

 
 

 
項

目
７

は
, 
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

サ
ー
ベ

ラ
ン

ス
頻

度
と

同
等

と
し
，

１
ヶ

月
に

１
回

,動
作
確
認
を
実
施
す
る
。

 
               

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
代
替

原
子
炉
補
機
冷
却

系
が
２
系
列
未
満

の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
１
系

列
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確

認
す
る

※
８
と

と
も

に
，
そ

の
他

の

設
備

※
９
が
動

作
可

能
で

あ
る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る

自
主

対
策

設
備

※
１

０
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
又
は
 

Ａ
２
．
２
．
当
直
長

は
，
代
替
措
置

※
１
１
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
 

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

１
０
日
間
 

   

１
０
日
間
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
動
作
可
能
な
代
替

原
子
炉
補
機
冷
却

系
が
１
系
列
未
満

の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
１
系

列
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確

認
す

る
※

８
と

と
も

に
，

そ
の

他
の

設
備

※
９
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
 

す
る

自
主

対
策

設
備

※
１

０
が

動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
又
は
 

Ｂ
２
．
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
１

１
を
 

検
討

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の

確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

   

  ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
は
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停

止
に
お
い
て
は
，
動
作
可
能
な
台
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
（
条
件
Ａ
）
と
１
Ｎ
未

満
と
な
っ
た
場
合
（
条
件
Ｂ
）
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
で

要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
じ
に
な
る
た
め
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

 
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申

請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
る
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
，
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
及
び
全
交
流
動
力
電
源
（
非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
）
が
該
当
す
る
。
 

 Ａ
２
．
１
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可

 
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
大
容
量
送
水
車
（

 熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）

 又
は
代
替
原
子
炉
補

機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ
（
移
動
式
変
圧
器
を
含
む
）
に
よ
る
除
熱
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対
応

す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以

上
）
）
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
「
大
容
量
送
水
車
（

 熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）

 又
は
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ
（
移

動
式
変
圧
器
を
含
む
）
に
よ
る
除
熱
」
は
，
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で

き
る
こ
と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。（

添
付
－
３
）

 
 Ａ
２
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原

 
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可

能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
））

で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
又
は
自

 
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
）
で
あ
る
「
３

０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．
 
Ａ
１
．
と
同
様
。

 
 Ｂ
２
．
１
．
 
Ａ
２
．
１
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。 

 Ｂ
２
．
２
．
 
Ａ
２
．
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。 

 Ｂ
３
．
 
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

  
適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ｃ
．
原
子
炉
補
機
冷
却

水
系
の
Ａ
系
と
共

用
す
る
配
管
又
は

弁
が
動
作
不
能
の

場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系

列
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確

認
す
る

※
８
と

と
も

に
，
そ

の
他

の

設
備

※
１

２
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

１
０
日
間
 

Ｄ
．
原
子
炉
補
機
冷
却

水
系
の
Ｂ
系
と
共

用
す
る
配
管
又
は

弁
が
動
作
不
能
の

場
合
 

Ｄ
１
．
当
直
長
は
，
代
替
循
環
冷
却
系
を
動
作
不
能

と
み
な
す
。
 

及
び
 

Ｄ
２
．
当
直
長
は
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系

列
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認

す
る

※
８
と

と
も

に
，

そ
の

他
の

設

備
※

１
２
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ｄ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

     

１
０
日
間
 

Ｅ
．
条
件
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
又

は
Ｄ

で
要

求
さ

れ

る
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成
で

き

な
い
場
合
 

Ｅ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｅ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
代
替

原
子
炉
補
機
冷
却

系
が
２
系
列
未
満

の
場
合
 

又
は
 原

子
炉
補
機
冷
却

水
系
と
共
用
す
る

配
管
又
は
弁
が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
１

．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る

自
主

対
策

設
備

※
１

０
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２
．
２
．
当
直
長

は
，
代
替
措
置

※
１
１
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
８

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

  
【
要
求
さ
れ
る
措
置
Ｃ
の
考
え
方
】

 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
と
共
用
す
る
配
管
又
は
弁
が
故
障
し
た
場
合
は
，
要
求
さ
れ
る
措
置
Ａ
１
．
又

は
Ｂ
１
．
が
実
施
不
可
と
な
る
。
そ
の
た
め
，
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
に
は
記
載
し
て
い

な
い
が
，
安
全
上
有
効
と
考
え
ら
れ
る
措
置
を
設
定
し
，
保
安
規
定

第
５
２
条
（
残
留
熱
除
去
冷
却

水
系

及
び
残

留
熱

除
去

冷
却
海

水
系

）
で

原
子

炉
補

機
冷
却

水
系

１
系

列
が

動
作

不
能
と

な
っ
た

場
合
と
同
様
に
「
１
０
日
間
」
の
完
了
時
間
を
設
定
す
る
。

 
 Ｃ
１
．
 
Ａ
１
．
と
同
様
の
考
え
方
で
あ
る
が
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
１
系
列
が
動
作
不
能
の
状
態
で
あ
 

る
こ
と
か
ら
，
残
り
の
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
列
（
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
及
び
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
含
む
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 Ｃ
２
．
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規
定
第
５
２
条
（
残
留
熱
除
去
冷
却
水
系
及
び
残
留

 
熱

除
去

冷
却
海

水
系

）
で

定
め

る
原

子
炉
補

機
冷

却
水

系
１

系
列

が
動
作

不
能

の
場

合
の

完
了

時
間
「
１
０
日
間
」
を
準
用
す
る
。

 
 Ｄ
１
．
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
の
Ｂ
系
と
共
用
す
る
配
管
又
は
弁
は
，
代
替
循
環
冷
却
系
に
使
用
す
る
こ
と
か
ら
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
の
Ｂ
系
と
共
用
す
る
配
管
又
は
弁
が
動
作
不
能
の
場
合
，“

速
や
か
に
”
代
替
循

環
冷
却
系
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

 Ｄ
２
．
 
Ｃ
１
．
と
同
様
。

 
 Ｄ
３
．
 
Ｃ
２
．
と
同
様
。

 
 

    Ｅ
１
．，

Ｅ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
     
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

Ａ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ａ
２
．
１
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作

 
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 

Ａ
２
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原

 
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

※
９
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 8－5－131 8 

とで，他の系統・機器に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，通常時は熱交換器ユニットを接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。また，原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系を同時に使用しない

ことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，治具や

輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

5.10.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，原子炉停止後約 16 時間後において原子炉格納容器

内で発生する蒸気を排気し，その熱量分を除熱できる十分な排出流量を有

する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，想定される重大事故等時において，炉心の著

しい損傷を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器

ユニット用）は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系等の機

器で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する

熱交換器ユニット 1 セット 1 式と大容量送水車（熱交換器ユニット用）1 セ

ット 1 台を使用する。熱交換器ユニットの保有数は，6 号及び 7 号炉共用で

4 セット 4 式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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 8－5－132 8 

プ用として 1 式（6 号及び 7 号炉共用）の合計 5 式を保管する。大容量送水

車（熱交換器ユニット用）の保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 4 台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1

台（6号及び 7号炉共用）の合計 5台を保管する。 

また，代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱

交換器ユニット用）は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系

による発電用原子炉又は原子炉格納容器内の除熱と燃料プール冷却浄化系

による使用済燃料プールの除熱に同時に使用するため，各系統の必要な流

量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

 

5.10.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁の操作は，想定される

重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外への遠隔手動弁操作

設備の設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置することにより，離れた場所

から人力で容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。また，排出経路

に設置される隔離弁のうち空気作動弁については，原子炉建屋内の原子炉

区域外への遠隔空気駆動弁操作用ボンベの設置に加え必要に応じて遮蔽材

を設置し，離れた場所から遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由した高圧

窒素ガスを供給することにより，容易かつ確実に操作が可能な設計とす

る。また，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁については，中央制

御室から操作が可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(2) 耐圧強化ベント系 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系  統  数    1 

系統設計流量    約 15.8kg/s 

 

(3) 代替原子炉補機冷却系 

a. 熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

数  量     4 式（予備 1） 

熱交換器 

組  数    1/式 

伝熱容量    約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 

台  数    2 

1 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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容  量    約 300m3/h/台 

約 600m3/h/台 

全 揚 程    約 75m 

b. 大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数     4（予備 1） 

容  量     約 900m3/h/台 

吐出圧力     1.25MPa[gage] 

 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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 6.2.2 ポンプ 

名 称 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ 

（6,7 号機共用） 

P27-D2000 P27-D3000 P27-D4000 

容 量 m3/h/個 325 以上，350 以上，340 以上（300） 

揚 程 m 65 以上，53 以上，56 以上（75） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 70 

原 動 機 出 力 kW/個 110 

個 数 ― 2 2 2 

【設 定 根 拠】 

(概要) 

重大事故等時に，原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（代替原子炉補機冷却系）と

して使用する熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-

D4000）は，以下の機能を有する。 

 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）は，設計

基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）

を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系の故障又は全交流動力電源の喪失

により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，サプレッションチェン

バへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，熱交換器ユニットを原子炉

補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換器ユニットに海水を

送水することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送で

きる設計とする。 

 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）は，使用

済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他

の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，

放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，使用済燃料貯蔵プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するために熱交換

器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換

器ユニットに海水を送水することで，燃料プール冷却浄化系の熱交換器等で発生した熱を最終的

な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）は，炉心

添付-2-(3) 工事計画認可申請書容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す
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の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため，原子炉

格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置

する。 

系統構成は，熱交換器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）により熱交換器ユニットに海水を送水することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱

を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

1. 容量 

1.1 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）使用時の容量 325m3/h/個以上 

    熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）

を重大事故等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）で使用する場合

の容量は，下記に示す残留熱除去系熱交換器(A)及び燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)並

びに補機等に必要な冷却水を同時に供給できる容量とする。 

① 残留熱除去系熱交換器(A)         ：約470m3/h 

② 燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)     ：約150m3/h 

③ 補機等                  ：約 30m3/h 

・残留熱除去系ポンプ(A)メカシール冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(A)モータ軸受冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(A)室空調機 

・格納容器内ガス冷却器(A) 

④ 合計：                   ：  650m3/h 

 

上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-

D4000）を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口 A系（西）で使用する場合に必要な流量が

650m3/h であるため，325m3/h/個以上とする。 

 

1.2 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）使用時の容量 350m3/h/個以上 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）を

重大事故等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口 B系（南）で使用する場合の容

量は，下記に示す残留熱除去系熱交換器(B)及び燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)並びに

補機等に必要な冷却水を同時に供給できる容量とする。 

① 残留熱除去系熱交換器(B)         ：約 470m3/h 

② 燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)    ：約 150m3/h 

③ 補機等                 ：約  80m3/h 

・残留熱除去系ポンプ(B)メカシール冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(B)モータ軸受冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(B)室空調機 

・格納容器内ガス冷却器(B) 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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④ 合計：                  ：  700m3/h 

 

上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P2

7-D4000）を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）で使用する場合に必要な流量

が700m3/hであるため，350m3/h/個以上とする。 

 

1.3 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）使用時の容量 340m3/h/個以上 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）を

重大事故等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口 B系（西）で使用する場合の容

量は，下記に示す残留熱除去系熱交換器(B)及び燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)並びに

補機等に必要な冷却水を同時に供給できる容量とする。 

① 残留熱除去系熱交換器(B)          ：約 470m3/h 

② 燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)     ：約 150m3/h 

③ 補機等                  ：約  60m3/h 

・残留熱除去系ポンプ(B)メカシール冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(B)モータ軸受冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(B)室空調機 

・格納容器内ガス冷却器(B) 

④ 合計：                   ：  680m3/h 

 

上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P2

7-D4000）を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）で使用する場合に必要な流量

が680m3/hであるため340m3/h/個以上とする。 

 

 公称値については，設計時の定格点である300m3/h/個とする。 

 

2. 揚程 

2.1 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）使用時の揚程 65m以上 

    熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）

を重大事故等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）で使用する場合

の揚程は，下記を考慮する。 

① 配管・機器圧力損失：64.2m 

 

    上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-

D4000）を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）で使用する場合の揚程は，64.2m

を上回る65m以上とする。 

 

2.2 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）使用時の揚程 53m以上 
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    熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）

を重大事故等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）で使用する場合

の揚程は，下記を考慮する。 

① 配管・機器圧力損失：52.7m 

 

    上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-

D4000）を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）で使用する場合の揚程は，52.7m

を上回る53m以上とする。 

 

2.3 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）使用時の揚程 56m以上 

    熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）

を重大事故等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）で使用する場合

の揚程は，下記を考慮する。 

① 配管・機器圧力損失：55.3m 

 

    上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-

D4000）を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）で使用する場合の揚程は，55.3m

を上回る56m以上とする。 

 

公称値については，設計時の定格点である75mとする。 

 

3. 最高使用圧力 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）を重大

事故等時において使用する場合の圧力は，静水頭0.23MPaと熱交換器ユニット 代替原子炉補

機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）の締切運転時の揚程0.89MPaの合計が

1.12MPaとなることから，これを上回る圧力とし，1.37MPaとする。 

 

4. 最高使用温度 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）を重大

事故等時において使用する場合の温度は，原子炉補機冷却水系の最高使用温度を考慮して70℃

とする。 

 

5. 原動機出力 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）を重大

事故等対処設備として使用する場合の原動機出力は，下記の式により，容量及び揚程を考慮し

て決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 
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η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝300/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝75 

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）   ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

300
3600

×75

／100
＝  ≒  kW 

 

上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-

D4000）の原動機出力は，軸動力  kW を上回る出力とし，110kW/個とする。 

 

6. 個数 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）（原動

機含む。）は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損を防止する

ため等に必要な個数である 2個を車両毎に設置する。 
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名 称 
熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却水ポンプ 

P27-D1000 P27-D5000 

容 量 m3/h/個 以上， 以上， 以上（ ） 

揚 程 m 以上， 以上， 以上（ ） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 70 

原 動 機 出 力 kW/個 210 

個 数 ― 1 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

重大事故等時，原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（代替原子炉補機冷却系）とし

て熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）は，以下の機能を

有する。 

 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）は，設計基準事故

対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止

するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系の故障又は全交流動力電源の喪失

により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，サプレッションチェン

バへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，熱交換器ユニットを原子炉

補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換器ユニットに海水を

送水することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送で

きる設計とする。 

 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）は，使用済燃料貯

蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因に

より当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，使用済燃料貯蔵プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するために熱交換

器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換

器ユニットに海水を送水することで，燃料プール冷却浄化系の熱交換器等で発生した熱を最終的

な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）は，炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器
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バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，熱交換器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）により熱交換器ユニットに海水を送水することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱

を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

1. 容量 

1.1 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）使用時の容量  m3/h/個以上 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故

等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口 A系（西）で使用する場合の容量は，下

記に示す残留熱除去系熱交換器(A)及び燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)並びに補機等に

必要な冷却水を同時に供給できる容量とする。 

① 残留熱除去系熱交換器(A)         ：約  m3/h 

② 燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)     ：約  m3/h 

③ 補機等                   ：約  m3/h 

・残留熱除去系ポンプ(A)メカシール冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(A)モータ軸受冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(A)室空調機 

・格納容器内ガス冷却器 

④ 合計                     ：   m3/h 

 

上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）

を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口 A系（西）で使用する場合の容量は  m3/h/個以

上とする。 

 

1.2 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）使用時の容量  m3/h/個以上 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故

等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口 B系（南）で使用する場合の容量は，下

記に示す残留熱除去系熱交換器(B)及び燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)並びに補機等に

必要な冷却水を同時に供給できる容量とする。 

① 残留熱除去系熱交換器(B)           ：約  m3/h 

② 燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)       ：約  m3/h 

③ 補機等                      ：約  m3/h 

・残留熱除去系ポンプ(B)メカシール冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(B)モータ軸受冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(B)室空調機 

・格納容器内ガス冷却器 

④ 合計：                     ：   m3/h 
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上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D500

0）を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）で使用する場合の容量は，  m3/h/

個以上とする。 

 

1.3 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）使用時の容量  m3/h/個以上 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故

等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口 B系（西）で使用する場合の容量は，下

記に示す残留熱除去系熱交換器(B)及び燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)並びに補機等に

必要な冷却水を同時に供給できる容量とする。 

① 残留熱除去系熱交換器(B)         ：約  m3/h 

② 燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)     ：約  m3/h 

③ 補機等                   ：約  m3/h 

・残留熱除去系ポンプ(B)メカシール冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(B)モータ軸受冷却器 

・残留熱除去系ポンプ(B)室空調機 

・格納容器内ガス冷却器 

④ 合計：                   ：   m3/h 

 

上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）

を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）で使用する場合の容量は，  m3/h/個以

上とする。 

 

 公称値については，設計時の定格点である  m3/h/個とする。 

 

2. 揚程 

2.1 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）使用時の揚程  m以上 

    熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故

等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）で使用する場合の揚程は，下

記を考慮する。 

① 配管・機器圧力損失：  m 

 

    上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）

を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口A系（西）で使用する場合の揚程は，  mを上回

る  m以上とする。 

 

2.2 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）使用時の揚程  m以上 

    熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故

等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）で使用する場合の揚程は，下
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記を考慮する。 

① 配管・機器圧力損失：  m 

 

    上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）

を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（南）で使用する場合の揚程は，  mを上回

る  m以上とする。 

 

 

2.3 ７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）使用時の揚程  m以上 

    熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故

等時において７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）で使用する場合の揚程は，下

記を考慮する。 

① 配管・機器圧力損失：  m 

 

    上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）

を７号機 代替原子炉補機冷却系接続口B系（西）で使用する場合の揚程は，  mを上回

る  m以上とする。 

 

公称値については，設計時の定格点である75mとする。 

 

3. 最高使用圧力 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故等時

において使用する場合の圧力は，静水頭  MPaと熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系

水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）の締切運転時の揚程  MPaの合計が  MPaとなることか

ら，これを上回る圧力とし，1.37MPaとする。 

 

4. 最高使用温度 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故等

時において使用する場合の温度は，原子炉補機冷却水系の最高使用温度を考慮して70℃とす

る。 

 

5. 原動機出力 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）を重大事故等対

処設備として使用する場合の原動機出力は，下記の式により，容量及び揚程を考慮し決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 
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Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝ /3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝  

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）   ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

3600
×

／100
＝ ≒ kW 

 

 

上記より，熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）の原

動機出力は，軸動力  kW を上回る出力とし，210kW/個とする。 

 

6. 個数 

熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系水ポンプ（P27-D1000,P27-D5000）（原動機含む。）

は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損を防止するため等に

必要な個数である 1個を車両毎に設置する。 
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名 称 大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6,7 号機共用） 

容 量 m3/h/個 

 

 

 

 

吐 出 圧 力 MPa 

 

 

 

  

最 高 使 用 圧 力 MPa  

最 高 使 用 温 度 ℃  

原 動 機 出 力 kW/個  

個 数 ― 4(予備 1) 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（代替原子炉補機冷却系）とし

て使用する大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，以下の機能を有する。 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の

著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために設置する。 

系統構成は，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系の故障又は全交流動力電源の喪失

により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，サプレッションチェン

バへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，熱交換器ユニットを原子炉

補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換器ユニットに海水を

送水することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送で

きる設計とする。 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低

下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，臨

界を防止するために設置する。 

系統構成は，使用済燃料貯蔵プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するために熱交換

器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換

器ユニットに海水を送水することで，燃料プール冷却浄化系の熱交換器等で発生した熱を最終的

な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧破損を防止するために

熱交換器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により

熱交換器ユニットに海水を送水することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的な熱の

逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原

子炉建屋放水設備）として使用する大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，以下の機能を有す

る。 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ために設置する。 

系統構成は，大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として使用する

場合においては，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により海水をホースを経由して放水砲か

ら原子炉建屋へ放水できる設計とする。放水砲は，設置場所を任意に設定し，複数の方向から原

子炉建屋に向けて放水できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（原子炉建屋放水設備）

として使用する大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，以下の機能を有する。 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ために設置する。 

系統構成は，大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として使用する

場合においては，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により海水をホースを経由して放水砲か

ら原子炉建屋へ放水できる設計とする。また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災に対応するための重大事故等対処設備として使用する場合においては，大容量送水車

（熱交換器ユニット用）及び泡原液混合装置により海水と泡消火薬剤を混合しながら，ホースを

経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。放水砲は，設置場所を任意に設定

し，複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として

使用する大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，以下の機能を有する。 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事
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故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設

には，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十

分な量の水を供給するために設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，海を水源とし，大容

量送水車（熱交換器ユニット用）により，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を経由し，復水貯蔵

槽への水の供給，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイ並びに使用済燃料貯

蔵プールの冷却又は注水ができる設計とする。 

 

1. 容量 

 1.1 代替原子炉補機冷却系として使用する場合の容量  m3/h/個以上 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の容量は，大容量送水車（熱交換器ユニット用）の

送水先である熱交換器ユニット 代替原子炉補機冷却系熱交換器が有効性評価解析（原子炉

設置変更許可申請書添付書類十）において確認されている原子炉停止 48時間経過後の崩壊熱

を除去可能な容量を基に設定しており，代替原子炉補機冷却系熱交換器が原子炉停止 48時間

経過後の崩壊熱を除去するために必要な流量が  m3/h であることから，大容量送水車（熱

交換器ユニット用）の容量は  m3/h/個以上とする。 

なお，大容量送水車（熱交換器ユニット用）を上記の容量で設定することで，有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において確認されている事故発生 20時間後に

代替原子炉補機冷却系を用いて残留熱除去系によるサプレッションチェンバプール水冷却モ

ード運転を行った場合，事故発生 22.5 時間後に代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注

水及び格納容器スプレイの同時運転を行った場合，又は事故発生 20.5 時間後に代替循環冷却

系による原子炉格納容器下部への注水及び格納容器スプレイの同時運転を行った場合，上記

の使用方法と同時に代替原子炉補機冷却系を用いて燃料プール冷却浄化系による使用済燃料

貯蔵プールの冷却を行った場合の冷却効果が確認されている。 

 

 1.2 原子炉建屋放水設備として使用する場合の容量  m3/h/個以上 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）を重大事故等時において使用する場合の容量は，原

子炉建屋屋上へ放水できる容量を基に設定する。 

大気への放射性物質の拡散を抑制するために必要となる大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用）の容量は，  m3/h で放水することにより原子炉建屋屋上へ網羅的な放水が可能であ

ることを確認している。また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に

対応するために必要となる大容量送水車（熱交換器ユニット用）の容量についても，  m3/h

で放水することにより原子炉建屋屋上へ網羅的な放水が可能であることを確認している。 

以上より，大容量送水車（熱交換器ユニット用）の容量は，  m3/h/個以上とする。 

 

 1.3 水の供給設備として使用する場合の容量  m3/h/個以上 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，大容量送水車（熱交換器ユニット用）の送水先

である可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）からの最大送水流量を上回る容量を基に設定する。 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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大容量送水車（熱交換器ユニット用）の送水先である可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）から

の送水流量が最大となるのは，使用済燃料貯蔵プールの冷却又は注水に使用する設計基準事

故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注水系として使用する場合

であり，6,7 号機同時注水する場合の送水流量は 294m3/h（号機当り 147m3/h）であるため，大

容量送水車（熱交換器ユニット用）の容量は，294m3/h を上回る  m3/h/個以上とする。 

 

公称値については，設計段階で使用点として設定をしている  m3/h/個とする。 

 

2. 吐出圧力 

 2.1 代替原子炉補機冷却系として使用する場合の吐出圧力  MPa 以上 

代替原子炉補機冷却系として使用する場合の大容量送水車（熱交換器ユニット用）の吐出

圧力は，海水を熱交換器ユニットに移送するときの水源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧

損，配管・ホース及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差          MPa 

静水頭                 MPa 

機器圧損               MPa 

配管・ホース及び弁類圧損       MPa 

合計                      MPa  

 

以上より，代替原子炉補機冷却系として使用する場合の大容量送水車（熱交換器ユニット用）

の吐出圧力は .  MPa 以上とする。 

 

 2.2 原子炉建屋放水設備として使用する場合の吐出圧力  MPa 以上 

原子炉建屋放水設備として使用する場合の大容量送水車（熱交換器ユニット用）の吐出圧

力は，放水砲吐出端における必要圧力，静水頭，機器類圧損，配管・ホース及び弁類圧損を

基に設定する。 

 

放水砲吐出端における必要圧力      約   MPa 

静水頭                 約   MPa 

機器類圧損               約   MPa 

配管・ホース及び弁類圧損        約  MPa 

合計                              約  MPa 

 

以上より，大容量送水車（熱交換器ユニット用）の吐出圧力は  MPa 以上とする。 

 

 2.3 水の供給設備として使用する場合の吐出圧力  MPa 以上 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の吐出圧力は，海水を可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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に移送するときの水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，機器圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差         MPa 

静水頭                MPa 

ホース圧損              MPa 

機器圧損               MPa 

合計                      MPa 

 

以上より，大容量送水車（熱交換器ユニット用）の吐出圧力は  MPa 以上とする。 

 

公称値については，設計段階で使用点として設定をしている  MPa とする。 

 

3. 最高使用圧力 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，当該

ポンプの供給ラインの仕様を踏まえポンプ吐出圧力を電気的に  MPa に制限することから，

その制限値である  MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大

事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認

している海水の温度 30℃を上回る  ℃とする。 

 

5. 原動機出力 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の原動機出力は，定格流量である 1500m3/h 時の軸動力

を基に設定する。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の流量が 1500m3/h，吐出圧力が 1.2MPa，その時の当該

ポンプの必要軸動力は 602kW となる。 

以上より，大容量送水車（熱交換器ユニット用）の原動機出力は  kW/個とする。 

 

6. 個数 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）（原動機含む。）は，重大事故等対処設備として熱交換

器ユニットに海水を送水するために必要な個数である 6,7 号機で合計 2セット 4個並びに故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1個（原子炉格納設備のうち圧

力低減設備その他の安全設備（原子炉建屋放水設備）の大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

（6,7 号機共用）及び原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（水

の供給設備）の大容量送水車（海水取水用）と兼用）を保管する。 
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1.5-16 
 

代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード，サプレッシ

ョン・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ

冷却モード）は重大事故等対処設備(設計基準拡張)として位

置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅され

ている。 

以上の重大事故等対処設備により，最終ヒートシンクへ熱

を輸送できない場合においても，炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため,自主対策設備として位置付ける。あわせ

て，その理由を示す。 

・大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補

機冷却海水ポンプ（移動式変圧器を含む） 

原子炉補機冷却系の淡水側に直接海水を送水すること

から，熱交換器の破損や配管の腐食が発生する可能性が

あるが，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード，サプ

レッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容

器スプレイ冷却モード）と併せて使用することで最終ヒ

ートシンク（海）へ熱を輸送する手段として有効であ

る。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補1自主対策設備に関する説明
関連箇所を赤枠にて示す 

66-5-4  28/30

536



 

 

1.5-136 

 

第
1
.
5
.
3
3
図

 
代

替
原

子
炉

補
機

冷
却

系
に

よ
る

補
機

冷
却

水
確

保
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

通
信

連
絡

設
備

準
備

，
系

統
構

成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
移

動
，

電
源

確
保

系
統

構
成

大
容

量
送

水
車

（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
用

）
，

熱
交

換
器

ユ
ニ

ッ
ト

他
移

動

　
主

配
管

（
可

搬
型

）
等

の
接

続

　
補

機
冷

却
水

の
供

給
，

流
量

調
整

※
1
　

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
代

替
原

子
炉

補
機

冷
却

系
を

設
置

す
る

場
合

，
作

業
時

の
被

ば
く

に
よ

る
影

響
を

低
減

す
る

た
め

，

　
 
　

緊
急

時
対

策
要

員
を

2
班

体
制

と
し

，
交

替
し

て
対

応
す

る
。

代
替

原
子

炉
補

機
冷

却
系

に
よ

る

補
機

冷
却

水
確

保

経
過

時
間

（
時

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

緊
急

時
対

策
要

員
1
3

※
1

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
，

Ｂ
2

現
場

運
転

員
Ｃ

，
Ｄ

2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

代
替

原
子

炉
補

機
冷

却
系

に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

5
4
0分

系
統

構
成

完
了

2
5
5
分

自
主
対
策
設
備
に
関
す
る
説
明

関
連
箇
所
を
赤
枠
に
て
示
す
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1.5-139 

  

第
1
.
5
.
3
5
図

 
大

容
量

送
水

車
（

熱
交

換
器

ユ
ニ

ッ
ト

用
）

又
は

代
替

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
 

補
機

冷
却

水
確

保
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

通
信

連
絡

設
備

準
備

，
系

統
構

成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
移

動
，

電
源

確
保

系
統

構
成

　
大

容
量

送
水

車
（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
用

）
他

移
動

　
ホ

ー
ス

接
続

　
補

機
冷

却
水

の
供

給
，

流
量

調
整

経
過

時
間

（
時

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

大
容

量
送

水
車

（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
用

）

又
は

代
替

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

（
大

容
量

送
水

車
（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト

用
）
の

場
合

）

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
，

Ｂ
2

現
場

運
転

員
Ｃ

，
Ｄ

2

緊
急

時
対

策
要

員
8

大
容

量
送

水
車

（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
用

）
に

よ
る

補
機

冷
却

水
確

保
3
0
0
分

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

通
信

連
絡

設
備

準
備

，
系

統
構

成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
移

動
，

電
源

確
保

系
統

構
成

　
代

替
原

子
炉

補
機

冷
却

海
水

ポ
ン

プ
他

移
動

　
ホ

ー
ス

接
続

　
補

機
冷

却
水

の
供

給
，

流
量

調
整

経
過

時
間

（
時

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

大
容

量
送

水
車

（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
用

）

又
は

代
替

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

（
代

替
原

子
炉

補
機

冷
却

海
水

ポ
ン

プ
の

場
合

）

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
，

Ｂ
2

現
場

運
転

員
Ｃ

，
Ｄ

2

緊
急

時
対

策
要

員
1
1

代
替

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

4
2
0
分

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0
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保安規定第６６条 

表６６－５「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」 

「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」 

「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」 

６６－５－５「代替循環冷却系」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
５
－
５
 
代
替
循
環
冷
却
系
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

代
替
循
環
冷
却
系
 

代
替
循
環
冷
却
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

復
水
移
送
ポ
ン

プ
※

２
 

２
台
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

※
３
 

可
搬
型
代
替
交

流
電
源
設
備
 

※
４
 

常
設
代
替
交
流

電
源
設
備
 

※
５
 

代
替
原
子
炉
補

機
冷
却
系
 

※
６
 

代
替
所
内
電
気

設
備
 

※
７
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
８
 

※
１
：
必
要
な
弁
並
び
に
配
管
を
含
む
。

 
※
２
：
復
水
移
送
ポ
ン
プ
は
，「

６
６
－
４
－
１
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）」
，「

６
６
－
５
－
５
 
代
替

循
環
冷
却
系
」
，
「
６
６
－
６
－
１
 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
」
及
び
「
６
６
－

７
－
１
 
格
納
容
器
下
部
注
水

系
（
常
設
）
」
の
設
備
を
兼
ね
る
。
動
作
不
能
時
は
，
各
条
文
の
運

転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 
※
３

：「
第
４
６
条
 
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

プ
ー
ル
の
水
位
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
４

：「
６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代

替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 
※
５

：「
６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
６

：「
６
６
－
５
－
４
 
代
替
原
子
炉

補
機
冷
却
系
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 
※
７

：「
６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内

電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
８

：「
６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 
       

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
代
替
循
環

冷
却
系

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方

針
４
．

３
（
１
）
）

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
に
よ
る
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容

器
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
維

持
し

な
が

ら
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

を
低

下
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 ・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等
」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な

水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
，

設
計

基
準
事

故
及

び
重

大
事
故

等
対

処
設

備
に

対
し

て
重
大

事
故

等
の

収
束

に
必

要
と
な

る
十
分
な

量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 
 

 
④

 
代

替
循
環

冷
却

系
は

，
炉

心
の

著
し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に
お

い
て

原
子

炉
格

納
容

器
の
破

損
を
防

止
す
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉

格
納

容
器

の
破

損
が

発
生

す
る

可
能
性

の
あ

る
期

間
を

機
能

維
持
期

間
と

し
て

適
用

す
る

必
要
が

あ
る
こ

と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に

係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
復
水
移
送
ポ
ン
プ
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
流
量
を
２
台
で
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
運
転
上
の
制
限
の

所
要
数
を
２
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 
 

＜
参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

格
納
容
器
破
損
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「

雰
囲
気

圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）
」
（
代
替
循
環
冷
却
系
を
使
用
す
る
場

合
）
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
，
代
替
循
環
冷
却
系
の
運
転
準
備
に
お
け
る
復
水
移
送
ポ

ン
プ
を
停
止
す
る
期
間
中
の
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に

よ
る
９
０
ｍ

３
／
ｈ
で
の
原
子
炉
注
水
の

実
施
に
つ
い
て
は
，
６
６
－
４
－
２
（
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
））

に
て
整
理
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
復
水
移
送
ポ
ン
プ
２
台
運
転
に
て
，
流
量
が
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以

上
で
，
揚
程
が
 
 
 
 
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．

残
留

熱
除
去

系
高

圧
炉
心

注
水

系
第

一
止

め
弁

及
び
残

留
熱

除

去
系

高
圧

炉
心

注
水

系
第

二
止

め
弁

，
下

部
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル

注

水
ラ

イ
ン

隔
離

弁
及

び
下

部
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
注

水
流

量
調
節

弁

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，

動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

３
．復

水
補
給
水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て

作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

４
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び

高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水

移
送
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
９
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

５
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
低
圧
注
水

系
Ａ
系
及
び
Ｂ
系
に
お
け
る
注
入
隔
離
弁
及
び
洗
浄
水
弁
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際

し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

６
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
冷
却
系
Ｂ
系
に
お
け
る
洗
浄
水
弁
，格

納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン

隔
離
弁
，格

納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
及
び
圧
力
抑
制
室
ス
プ
レ
イ
注

入
隔
離
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認

後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

※
９
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
               

  ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 
 ａ

．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。（

添
付
－

２
）

 
定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 
＜
参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，

 
６
６
－
１
９
－
１
（
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
）
に
記
載
す
る
。
 

【
必
要
容
量
】

 
格
納
容
器
破
損
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「

雰
囲
気

圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）
」
（
代
替
循
環
冷
却
系
を
使
用
す
る
場

合
）
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
，
代
替
循
環
冷
却
系
の
運
転
準
備
に
お
け
る
復
水
移
送
ポ

ン
プ
を
停
止
す
る
期
間
に
，
９
０
ｍ

３
／
ｈ
の
流
量
で
原
子
炉
注
水
を
行
う
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
，
３
，
４
，
５
，
６
が
該
当
。

 
 

項
目
２
，
３
の
対
象
弁
の
動
作
確
認
は
以
下
の
理
由
か
ら
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
に
行
う
。

 
・
残
留
熱
除
去
系
高
圧
炉
心
注
水
系
第
一
止
め
弁
，
及
び
残
留
熱
除
去
系
高
圧
炉
心
注
水
系
第
二
止
め

弁
は
，
開
操
作
を
実
施
す
る
と
，
残
留
熱
除
去
系
と
高
圧
炉
心
注
水
系
の
系
統
と
し
て
の
独
立
性
に

影
響
を
与
え
，
原
子
炉
安
全
上
好
ま
し
く
な
い
こ
と
か
ら
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
に
動
作
確
認
を
行
う
。

 
・

下
部

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
注
水
流

量
調

節
弁

及
び
下

部
ド
ラ
イ

ウ
ェ

ル
注

水
ラ
イ

ン
隔
離
弁

に
つ

い
て

は
，
当
該
弁
間
に
溜
ま
っ
た
水
を
ブ
ロ
ー
す
る
ラ
イ
ン
が
無
い
た
め
，
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
に
仮
設

の
排
水

ポ
ン
プ

を
準
備

し
た
う

え
で

開
操
作

を
行
う

必
要
が

あ
る

こ
と
か

ら
，
プ

ラ
ン
ト

停
止

中

に
動
作
確
認
を
行
う
。

 
・

タ
ー

ビ
ン

建
屋
負

荷
遮
断
弁

は
，

プ
ラ

ン
ト

運
転

中
に
開

閉
試

験
を

行
う
と

，
プ
ラ
ン

ト
に

外
乱

（
タ
ー
ビ
ン
グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
蒸
気
喪
失
に
よ
る
復
水
器
真
空
度
悪
化
）
を
与
え
る
た
め
，
プ
ラ
ン

ト
停
止
中
に
動
作
確
認
を
行
う
。

 
  
項
目
４
，
５
，
６
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，

１
ヶ
月
に
１
回

,動
作
確
認
を
実
施
す
る
。

 
       

      

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
代
替
循
環
冷
却
系

が
動

作
不

能
の

場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
１
系
列
を
起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

※
１

０
と

と
も

に
，
そ
の
他
の
設
備

※
１

１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長

は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
1
0
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
1
1：

起
動
し
た
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
に
関
連
す
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
，
原
子
炉
補

機
冷
却
水
系
１
系
列
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

  
⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
代
替
循
環
冷
却
系
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
列
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を

条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

 
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
代
替
循

環
冷
却
系
は
緩
和
設
備
で
あ
る
た
め
，
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の

が
な
い
。
こ
の
た
め
，
代
替
循
環
冷
却
系
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力

及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
」
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対

象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
含
む
）
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

 Ａ
２
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

 
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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1.7-106 

 

第
1
.
7
.
1
9
図

 
代

替
循

環
冷

却
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

 
概

要
図

（
1
/
4
）

 

（
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

ス
プ

レ
イ

を
実

施
す

る
場

合
）

 

R
C

W
系

，
代

替
H

xま
た

は
海

水
系

に
よ

る
冷

却

R
H

R
熱

交
換

器
(B
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M
O
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R
H

R
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
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M
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ﾎ
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ﾌ
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M
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ﾎ
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ﾌ
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W
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ﾎ
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ﾌ
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C

)
D

/
W

Ｒ
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Ｖ

R
C

C
V

S
/
C

C
R

D
系

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

S
A

M
系

K
6
 ﾀ

ｲ
ﾗ
ｲ
ﾝ

S
A

M
系

T
/
B

負
荷

M
O

M
O

S
P

C
U

系

M
O

M
O M

O
F
D

W
(A

)よ
り

④

⑤
※

1

⑤
※

2
⑤

※
3

⑩

⑤
※

9

⑤
※

7

⑤
※

8

⑪
※

2
⑪

※
1

⑥
a※
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⑮
a※

2
⑮

a※
1

⑥
a※

6

⑮
a※

3

⑨
⑫

a※
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⑮
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⑫
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⑮
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C
S

P

⑤
※
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⑤
※

5

⑤
※
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R
H

R
(A

)系

⑥
a※

1

⑥
a※

2
⑥

a※
5

⑥
a※

4

M
O

M
O

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

凡
例

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
4
-
1
，
6
6
-
4
-
2
，
6
6
-
6
-
1
，

6
6
-
6
-
2
，
第
3
9
条
と
の
共
用
ラ
イ
ン

6
6
-
5
-
4
に
て
整
理

第
4
6
条
に
て
整
理

6
6
-
5
-
5
の
範
囲

赤
枠
に

て
示
す
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1.7-108 

 

第
1
.
7
.
1
9
図

 
代

替
循

環
冷

却
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

 
概

要
図

（
3
/
4
）

 
 

（
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

ス
プ

レ
イ

を
実

施
す

る
場

合
）

 

R
C

W
系

，
代

替
H

xま
た

は
海

水
系

に
よ

る
冷

却

R
H

R
熱

交
換

器
(B

)

M
O
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R
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負
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M
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M
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O
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W
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り
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⑤
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⑤
※

2
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※
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⑪
※

2
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⑥
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⑤
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⑤
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⑤
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R
(A
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⑥
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M
O

M
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設
計

基
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対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

凡
例

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
5
-
4
に
て
整
理

第
4
6
条
に
て
整
理

6
6
-
5
-
5
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

6
6
-
6
-
1
，
6
6
-
6
-
2
，
6
6
-
7
-
1
，

6
6
-
7
-
2
，
第
3
9
条
と
の
共
用
ラ
イ
ン
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 8－9－56 8 

機冷却系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，治具や

輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，格納容器圧力逃

がし装置は，重大事故等時の排出経路と非常用ガス処理系，原子炉区域・

タービン区域換気空調系等の他系統及び機器との間に隔離弁を直列に 2 弁

設置し，格納容器圧力逃がし装置使用時に確実に隔離することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

9.3.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

代替循環冷却系の復水移送ポンプは，設計基準対象施設の復水補給水系

と兼用しており，設計基準対象施設としての復水移送ポンプ 2 台における

ポンプ流量が，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の破損を防止するために必要な流量に対して十分であるため，設計基準

対象施設と同仕様で設計する。 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備の残

留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝熱容量が，

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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するために必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設

備と同仕様で設計する。 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系は，炉心の著しい損傷

が発生した場合において，代替原子炉補機冷却系での圧力損失を考慮して

も原子炉格納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計と

する。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器

ユニット用）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系熱交換器で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量

を有する熱交換器ユニット 1 セット 1 式と大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用）1 セット 1 台を使用する。熱交換器ユニットの保有数は，6 号及び 7

号炉共用で 4 セット 4 式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として 1 式（6 号及び 7 号炉共用）の合計 5 式を保管す

る。大容量送水車（熱交換器ユニット用）の保有数は，6 号及び 7 号炉共用

で 4 セット 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 5台を保管する。 

また，代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱

交換器ユニット用）は，想定される重大事故等時において，代替循環冷却

系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱と燃料プール冷却浄化系による

使用済燃料プールの除熱を同時に使用するため，各系統の必要な流量を同

時に確保できる容量を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィルタは，想定さ

れる重大事故等時において，原子炉格納容器内を減圧させるため，原子炉

格納容器内で発生する蒸気量に対して，格納容器圧力逃がし装置での圧力

損失を考慮しても十分な排出流量を有する設計とする。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八

66-5-5  8/18

546



 8－9－119 8 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器 

仕様 

 

(1) 代替循環冷却系 

a. 復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

b. 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

基  数 1 

伝熱容量 約 8.1MW 

c. 熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

d. 大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6号及び 7号炉共用） 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

(2) 格納容器圧力逃がし装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

a. フィルタ装置 

個    数 1 

系統設計流量 約 31.6kg/s 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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放射性物質除去効率 99.9%以上（粒子状放射性物質及び無機よ

う素に対して） 

材    料 

 スクラバ水 水酸化ナトリウム水溶液（pH   以上） 

 金属フィルタ ステンレス鋼 

b. よう素フィルタ 

個    数 2 

系統設計流量 約 15.8kg/s（1 基あたりの設計流量） 

放射性物質除去効率 98%以上（有機よう素に対して） 

材    料 銀ゼオライト 

c. ラプチャーディスク 

個    数 2 

設定破裂圧力 約 100kPa[gage]  

 

  

枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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5. 原子炉冷却材補給設備 

5.1 補給水系 

5.1.1 ポンプ 

名 称 復水移送ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上(125)， 以上， 以上， 以上， 以上 

揚 程 m 以上(85)， 以上， 以上， 以上， 以上 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37，1.70 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66，85 

原 動 機 出 力 kW/個 55 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材補給設備として使用する復水移送ポンプは，設計基準

対象施設として復水貯蔵槽に貯蔵されている復水を各使用系統先へ供給することを目的に設置

する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧代

替注水系）として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準対象施設が

有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するために使用する。 

系統構成は，残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合において，復水貯蔵槽を

水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介して，復水等を原子炉圧力容器へ注水する

ことで，発電用原子炉を冷却する設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却系）とし

て使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため使用する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介

して，サプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで発電用原子炉を冷

却する設計とする。 

 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器スプレイ

冷却系）として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，設計基準対象施設が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ炉心の著しい損傷を防止するため使用する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために使用する。 

系統構成は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合において，復

水貯蔵槽を水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介して，復水等をドライウェル内

及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部注水系）

として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために使用する。 

系統構成は，復水貯蔵槽を水源とした復水移送ポンプにより補給水系等を介して，復水等を原

子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な

水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

1. 容量 

 1.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの容量は，施設時と系統構成を含めて変

わらないため，連続使用負荷と間欠使用負荷を考慮した復水移送ポンプ 1個当たりの復水流

量である  m3/h/個を上回る容量として，  m3/h/個以上とする。 

 

公称値については 125m3/h/個とする。 

 

 1.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  1.2.1 低圧代替注水系使用時の容量  m3/h/個 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備（低圧代替注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，事故シーケンスグループ（高圧・

低圧注水機能喪失，全交流動力電源喪失，崩壊熱除去機能喪失，LOCA 時注水機能喪失）

及び格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））

添付-2-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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において，有効性が確認されている容量が復水移送ポンプ 2個で最大  m3/h のため，

1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

  1.2.2 代替循環冷却系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却

系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損），高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱）において，

有効性が確認されている容量が復水移送ポンプ 2個で  m3/h（原子炉への注入流量が

 m3/h，格納容器へのスプレイ流量が  m3/h 又は，原子炉格納容器下部への注水流

量が  m3/h，格納容器へのスプレイ流量が  m3/h）のため，1個あたり  m3/h/以上

とする。 

 

  1.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器

スプレイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原

子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，事故シーケンスグループ（高圧・低圧注

水機能喪失，LOCA 時注水機能喪失）及び格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，有効性が確認されている容量が復水移

送ポンプ 2個で  m3/h のため，1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

  1.2.4 格納容器下部注水系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部

注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原子炉設置

変更許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（高圧溶融物放出／格納容器

雰囲気直接加熱）において，有効性が確認されている原子炉格納容器下部への注入流量

が約 時間で  m3のため，1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

2. 揚程 

 2.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として復水移送ポンプを使用する場合の揚程は，施設時と系統構成を含

めて変わらないため，定格運転時の水源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁

類圧損等が  mであることから，  m 以上とする。 

 

公称値については要求される揚程  mを上回る 85m とする。 

 

 2.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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  2.2.1 低圧代替注水系 68m 以上 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備（低圧代替注水系）として使用する場合の復水移送の揚程は，残留熱除去系(B)配管か

ら原子炉に 300m3/h で注入する場合の水源と移送先圧力(0.1MPa)との圧力差，静水頭，

機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭  約  m 

機器及び配管・弁類圧損  約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低

圧代替注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m以上とする。 

 

  2.2.2 代替循環冷却系 85m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却

系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，水源と移送先の圧力差（サプレッ

ションプールと原子炉の圧力差），静水頭，機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定す

る。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭 約  m 

機器及び配管・弁類圧損  約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却系）

として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

  2.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 93m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器

スプレイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，原子炉格納容器内に

スプレイする場合の水源と移送先の圧力差（大気開放である復水貯蔵槽と原子炉格納容

器の圧力  MPa の圧力差），静水頭，機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差  約  m 

静水頭  約  m 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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機器及び配管・弁類圧損  約  m 

――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器スプ

レイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

  2.2.4 格納容器下部注水系 74m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部

注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，水源と移送先の圧力差（大気

開放である復水貯蔵槽と原子炉格納容器  MPa との圧力差），静水頭，機器圧損，配

管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭 約  m 

機器及び配管・弁類圧損 約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計 約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部注水

系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

3. 最高使用圧力 

 3.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締切運転時の

揚程約  MPa となり，静水頭約  MPa との合計が  MPa となることから，これを

上回る圧力として 1.37MPa とする。 

 

 3.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  3.2.1 低圧代替注水系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

  3.2.2 代替循環冷却系 1.70MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，ポンプ締切運転時の

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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揚程約  MPa となり，静水頭約  MPa 及び格納容器圧力  MPa との合計が  

MPa となることから，これを上回る圧力として 1.70MPa とする。 

 

  3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

  3.2.4 格納容器下部注水系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

 4.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として復水移送ポンプを使用する場合の最高使用温度は，復水貯蔵槽の

最高使用温度に合わせ，66℃とする。 

 

 4.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  4.2.1 低圧代替注水系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

  4.2.2 代替循環冷却系 85℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，水源が原子炉格納容

器内にあることから，代替循環冷却系運転時の原子炉格納容器の重大事故等時における

使用温度を基に設定する。 

復水移送ポンプによる代替循環冷却系運転時の原子炉格納容器の重大事故等時にお

ける使用温度は，重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書

類十）の格納容器破損モード（「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」又は「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」）より約  ℃となることか

ら，これを上回る温度として 85℃とする。 

 

  4.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

  4.2.4 格納容器下部注水系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

5. 原動機出力 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの原動機出力は，定格流量点での軸動力を

基に設定する。 

 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝125/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝85 

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）   ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

125
3600

×85

／100
＝  ≒  kW 

 

上記より，設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの原動機出力は必要軸動力  

kW を上回る 55kW/個とする。 

 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，重大事故等時の容量

及び揚程が最も高くなる低圧代替注水系において使用する場合の軸動力を基に設定する。 

 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝150/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝84 

η  ：ポンプ効率（％）                ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

150
3600

×84

／100
＝  ≒  kW 

 

以上より，重大事故等対処設備として使用する場合の原動機出力は必要軸動力  kW を上回

る値として，設計基準対象施設と同仕様で設計し，55kW/個とする。 

 

6. 個数 

復水移送ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として復水貯蔵槽に貯蔵されている復

水を各使用系統へ供給するために必要な個数である 3個設置し，内 1台を常時運転とする。 

 

復水移送ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として 3個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 
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保安規定第６６条 

表６６－５「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」 

「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」 

「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」 

６６－５－６「格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 
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保安規定第６６条 

表６６－６「原子炉格納容器内の冷却等のための設備」 

６６－６－１「代替格納容器スプレイ冷却系（常設）」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数・必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

  （４）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 

 

添付－３ 同等な機能を有する設備 

（１） 設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 

（２） 設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

復
水
移
送
ポ
ン
プ

※
３
 

２
台
 

復
水
貯
蔵
槽
 

※
４
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
５
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
７
 

※
１
：
必

要
な
弁
及
び
配
管
を
含
む
。

 
※
２
：
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
の
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
は
，「

６
６
－
６
－
１
 
代
替
格
納
 

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
（

常
設

）
」
，
「

６
６

－
６

－
２

 
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

（
可

搬

型
）
」
，「

６
６
－
５
－
５
 
代
替
循
環
冷
却
系
」
，「

第
３
９
条
 
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
」
の
設

備
を
兼
ね
る
。
動
作
不
能
時
は
，
各
条
文
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 
※
３
：
復
水
移
送
ポ
ン
プ
は
，「

６
６
－
４
－
１
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
」
，「

６
６
－
５
－
５
 
代

替
循

 
環

冷
却
系
」
，「

６
６
－
６
－
１
 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）」

及
び
「
６
６
－
７

－
１
 

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
」
の
設
備
を
兼
ね
る
。
動
作
不
能
時
は
，
各
条
文
の
運
転
上
の
制
限
も

確
認
す
る
。

 
※
４

：「
６
６
－
１
１
－
１
 
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
５

：「
６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
６

：「
６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
７

：「
６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内
電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 

     

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

で
も

維
持

で
き

る
よ
う

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処
設

備
で

あ
る

代
替

格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定

変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

 
 
「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，（

１
）
格
納
容
器
内
の
冷
却

機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
，（

２
）

原
子

炉
格
納

容
器
の

破
損
を
防

止
す

る
た

め
，
原

子
炉
格
納

容
器

内
の

圧
力
及

び
温
度
並

び
に

放
射

性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 ・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
水

の
供
給

手
順
等
」

と
し

て
設

計
基
準

事
故
の
収

束
に

必
要

な
水

源
と
は

別
に
，

重
大
事
故

等
の

収
束

に
必
要

と
な
る
十

分
な

量
の

水
を
確

保
す
る
こ

と
に

加
え

て
，

設
計
基

準
事
故

及
び
重
大

事
故

等
対

処
設
備

に
対
し
て

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 ④

 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子

炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の

濃
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ

る
期

間
を

機
能

維
持

期
間

と
し

て
適

用
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態

は

「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
に
つ
い
て
，
有
効
性
評
価
（
高
圧
・
低
圧
注
水
機
能
喪
失
等
）

で
は
，
解
析
条
件
と
し
て
復
水
移
送
ポ
ン
プ
２
台
（
１
４
０
ｍ

３
／
ｈ
）
で
ス
プ
レ
イ
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
た
め
，
復
水
移
送
ポ
ン
プ
の
所
要
数
を
２
台
と
す
る
。（

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
復
水
移
送
ポ
ン
プ
２
台
運
転
に
て
，
流
量
が
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上

で
，
揚
程
が
 
 
 
 ｍ

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際

し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

３
．
 原

子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水
移
送

ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

４
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
冷
却
系
Ｂ
系
に
お
け
る
洗
浄
水
弁
，
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ

ン
隔
離
弁
，
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
及
び
圧
力
抑
制
室
ス
プ
レ

イ
注
入
隔
離
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動

作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

※
８

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

                     

 
⑦

 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。
 

定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
確
認

す
る
流
量
及
び

揚
程
は
，
工

事
計
画
認
可
申

請
書
の
記
載

に
基
づ
き
，
設

定
す
る
。
（
添

付
－

２
）
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）
 

項
目
２
，
３
，
４
が
該
当
。
 

 

弁
動
作
確
認
は
，
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
す
る
た
め
に
中
央
制
御
室
又
は

AM

用
操

作
箱
か

ら
の

遠
隔

操
作
が

必
要

な
弁

と
し

て
，

格
納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

Ｂ
系
に

お
け
る

洗
浄
水
弁
，
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
隔
離
弁
及
び
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
，
並
び
に
復
水
補
給

水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
を
対
象
と
す
る
。
 

頻
度
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る

が
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
は
，
プ
ラ
ン
ト
運
転
中
に
開
閉
試
験
を
行
う
と
，
プ
ラ
ン
ト
に
外

乱
（
タ
ー
ビ
ン
グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
蒸
気
喪
失
に
よ
る
復
水
器
真
空
度
悪
化
）
を
与
え
る
た
め
，
プ
ラ

ン
ト
停
止
中
に
動
作
確
認
を
行
う
。
 

  
                  

                                        

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
代
替
格
納
容
器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

（
常
設
）
が
動
作

不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
１
系
列
を
起
動

し
，
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
９
と
と
も
に
，

そ
の

他
設

備
※

１
０
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備

※
１

１

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３

．
当
直
長

は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
９

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
※

10
：

起
動
し

た
格
納
容

器
ス
プ

レ
イ
系
に

接
続
す
る

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機

１
台
を

い
い
，
至

近
の

記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
1
1
：
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
を
い
う
。
（
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
含
む
）
 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
列
数
が

１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

 
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申

請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
含
む
）
が
該
当
す
る
。 

 Ａ
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能
で

 
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
技
術

的
能
力
で
整
理
し
た
「
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対
応
す

る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３

日
間
」
と
す
る
。
ま
た
準
備
時
間
を
短
縮
さ
せ
る
た
め
，
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
を
実
施
す
る
。

（
添
付
－
３
）

 
 

【
必
要
容
量
】

 
消
火
系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
は
復
水
移
送
ポ
ン
プ
（
２
台
）
と
同
等
の
流
量
を
有
す
る
。 

（
添
付
－
３
）

 
 
【
準
備
時
間
】

 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
開
始
ま
で
約
２
５
分
で
あ
る

の
に
対
し
て
，
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
開
始
は
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３
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 Ａ

３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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9.2.2.2  悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，通常時は弁により他の系統と

隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，治具や輪留めによる固定等をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，飛散物となって他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

9.2.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは，設計基準対

象施設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施設としての復水移

送ポンプ 2 台におけるポンプ流量が，想定される重大事故等時において，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプ

レイ流量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計す

る。また，復水移送ポンプは，想定される重大事故等時において，代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容器下部注水系（常設）として同

時に使用するため，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流量を有するものを 1 セ

ット 4 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 16 台に加え

て，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6

号及び 7号炉共用）の合計 17 台を保管する。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等時にお

いて，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び低圧代替注水系（可搬

型）として同時に使用するため，各系統の必要な流量を同時に確保できる

容量を有する設計とする。 

 

9.2.2.4  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは，廃棄物処理

建屋内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室で可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室若しくは離れた場所から遠

隔で可能な設計又は設置場所で可能な設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，淡水だけでなく海水も

使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期

間とすることで，設備への影響を考慮する。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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第 9.2－1 表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様 

 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

a. 復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

a. 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び 7号炉共用） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を赤枠にて示す 
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第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する 

ための設備の主要機器仕様 

 

(1) 低圧代替注水系（常設） 

a. 復水移送ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台  数    2（予備 1） 

容  量    約 125m3/h/台 

全 揚 程    約 85m 

 

(2) 低圧代替注水系（可搬型） 

a. 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び 7号炉共用） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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5. 原子炉冷却材補給設備 

5.1 補給水系 

5.1.1 ポンプ 

名 称 復水移送ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上(125)， 以上， 以上， 以上， 以上 

揚 程 m 以上(85)， 以上， 以上， 以上， 以上 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37，1.70 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66，85 

原 動 機 出 力 kW/個 55 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材補給設備として使用する復水移送ポンプは，設計基準

対象施設として復水貯蔵槽に貯蔵されている復水を各使用系統先へ供給することを目的に設置

する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧代

替注水系）として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準対象施設が

有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するために使用する。 

系統構成は，残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合において，復水貯蔵槽を

水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介して，復水等を原子炉圧力容器へ注水する

ことで，発電用原子炉を冷却する設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却系）とし

て使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため使用する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介

して，サプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで発電用原子炉を冷

却する設計とする。 

 

添付-2-(4) 工事計画認可申請書

容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器スプレイ

冷却系）として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，設計基準対象施設が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ炉心の著しい損傷を防止するため使用する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために使用する。 

系統構成は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合において，復

水貯蔵槽を水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介して，復水等をドライウェル内

及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部注水系）

として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために使用する。 

系統構成は，復水貯蔵槽を水源とした復水移送ポンプにより補給水系等を介して，復水等を原

子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な

水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

1. 容量 

 1.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの容量は，施設時と系統構成を含めて変

わらないため，連続使用負荷と間欠使用負荷を考慮した復水移送ポンプ 1個当たりの復水流

量である  m3/h/個を上回る容量として，  m3/h/個以上とする。 

 

公称値については 125m3/h/個とする。 

 

 1.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  1.2.1 低圧代替注水系使用時の容量  m3/h/個 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備（低圧代替注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，事故シーケンスグループ（高圧・

低圧注水機能喪失，全交流動力電源喪失，崩壊熱除去機能喪失，LOCA 時注水機能喪失）

及び格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））
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において，有効性が確認されている容量が復水移送ポンプ 2個で最大  m3/h のため，

1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

  1.2.2 代替循環冷却系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却

系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損），高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱）において，

有効性が確認されている容量が復水移送ポンプ 2個で  m3/h（原子炉への注入流量が

 m3/h，格納容器へのスプレイ流量が  m3/h 又は，原子炉格納容器下部への注水流

量が  m3/h，格納容器へのスプレイ流量が  m3/h）のため，1個あたり  m3/h/以上

とする。 

 

  1.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器

スプレイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原

子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，事故シーケンスグループ（高圧・低圧注

水機能喪失，LOCA 時注水機能喪失）及び格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，有効性が確認されている容量が復水移

送ポンプ 2個で  m3/h のため，1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

  1.2.4 格納容器下部注水系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部

注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原子炉設置

変更許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（高圧溶融物放出／格納容器

雰囲気直接加熱）において，有効性が確認されている原子炉格納容器下部への注入流量

が約 時間で  m3のため，1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

2. 揚程 

 2.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として復水移送ポンプを使用する場合の揚程は，施設時と系統構成を含

めて変わらないため，定格運転時の水源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁

類圧損等が  mであることから，  m 以上とする。 

 

公称値については要求される揚程  mを上回る 85m とする。 

 

 2.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 
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  2.2.1 低圧代替注水系 68m 以上 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備（低圧代替注水系）として使用する場合の復水移送の揚程は，残留熱除去系(B)配管か

ら原子炉に 300m3/h で注入する場合の水源と移送先圧力(0.1MPa)との圧力差，静水頭，

機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭  約  m 

機器及び配管・弁類圧損  約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低

圧代替注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m以上とする。 

 

  2.2.2 代替循環冷却系 85m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却

系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，水源と移送先の圧力差（サプレッ

ションプールと原子炉の圧力差），静水頭，機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定す

る。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭 約  m 

機器及び配管・弁類圧損  約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却系）

として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

  2.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 93m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器

スプレイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，原子炉格納容器内に

スプレイする場合の水源と移送先の圧力差（大気開放である復水貯蔵槽と原子炉格納容

器の圧力  MPa の圧力差），静水頭，機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差  約  m 

静水頭  約  m 
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機器及び配管・弁類圧損  約  m 

――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器スプ

レイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

  2.2.4 格納容器下部注水系 74m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部

注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，水源と移送先の圧力差（大気

開放である復水貯蔵槽と原子炉格納容器  MPa との圧力差），静水頭，機器圧損，配

管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭 約  m 

機器及び配管・弁類圧損 約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計 約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部注水

系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

3. 最高使用圧力 

 3.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締切運転時の

揚程約  MPa となり，静水頭約  MPa との合計が  MPa となることから，これを

上回る圧力として 1.37MPa とする。 

 

 3.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  3.2.1 低圧代替注水系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

  3.2.2 代替循環冷却系 1.70MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，ポンプ締切運転時の
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揚程約  MPa となり，静水頭約  MPa 及び格納容器圧力  MPa との合計が  

MPa となることから，これを上回る圧力として 1.70MPa とする。 

 

  3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

  3.2.4 格納容器下部注水系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

 4.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として復水移送ポンプを使用する場合の最高使用温度は，復水貯蔵槽の

最高使用温度に合わせ，66℃とする。 

 

 4.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  4.2.1 低圧代替注水系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

  4.2.2 代替循環冷却系 85℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，水源が原子炉格納容

器内にあることから，代替循環冷却系運転時の原子炉格納容器の重大事故等時における

使用温度を基に設定する。 

復水移送ポンプによる代替循環冷却系運転時の原子炉格納容器の重大事故等時にお

ける使用温度は，重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書

類十）の格納容器破損モード（「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」又は「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」）より約  ℃となることか

ら，これを上回る温度として 85℃とする。 

 

  4.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

添付-2-(4) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

66-6-1  16/24

576



 

257 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
3
 
R0
 

する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

  4.2.4 格納容器下部注水系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

5. 原動機出力 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの原動機出力は，定格流量点での軸動力を

基に設定する。 

 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝125/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝85 

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）   ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

125
3600

×85

／100
＝  ≒  kW 

 

上記より，設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの原動機出力は必要軸動力  

kW を上回る 55kW/個とする。 

 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，重大事故等時の容量

及び揚程が最も高くなる低圧代替注水系において使用する場合の軸動力を基に設定する。 

 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 
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η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝150/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝84 

η  ：ポンプ効率（％）                ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

150
3600

×84

／100
＝  ≒  kW 

 

以上より，重大事故等対処設備として使用する場合の原動機出力は必要軸動力  kW を上回

る値として，設計基準対象施設と同仕様で設計し，55kW/個とする。 

 

6. 個数 

復水移送ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として復水貯蔵槽に貯蔵されている復

水を各使用系統へ供給するために必要な個数である 3個設置し，内 1台を常時運転とする。 

 

復水移送ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として 3個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 
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1.6-25 

隔離弁(B)の全閉操作を実施する。 

※D/W スプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要

となった場合は，残留熱除去系注入弁(B)の全開操作

を実施後，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁 (B)

及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁 (B)の全

閉操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水する。 

⑪現場運転員 C 及び D は，復水移送ポンプの水源確保とし

て，復水移送ポンプ吸込ラインの切替え操作（復水補給

水系常/非常用連絡 1 次，2 次止め弁の全開操作）を実施

する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本

部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから代替格納容器スプレイ冷却系（常設）によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 25 分以内で可能

である。その後，現場運転員 2 名にて復水移送ポンプの水

源確保を実施した場合，15 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同

程度である。 

 

(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

自主対策設備に関する説明
関連箇所を赤下線にて示す
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1.6-26 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が故障によ

り使用できず，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）により

原子炉格納容器内にスプレイできない場合は，ろ過水タンク

を水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイす

る。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならな

いように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止を行

う。 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内

へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※ 1 で，原

子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場

合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。  

 

※1:設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

※2:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

到達」とは，格納容器内圧力（D/W），格納容器内圧

力（S/C），ドライウェル雰囲気温度，サプレッショ

ン・チェンバ気体温度又はサプレッション・チェン

バ・プール水位指示値が，原子炉格納容器内へのス

プレイ起動の判断基準（第 1.6.4 表）に達した場
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1.6-11 

・原子炉格納容器 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

なお，防火水槽を水源として利用する場合は，淡水貯

水池と防火水槽の間にあらかじめ敷設したホースを使用

して淡水貯水池から淡水を補給する。淡水貯水池を水源

として利用する場合はあらかじめ敷設したホースを使用

するが，当該ホースが使用できない場合は可搬のホース

にて淡水貯水池からの直接送水ラインを構成する。  

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器内の冷却は，防火水槽又は淡水貯水池の

淡水だけでなく，海水も利用できる。 

 

ⅱ. 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替格納容器スプレイで使用する設備のうち，復水移送

ポンプ，復水貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，残留熱除去

系配管・弁，格納容器スプレイ・ヘッダ，高圧炉心注水系

配管・弁，原子炉格納容器，常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，代替所内電気設備，可搬型代替注水

ポンプ（A－2 級），ホース・接続口及び燃料補給設備は重
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1.6-12 

大事故等対処設備として位置付ける。防火水槽及び淡水貯

水池は「 1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手

順等」【解釈】 1 b)項を満足するための代替淡水源（措

置）として位置付ける。非常用交流電源設備は重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設

備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅

されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

故障した場合においても，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプと同

等の機能（流量）を有することから，重大事故等へ対

処するために消火系による消火が必要な火災が発生し

ていない場合において，原子炉格納容器内を冷却する

手段として有効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認でき
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保安規定第６６条 

表６６－６「原子炉格納容器内の冷却等のための設備」 

６６－６－２「代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 同等な性能を有する設備 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 

（２）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 

【
必
要
容
量
】

 

炉
心
損
傷
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「

全
交
流
動
力

電
源
喪
失
（
外
部
電
源
喪
失
＋
Ｄ
Ｇ
喪
失
）
＋
Ｓ
Ｒ
Ｖ
再
閉
失
敗
」
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い

る
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ
流
量
が
８
０
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
８
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と

す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

          （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑧

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
代
替
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
冷
却
系
（
可
搬

型
）
が
動
作
不
能
の

場
合

 

Ａ
１
．
１
．
当
直
長
は
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
１
系
列
を

起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
と

と
も
に
，
そ
の
他
設
備

※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大

事
故
等
対
処
設
備

※
１
０
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
１
系
列
を

起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
と

と
も
に
，
そ
の
他
設
備

※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
 

備
※
１
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

  

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
８
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
９
：
起
動
し
た
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
に
接
続
す
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
い
い
，
至
近
の

ま
た
，
上
記
同
様
の
有
効
性
評
価
解
析
に
お
い
て
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
及
び
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
を
同
時
に
実
施
す
る
場
合
，
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
流
量

が
４
０
ｍ

３
／
ｈ
，
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ
流
量
が
８
０
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と
か
ら
１
２
０

ｍ
３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。

 

 【
吐
出
圧
力
】

 

必
要
吐
出
圧
力
が
最
大
と
な
る
復
水
補
給
水
系
接
続
口
（
北
）
を
使
用
す
る
場
合
の
最
終
吐
出
端
必
要
圧

力
，
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
吐
出
圧
力
は
，
０
．
７
１
Ｍ
Ｐ
ａ
以
上
と
す
る
。

 

ま
た
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
同
時
に
実
施
す
る
場
合
の
吐

出
圧
力
は
，
必
要
吐
出
圧
力
が
最
大
と
な
る
復
水
補
給
水
系
接
続
口
（
北
）
を
使
用
す
る
場
合
の
最
終
吐

出
端
必
要
圧
力
，
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
１
．
６
３
Ｍ
Ｐ
ａ
以
上
と
す
る
。

 

 

⑦
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
可
搬
型
代
替
注
水

ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す

る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を
含
む
）
が
で
き
な
い
場
合
（
条
件
Ａ
）
は
，
当
該
系
統
の
機
能
を
満
足

で
き
な
い
こ
と
か
ら
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

 ⑧
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 Ａ
１
．
１
．，

Ａ
２
．
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は

「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す

る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
含

む
）
が
該
当
す
る
。

 

 Ａ
１
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
代

替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
及
び
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
該
当
し
，
完
了
時
間

は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

｢３
日
間
｣と

す
る
。

 

 Ａ
１
．
３
．
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ａ
２
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対

応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ

る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
），

消
火
系
は
い
ず
れ
も
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷

却
系
（
可
搬
型
）
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で
き
る
こ
と
か
ら
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。（
添

付
－
２
）

 

 Ａ
２
．
３
．
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
10
：
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
を
い
う
。
 

※
11
：
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
い
う
。
 

 

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 

Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

 

【
必
要
容
量
】

 

・
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
は
「

  
 ｍ

３
／
ｈ
」
以
上
の
ス
プ
レ
イ
流
量
を
有
す

る
。

 

・
消
火
系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
は
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
と
同
等
の

流
量
を
有
す
る
。（

添
付
－
２
）

 

 

【
準
備
時
間
】

 

・
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
及
び
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
は
，
い
ず

れ
も
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で
き
る
こ
と
か
ら
，

時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。（

添
付
－
２
）

 

 枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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1.6-106 

 

    

第
1
.
6
.
1
1
図

 
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

 

ス
プ

レ
イ

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

 
（

交
流

電
源

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
合

）
 

M
O

M
O

M
O

A
O

M
O

M
O

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
A

)

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
B

)

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
C

)

T
/
B

各
負

荷

M
O

M
O

Ｄ
Ｄ

消
火

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ

D
/
W

Ｒ
Ｐ

Ｖ

R
C

C
V

S
/
C

R
/
B

F
D

W
(A

)ﾗ
ｲ
ﾝ

M
O

M
O

M
O

ろ
過

水
ﾀ
ﾝ
ｸ

遠
隔

手
動

弁
操

作
設

備
（
非

管
理

区
域

）

N
O

遠
隔

手
動

弁
操

作
設

備
（
屋

外
）

FTFI

（
中
央
制
御
室
）

④

⑤
※
1

⑤
※
2

⑦
a※

1

⑦
a※

3

⑦
b
※
2

Ｏ
Ｏ

⑪
※
2

⑪
※
1

Ｃ
Ｓ

Ｐ

⑦
a※

2

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

凡
例

海
水

防
火

水
槽

淡
水

貯
水

池

⑦
b
※
1

⑫
※
3

⑫
※
2

⑫
※
1

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補１

6
6
-
6
-
1
，
6
6
-
5
-
5
，
第
3
9
条

と
の
共
用
ラ
イ
ン
 

6
6
-
6
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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1.6-110 

 

    

第
1
.
6
.
1
4
図

 
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

 

ス
プ

レ
イ

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

 
（

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
て

い
る

場
合

）
 

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補１
6
6
-
6
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

6
6
-
6
-
1
，
6
6
-
5
-
5
，
第
3
9
条

と
の
共
用
ラ
イ
ン
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1.6-25 

隔離弁(B)の全閉操作を実施する。 

※D/W スプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要

となった場合は，残留熱除去系注入弁(B)の全開操作

を実施後，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁 (B)

及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁 (B)の全

閉操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水する。 

⑪現場運転員 C 及び D は，復水移送ポンプの水源確保とし

て，復水移送ポンプ吸込ラインの切替え操作（復水補給

水系常/非常用連絡 1 次，2 次止め弁の全開操作）を実施

する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本

部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから代替格納容器スプレイ冷却系（常設）によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 25 分以内で可能

である。その後，現場運転員 2 名にて復水移送ポンプの水

源確保を実施した場合，15 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同

程度である。 

 

(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

自主対策設備に関する説明
関連箇所を赤下線にて示す

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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1.6-26 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が故障によ

り使用できず，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）により

原子炉格納容器内にスプレイできない場合は，ろ過水タンク

を水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイす

る。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならな

いように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止を行

う。 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内

へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※ 1 で，原

子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場

合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。  

 

※1:設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

※2:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

到達」とは，格納容器内圧力（D/W），格納容器内圧

力（S/C），ドライウェル雰囲気温度，サプレッショ

ン・チェンバ気体温度又はサプレッション・チェン

バ・プール水位指示値が，原子炉格納容器内へのス

プレイ起動の判断基準（第 1.6.4 表）に達した場
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1.6-11 

・原子炉格納容器 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

なお，防火水槽を水源として利用する場合は，淡水貯

水池と防火水槽の間にあらかじめ敷設したホースを使用

して淡水貯水池から淡水を補給する。淡水貯水池を水源

として利用する場合はあらかじめ敷設したホースを使用

するが，当該ホースが使用できない場合は可搬のホース

にて淡水貯水池からの直接送水ラインを構成する。  

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器内の冷却は，防火水槽又は淡水貯水池の

淡水だけでなく，海水も利用できる。 

 

ⅱ. 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替格納容器スプレイで使用する設備のうち，復水移送

ポンプ，復水貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，残留熱除去

系配管・弁，格納容器スプレイ・ヘッダ，高圧炉心注水系

配管・弁，原子炉格納容器，常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，代替所内電気設備，可搬型代替注水

ポンプ（A－2 級），ホース・接続口及び燃料補給設備は重
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1.6-12 

大事故等対処設備として位置付ける。防火水槽及び淡水貯

水池は「 1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手

順等」【解釈】 1 b)項を満足するための代替淡水源（措

置）として位置付ける。非常用交流電源設備は重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設

備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅

されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

故障した場合においても，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプと同

等の機能（流量）を有することから，重大事故等へ対

処するために消火系による消火が必要な火災が発生し

ていない場合において，原子炉格納容器内を冷却する

手段として有効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認でき
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保安規定第６６条 

表６６－７「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」 

６６－７－１「格納容器下部注水系（常設）」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

 添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 

（４）設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

 

 添付－３ 同等な機能を有する設備 

（１） 設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 

（２） 設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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：「

６
６
－
１
２
－

６
 
代
替
所
内

電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 

      

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）

第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器

（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
炉
心
の
著

し
い

損
傷
が
発

生
し
た
場
合
に
お

い
て
原
子

炉
格
納
容
器
下
部

に
落
下
し

た
溶
融
炉
心
を
冷

却
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備

を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 ・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「
重

大
事
故
等

の
収
束
に
必
要
と

な
る
水
の

供
給

手
順
等
」
と

し
て
設
計

基
準
事
故
の
収
束

に
必
要

な
水

源
と
は
別

に
，
重
大
事
故
等

の
収
束
に

必
要
と
な
る
十
分

な
量
の
水

を
確
保
す
る
こ
と

に
加
え

て
，

設
計
基
準

事
故
及
び
重
大
事

故
等
対
処

設
備
に
対
し
て
重

大
事
故
等

の
収

束
に
必
要
と

な
る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る

こ
と
。

 
 ④

 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容

器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
溶
融
し
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間

と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停

止
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
に
つ
い
て
，
有
効
性
評
価
（
格
納
容
器
雰
囲
気
直
接
加
熱
）
で
は
，
解

析
条
件
と
し
て
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
（
９
０
ｍ

３
／
ｈ
）
で
格
納
容
器
下
部
の
事
前
水
張
り
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
た
め
，
復
水
移
送
ポ
ン
プ
の
所
要
数
を
１
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
復
水
移
送
ポ
ン
プ
の
流
量
が
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
，
揚
程
が
 

 
 
 
 
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
注
水
流
量
調
節

弁
及
び
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
注
水
ラ
イ
ン
隔
離
弁
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に

際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

３
．
復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確

認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

４
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水

移
送
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

※
８
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

                       

 ⑦
 

適
用

さ
れ

る
原

子
炉

の
状

態
に

お
け

る
確

認
事

項
を

記
載

す
る

。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 
 

 
ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を

定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
，
３
，
４
が
該
当
。

 
 

 
弁
動

作
確
認
は

，
当
該
系

統
に
要

求
さ
れ
る

準
備
時
間

を
満
足

す
る
た
め

に
中
央
制

御
室
か

ら
の

遠
隔

操
作
が
必

要
な
弁
と

し
て
，

復
水
補
給

水
系
に
お

け
る
タ

ー
ビ
ン
建

屋
負
荷
遮

断
弁
，

下
部

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
流
量
調
節
弁
及
び
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
注
水
ラ
イ
ン
隔
離
弁
を
対
象
と
す
る
。

 
頻
度
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す

 
る
。
 

 
上
記
対
象
弁
の
動
作
確
認
は
以
下
の
理
由
か
ら
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
に
行
う
。

 
 
・
タ

ー
ビ
ン
建

屋
負
荷
遮
断
弁
は

，
プ
ラ
ン

ト
運
転
中
に
開
閉

試
験
を
行

う
と
，
プ
ラ
ン
ト

に
外
乱

（
タ

ー
ビ
ン
グ

ラ
ン
ド
シ

ー
ル
蒸

気
喪
失
に

よ
る
復
水

器
真
空

度
悪
化
）

を
与
え
る

た
め
，

プ
ラ

ン
ト
停
止
中
に
動
作
確
認
を
行
う
。

 
・
下

部
ド
ラ
イ

ウ
ェ
ル
流
量
調
節

弁
及
び
下

部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

注
水
ラ
イ

ン
隔
離
弁
に
つ
い

て
は
，

当
該

弁
間
に
溜

ま
っ
た
水

を
ブ
ロ

ー
す
る
ラ

イ
ン
が
無

い
た
め

，
下
部
ド

ラ
イ
ウ
ェ

ル
に
仮

設
の

排
水

ポ
ン
プ
を

準
備
し
た

う
え
で

下
部
ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル

注
水
ラ

イ
ン
隔
離

弁
の
開
操

作
を
行

う
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
に

動
作
確
認
を
行
う
。

 
             

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
格
納
容
器
下
部
注

水
系
（
常
設
）
が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
１
．
当

直
長
は
，
低
圧
注
水
系
１
系
列
を
起
動
し
，
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
９
と
と
も
に
，
そ
の

他
設

備
※

１
０
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大

事
故

等
対

処
設

備
※

１
１
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２
．
１
．
当

直
長
は
，
低
圧
注
水
系
１
系
列
を
起
動
し
，
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
９
と
と
も
に
，
そ
の

他
設

備
※

１
０
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
 

備
※

１
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

  

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
９

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
※

1
0：

残
り
の
低
圧
注
水
系
２
系
列
及
び
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
３
台
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
1
1：

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型

）
を
い
い
，
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た

め
に
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
設
置
す
る
等
の
補
完
措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を

含
む
。
 

※
1
2
：
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
下
部

注
水
を
い
う
。

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
列
数
が
１
Ｎ
未
満

に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
）

 
 Ａ

１
．
１
．，

Ａ
２
．
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
格
納
容
器
下
部
注
水

系
（
常
設
）
は
緩
和
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
そ
の

た
め
，
そ
の

目
的
に
応

じ
て
対

応
す
る
設

計
基
準
事

故
対
処

設
備
の
完

了
時
間
を

参
考
と

し
て

設
定
す
る
。
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
に
期
待
す
る
機
能
は
，「

炉
心
の
著
し
い
損
傷
が

発
生
し
た
場

合
に
お
い

て
原
子

炉
格
納
容

器
の
破
損

を
防
止

す
る
た
め

，
溶
融
し

，
原
子

炉
格

納
容
器
下
部

に
落
下
し

た
溶
融

炉
心
を
冷

却
す
る
」

こ
と
で

あ
る
。
低

圧
注
水
系

の
機
能

が
健

全
で
あ
れ
ば
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
へ
の
進
展
を
防
止
で
き
る
。
従
っ
て
，
対
応
す
る
設
計
基
準

事
故
対
処
設

備
と
し
て

は
，

炉
心
の
冷
却

に
寄
与
す

る
低
圧

注
水
系
（

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機
含
む
）
を
設
定
す
る
。

 
 Ａ

１
．
２

．
動
作

不
能
と
な
っ
た

重
大
事
故
等

対
処
設
備
と
同

等
の
機
能
を

有
す
る
重
大
事

故
等
対
処

設
備
が
動
作

可
能
で
あ

る
こ
と

を
確
認
す

る
。
対
象

と
な
る

設
備
は
「

設
置
変
更

許
可
申

請
書

（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
該
当
し
，

完
了

時
間

は
対

応
す

る
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
の

Ａ
Ｏ

Ｔ
上

限

（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 

【
必
要
容
量
】

 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
は
，
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
と
同
様
に
，

 
「
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
」
以
上
の
注
水
流
量
を
有
す
る
。

 
 

【
準
備
時
間
】

 
格
納

容
器
下
部

注
水
系
（

常
設
）

の
準
備
時

間
が
約
３

５
分
に

対
し
て
，

格
納
容
器

下
部
注

水
系

（
可

搬
型
）
の

準
備
時
間

は
約
３

３
０
分
要

す
る
こ
と

か
ら
，

事
前
準
備

等
に
よ
る

時
間
短

縮
の

補
完
措
置
を
行
い
，
３
５
分
以
内

に
注

水
開

始
可

能
な

体
制

を
整
え
る
。
（
添
付
－
３
）

 
 Ａ

１
．
３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完

了
時
間
は
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故

等
対
処
設
備

が
動
作
可

能
で
あ

る
こ
と
を

確
認
し
た

場
合
の

Ａ
Ｏ
Ｔ
上

限
の
「
３

０
日
間

」
と

す
る

。
 

 Ａ
２

．
２
．
動
作

不
能
と
な
っ
た

重
大
事
故
等

対
処

設
備
の
機

能
を
補
完
す

る
自
主
対
策
設

備
が
動
作

可
能
で
あ
る

こ
と
を
確

認
す
る

。
対
象
と

な
る
設
備

は
「
設

置
変
更
許

可
申
請
書

（
添
付

書
類

十
）
」
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
下
部
注
水
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は

対
応
す
る
設

計
基
準
事

故
対
処

設
備
が
動

作
可
能
で

あ
る
場

合
の
Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
（

１
Ｎ
未

満
）

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 

【
必
要
容
量
】

 
消
火

系
の
デ
ィ

ー
ゼ
ル
駆

動
消
火

ポ
ン
プ
は

復
水
移
送

ポ
ン
プ

（
１
台
）

と
同
等
の

流
量
を

有
す

る
。
（
添
付
－
３
）

 
 

【
準
備
時
間
】

 
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
下
部
注
水
は
，
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
よ
り
も
準
備
時
間
が
短

い
こ
と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。
（
添
付
－
３
）

 
 Ａ

２
．
３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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7
-
1
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に示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔離し，

重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，治具や輪留めによる固定等をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，飛散物となって他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。また，コリウムシールドは，下部にスリ

ットを設けることで，原子炉格納容器下部に設置されているドライウェル

高電導度廃液サンプの原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の

漏えい検出機能に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

9.4.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプは，設計基準対象施設の

復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量が，

想定される重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心を冷却するために必要な注水流量に対して十分であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計する。また，復水移送ポンプは，想定される重大事

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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故等時において，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容器下部

注水系（常設）として同時に使用するため，各系統の必要な流量を同時に

確保できる容量を有する設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，想

定される重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心

を冷却するために必要な注水流量を有するものを 1 セット 4 台使用する。

保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 16 台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）

の合計 17 台を保管する。 

コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心が，ドラ

イウェル高電導度廃液サンプ及びドライウェル低電導度廃液サンプへ流入

することを抑制するために必要な厚さ及び高さを有する設計とする。 

 

9.4.2.4  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプは，廃棄物処理建屋内に

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制

御室で可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定され

る重大事故等時において，中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で可能

な設計又は設置場所で可能な設計とする。 

また，格納容器下部注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用でき

る設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とする

ことで，設備への影響を考慮する。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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第 9.4－1 表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の主要 

機器仕様 

 

(1) 格納容器下部注水系（常設） 

a. 復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 格納容器下部注水系（可搬型） 

a. 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び 7号炉共用） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

(3) コリウムシールド 

材  質    ジルコニア 

高  さ    6 号炉  約 0.85m 

7 号炉  約 0.65m 

厚  さ    約 0.13m 

(4) 低圧代替注水系（常設） 

a. 復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

(5) 低圧代替注水系（可搬型） 

a. 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び 7号炉共用） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する 

ための設備の主要機器仕様 

 

(1) 低圧代替注水系（常設） 

a. 復水移送ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台  数    2（予備 1） 

容  量    約 125m3/h/台 

全 揚 程    約 85m 

 

(2) 低圧代替注水系（可搬型） 

a. 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び 7号炉共用） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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5. 原子炉冷却材補給設備 

5.1 補給水系 

5.1.1 ポンプ 

名 称 復水移送ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上(125)， 以上， 以上， 以上， 以上 

揚 程 m 以上(85)， 以上， 以上， 以上， 以上 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37，1.70 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66，85 

原 動 機 出 力 kW/個 55 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材補給設備として使用する復水移送ポンプは，設計基準

対象施設として復水貯蔵槽に貯蔵されている復水を各使用系統先へ供給することを目的に設置

する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧代

替注水系）として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準対象施設が

有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するために使用する。 

系統構成は，残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合において，復水貯蔵槽を

水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介して，復水等を原子炉圧力容器へ注水する

ことで，発電用原子炉を冷却する設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却系）とし

て使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため使用する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介

して，サプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで発電用原子炉を冷

却する設計とする。 

 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す 枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器スプレイ

冷却系）として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，設計基準対象施設が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ炉心の著しい損傷を防止するため使用する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために使用する。 

系統構成は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合において，復

水貯蔵槽を水源とした復水移送ポンプにより残留熱除去系等を介して，復水等をドライウェル内

及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部注水系）

として使用する復水移送ポンプは，以下の機能を有する。 

 

復水移送ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために使用する。 

系統構成は，復水貯蔵槽を水源とした復水移送ポンプにより補給水系等を介して，復水等を原

子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な

水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

1. 容量 

 1.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの容量は，施設時と系統構成を含めて変

わらないため，連続使用負荷と間欠使用負荷を考慮した復水移送ポンプ 1個当たりの復水流

量である  m3/h/個を上回る容量として，  m3/h/個以上とする。 

 

公称値については 125m3/h/個とする。 

 

 1.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  1.2.1 低圧代替注水系使用時の容量  m3/h/個 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備（低圧代替注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，事故シーケンスグループ（高圧・

低圧注水機能喪失，全交流動力電源喪失，崩壊熱除去機能喪失，LOCA 時注水機能喪失）

及び格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））

添付-2-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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において，有効性が確認されている容量が復水移送ポンプ 2個で最大  m3/h のため，

1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

  1.2.2 代替循環冷却系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却

系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損），高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱）において，

有効性が確認されている容量が復水移送ポンプ 2個で  m3/h（原子炉への注入流量が

 m3/h，格納容器へのスプレイ流量が  m3/h 又は，原子炉格納容器下部への注水流

量が  m3/h，格納容器へのスプレイ流量が  m3/h）のため，1個あたり  m3/h/以上

とする。 

 

  1.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器

スプレイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原

子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，事故シーケンスグループ（高圧・低圧注

水機能喪失，LOCA 時注水機能喪失）及び格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，有効性が確認されている容量が復水移

送ポンプ 2個で  m3/h のため，1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

  1.2.4 格納容器下部注水系使用時の容量  m3/h/個以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部

注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの容量は，有効性評価解析（原子炉設置

変更許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（高圧溶融物放出／格納容器

雰囲気直接加熱）において，有効性が確認されている原子炉格納容器下部への注入流量

が約 時間で  m3のため，1個あたり  m3/h 以上とする。 

 

2. 揚程 

 2.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として復水移送ポンプを使用する場合の揚程は，施設時と系統構成を含

めて変わらないため，定格運転時の水源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁

類圧損等が  mであることから，  m 以上とする。 

 

公称値については要求される揚程  mを上回る 85m とする。 

 

 2.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 
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  2.2.1 低圧代替注水系 68m 以上 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備（低圧代替注水系）として使用する場合の復水移送の揚程は，残留熱除去系(B)配管か

ら原子炉に 300m3/h で注入する場合の水源と移送先圧力(0.1MPa)との圧力差，静水頭，

機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭  約  m 

機器及び配管・弁類圧損  約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低

圧代替注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m以上とする。 

 

  2.2.2 代替循環冷却系 85m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却

系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，水源と移送先の圧力差（サプレッ

ションプールと原子炉の圧力差），静水頭，機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定す

る。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭 約  m 

機器及び配管・弁類圧損  約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替循環冷却系）

として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

  2.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 93m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器

スプレイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，原子炉格納容器内に

スプレイする場合の水源と移送先の圧力差（大気開放である復水貯蔵槽と原子炉格納容

器の圧力  MPa の圧力差），静水頭，機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差  約  m 

静水頭  約  m 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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機器及び配管・弁類圧損  約  m 

――――――――――――――― 

合 計  約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（代替格納容器スプ

レイ冷却系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

  2.2.4 格納容器下部注水系 74m 以上 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部

注水系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は，水源と移送先の圧力差（大気

開放である復水貯蔵槽と原子炉格納容器  MPa との圧力差），静水頭，機器圧損，配

管・及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭 約  m 

機器及び配管・弁類圧損 約  m 

―――――――――――――――――――― 

合 計 約  m 

 

以上より，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器下部注水

系）として使用する場合の復水移送ポンプの揚程は  m 以上とする。 

 

3. 最高使用圧力 

 3.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締切運転時の

揚程約  MPa となり，静水頭約  MPa との合計が  MPa となることから，これを

上回る圧力として 1.37MPa とする。 

 

 3.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  3.2.1 低圧代替注水系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

  3.2.2 代替循環冷却系 1.70MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，ポンプ締切運転時の

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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揚程約  MPa となり，静水頭約  MPa 及び格納容器圧力  MPa との合計が  

MPa となることから，これを上回る圧力として 1.70MPa とする。 

 

  3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

  3.2.4 格納容器下部注水系 1.37MPa 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの使用方法，水源が設計基準対象施設の使用方法，水源と同仕様で

あるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

 4.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として復水移送ポンプを使用する場合の最高使用温度は，復水貯蔵槽の

最高使用温度に合わせ，66℃とする。 

 

 4.2 重大事故等対処設備 

重大事故等時における復水移送ポンプの使用時の値を以下に示す。 

 

  4.2.1 低圧代替注水系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

  4.2.2 代替循環冷却系 85℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，水源が原子炉格納容

器内にあることから，代替循環冷却系運転時の原子炉格納容器の重大事故等時における

使用温度を基に設定する。 

復水移送ポンプによる代替循環冷却系運転時の原子炉格納容器の重大事故等時にお

ける使用温度は，重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書

類十）の格納容器破損モード（「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」又は「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」）より約  ℃となることか

ら，これを上回る温度として 85℃とする。 

 

  4.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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66-7-1  16/24

613



 

257 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
3
 
R0
 

する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

  4.2.4 格納容器下部注水系 66℃ 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に使用

する復水移送ポンプの温度が設計基準対象施設の温度と同仕様であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

5. 原動機出力 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの原動機出力は，定格流量点での軸動力を

基に設定する。 

 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝125/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝85 

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）   ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

125
3600

×85

／100
＝  ≒  kW 

 

上記より，設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの原動機出力は必要軸動力  

kW を上回る 55kW/個とする。 

 

復水移送ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，重大事故等時の容量

及び揚程が最も高くなる低圧代替注水系において使用する場合の軸動力を基に設定する。 

 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝150/3600 

Ｈ  ：揚程(m)              ＝84 

η  ：ポンプ効率（％）                ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

150
3600

×84

／100
＝  ≒  kW 

 

以上より，重大事故等対処設備として使用する場合の原動機出力は必要軸動力  kW を上回

る値として，設計基準対象施設と同仕様で設計し，55kW/個とする。 

 

6. 個数 

復水移送ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として復水貯蔵槽に貯蔵されている復

水を各使用系統へ供給するために必要な個数である 3個設置し，内 1台を常時運転とする。 

 

復水移送ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として 3個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 
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1.8-11 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求

される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.8.1） 

以上の重大事故等対処設備により原子炉格納容器下部に

落下した溶融炉心を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び

可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）と同等の機能（流

量）を有することから，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない場合

において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冷却する手段として有効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認でき

た場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

 

b. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のため

の対応手段及び設備 

(a) 原子炉圧力容器への注水 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
自主対策設備に関する説明
関連箇所を赤枠にて示す 
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中
央

制
御

室
運

転
員

　
Ａ

，
Ｂ

2

※
1
　

9
0
ｍ

3
/
h
に

て
1
2
0

分
注

水

※
2
　

R
P

V
破

損
が

確
認

さ
れ

て
か

ら
注

水
開

始
ま

で
の

時
間

。備
考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

1
0

3
0

4
0

R
P

V
破

損
確

認
0

3
5
分

5
分

※
2

1
0

1
5
5

2
0

2
0

5
0

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（初

期
水

張
り

）
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

（注
水

継
続

）

準
備
時
間

関
連
箇
所
を
赤
枠
に
て
示
す
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1.8-72 

第
1
.
8
.
6
図

 
格

納
容

器
下

部
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

 

（
系

統
構

成
）

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

 
 

通
信

連
絡

設
備

準
備

，
電

源
確

保

バ
イ

パ
ス

流
防

止
措

置
，

系
統

構
成

移
動

，
電

源
確

保

移
動

，
遠

隔
手

動
弁

操
作

設
備

に
よ

る
系

統
構

成
（
非

管
理

区
域

）

経
過

時
間

（
分

）

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

備
考

格
納

容
器

下
部

注
水

系
（
可

搬

型
）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（
淡

水
/
海

水
）

中
央

制
御

室
運

転
員

　
Ａ

，
Ｂ

2

現
場

運
転

員
　

Ｃ
，

Ｄ
2

1
0

3
0

4
0

5
0

6
0

系
統

構
成

完
了

3
5
分

2
0

7
0

8
0

9
0
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1.8-75 

 

第
1
.
8
.
7
図

 
格

納
容

器
下

部
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

 

（
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

送
水

）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
3
/
3
）

 

 

注
水

確
認

注
水

確
認

5
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
～

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

送
水

準
備

屋
外

～
5
号

炉
東

側
第

二
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

※
2
　

必
要

注
水

量
到

達
後

注
水

停
止

送
水

 Ｒ
Ｐ

Ｖ
破

損
後

の
注

水
開

始
（
注

水
継

続
）



※
1　

緊
急

時
対

策
要

員
6
名
で

2ユ
ニ
ッ

ト
分

を
対

応
し

た
場

合
，

6号
炉
へ

の
送

水
開

始
ま

で
約

33
0
分
，

7号
炉
へ

の
送

水
開

始
ま

で
約

34
5
分
で

可
能

で
あ

る
。

 
 
  
 
緊
急

時
対

策
要

員
1
0
名
で

2ユ
ニ
ッ

ト
分

を
対

応
し

た
場

合
，

6号
炉
及

び
7
号
炉

へ
の

送
水

開
始

ま
で

約
2
2
5分

で
可

能
で

あ
る

。

※
2　

90
ｍ

3
/
h
に
て

12
0
分
注

水
。

※
3　

Ｒ
Ｐ

Ｖ
破

損
が

確
認

さ
れ

て
か

ら
注

水
開

始
ま

で
の

時
間

。

送
水

注
水

（
初

期
水

張
り

）

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
送

水

[淡
水

貯
水

池
を

水
源

と
し

た

場
合

（
あ

ら
か

じ
め

敷
設

し
て

あ
る

ホ
ー

ス
が

使
用

で
き

な
い

場
合

）
]

緊
急

時
対

策
要

員
6

※
1

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

で
対

応
す

る
。

経
過

時
間

（
分

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
2
名

で

対
応

す
る

。

2
中

央
制

御
室

運
転

員
Ａ

，
B

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
4
名

で

対
応

す
る

。

送
水

準
備

送
水

準
備

10
20

40
30

50
70

60

33
0分

※
1

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

45
0

0
10

20
25
0

80
90

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

5分
※
3

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（初

期
水

張
り

）
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

（注
水

継
続

）

事
前
準
備
に
よ
り
時
間
短
縮

添付-3-(2) 設置変更許可申請書 添付十追補1

66-7-1  23/24

620



 

 

1.8-77 

 

第
1
.
8
.
9
図

 
消

火
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

 
 

必
要

注
水

量
到

達
後

注
水

停
止

R
P

V
破

損
後

の
注

水
開

始
(注

水
継

続
)

消
火

ポ
ン

プ
起

動

移
動

，
電

源
確

保

5
号

炉
運

転
員

2

消
火

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器

下
部

へ
の

注
水

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
，

Ｂ
2

通
信

連
絡

設
備

準
備

，
電

源
確

認
※

1
　

9
0
ｍ

3
/
h
に

て
1
2
0

分
注

水

※
2
　

Ｒ
Ｐ

Ｖ
破

損
が

確

認
さ

れ
て

か
ら

注
水

開

始
ま

で
の

時
間

。

バ
イ

パ
ス

流
防

止
措

置
，

系
統

構
成

　
　

　
　

　
　

注
水

（
初

期
水

張
り

）
※

1

現
場

運
転

員
Ｃ

，
Ｄ

2

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
経

過
時

間
（
分

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

1
0

3
0

4
0

5
0

R
P

V
破

損
確

認

0
1
0

2
0

3
0
分

5
分

※
2

1
5
0

2
0

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（初

期
水

張
り

）
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

（注
水

継
続

）
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保安規定第６６条 

表６６－７「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」 

６６－７－２「格納容器下部注水系（可搬型）」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 同等な性能を有することの説明 

（１） 設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 

（２） 設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 

66-7-2  1/9
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 ６
６
－
７
－
２

 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）

 ①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 ②

 
運
転
上
の
制
限
 ③

 

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
※
２
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 ⑤

 
所
要
数
 ⑥

 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
３
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
４
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
５
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
７
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を

含
む
）
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
の
注
水
ラ
イ
ン
は
，「

６
６
－
７
－
１
 
格
納
容
器
下
部
注
水

系
（
常
設
）」
，「

６
６
－
７
－
２
 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）」
，「

６
６
－
５
－
５
 
代
替

循
環
冷
却
系
」
の
設
備
を
兼
ね
る
。
動
作
不
能
時
は
，
各
条
文
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 

※
３
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定

め
る
。

 

※
４
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
５
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
６
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
７
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内
電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

 

          

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
が
該
当
す
る
。

 

ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
格
納

容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 

「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 ・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等
」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要

な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え

て
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 

 ④
 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納

容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
溶
融
し
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期

間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温

停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 ⑥
 
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
記

載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成

が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

 

 ＜
参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，「

６

６
－
１
９
－
１

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
記
載
す
る
。

 

 可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
時

に
使
用
す
る
場
合
の
容
量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 

 【
必
要
容
量
】

 

格
納
容
器
破
損
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「

高
圧
溶

融
物
放
出
／
格
納
容
器
雰
囲
気
直
接
加
熱
」
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
格
納
容
器
下
部
注

水
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
流
量
が
９
０
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
９

０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

    （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑧

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
格
納
容
器
下
部

注
水
系
（
可
搬

型
）
が
動
作
不

能
の
場
合
 

Ａ
１
．
１
．
当
直
長
は
，
低
圧
注
水
系
１
系
列
を
起
動
し
，
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
と
と
も
に
，
そ
の
他
設
備

※
９

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等

対
処
設
備

※
１
０
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
管
理
的
手
段
に

よ
り
確
認
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

又
は
 

Ａ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
低
圧
注
水
系
１
系
列
を
起
動
し
，
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
と
と
も
に
，
そ
の
他
設
備

※
９

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備

※
１
１

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

 

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
８
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

※
９
：
残
り
の
低
圧
注
水
系
２
系
列
及
び
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
３
台
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
10
：
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
を
い
う
。
 

※
11
：
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
下
部
注
水
を
い
う
。

 

 

【
吐
出
圧
力
】

 

必
要
吐
出
圧
力
が
最
大
と
な
る
６
号
機
復
水
補
給
水
系
可
搬
式
接
続
口
（
東
）
を
使
用
す
る
場
合
の
最
終

吐
出
端
必
要
圧
力
，
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
吐
出
圧
力
は
，
１
．
６
７
Ｍ
Ｐ
ａ
以

上
と
す
る
。

 

 

⑦
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
可
搬
型
代
替
注
水

ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す

る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を
含
む
）
が
で
き
な
い
場
合
（
条
件
Ａ
）
は
，
当
該
系
統
の
機
能
を
満
足

で
き
な
い
こ
と
か
ら
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑧
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 

Ａ
１
．
１
．，

Ａ
２
．
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る

が
，
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
は
重
大
事
故
等
緩
和
設
備
の
た
め
，
も
と
も
と
の
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
，
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）

に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
」
こ

と
の
前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確

認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
低
圧
注
水
系
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

含
む
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 

 Ａ
１
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付

書
類
十
）」

の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
が
該
当
し
，
完
了
時

間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ａ
１
．
３
．
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ａ
２
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
下
部
注
水
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対

応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ

る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ａ
２
．
３
．
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

 

【
必
要
容
量
】

 

・
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
は
，
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
と
同
様
に
，

 

「
  
  
 ｍ

３
／
ｈ
」
以
上
の
注
水
流
量
を
有
す
る
。

 

・
消
火
系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
は
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
と
同
等
の

       

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

流
量
を
有
す
る
。（

添
付
－
２
）

 

 

【
準
備
時
間
】

 

・
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
常
設
）
及
び
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
下
部
注
水
は
，
い
ず
れ
も
格
納

容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で
き
る
こ
と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措

置
は
不
要
。
 
（
添
付
－
２
）
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6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
7
-
1
，
6
6
-
5
-
5

と
の
共
通
ラ
イ
ン

6
6
-
7
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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1.8-17 

備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入で

使用する設備のうち，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入

系貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，高圧炉心注水系配

管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設

備及び可搬型代替交流電源設備は重大事故等対処設備として

位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求さ

れる設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により溶融炉心の原子炉格納容

器下部への落下を遅延又は防止し，原子炉圧力容器内に残存

した溶融炉心を冷却することができる。  

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あわ

せて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可

搬型代替注水ポンプ（A－2 級）と同等の機能（流量）を

有することから，重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合において，

原子炉圧力容器への注水手段として有効である。 

・制御棒駆動系 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保で

きず，加えて耐震性が確保されていないが，原子炉冷却

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補自主対策設備に関する説明
関連箇所を赤枠にて示す
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1.8-70 

 

 

第
1
.
8
.
4
図

 
格

納
容

器
下

部
注

水
系

（
常

設
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

経
過

時
間

（
分

）

バ
イ

パ
ス

流
防

止
処

置
，

ポ
ン

プ
起

動

系
統

構
成

必
要

注
水

量
到

達
後

注
水

停
止

R
P

V
破

損
後

の
注

水
（
注

水
継

続
）

移
動

，
Ｃ

Ｓ
Ｐ

水
源

確
保

2
現

場
運

転
員

　
Ｃ

，
Ｄ

現
場

運
転

員
　

Ｅ
，

Ｆ
   

  　
　

　
 移

動
，

電
源

確
保

通
信

連
絡

設
備

準
備

，
電

源
確

認

2

　
　

　
　

　
　

注
水

（
初

期
水

張
り

）
※

1

格
納

容
器

下
部

注
水

系
（
常

設
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

中
央

制
御

室
運

転
員

　
Ａ

，
Ｂ

2

※
1
　

9
0
ｍ

3
/
h
に

て
1
2
0

分
注

水

※
2
　

R
P

V
破

損
が

確
認

さ
れ

て
か

ら
注

水
開

始
ま

で
の

時
間

。備
考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

1
0

3
0

4
0

R
P

V
破

損
確

認
0

3
5
分

5
分

※
2

1
0

1
5
5

2
0

2
0

5
0

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（初

期
水

張
り

）
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

（注
水

継
続

）

準
備
時
間
 

関
連
箇
所
を
赤
枠
に
て
示
す
 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十追補1
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1.8-75 

 

第
1
.
8
.
7
図

 
格

納
容

器
下

部
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

 

（
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

送
水

）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
3
/
3
）

 

 

注
水

確
認

注
水

確
認

5
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
～

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

送
水

準
備

屋
外

～
5
号

炉
東

側
第

二
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

※
2
　

必
要

注
水

量
到

達
後

注
水

停
止

送
水

 Ｒ
Ｐ

Ｖ
破

損
後

の
注

水
開

始
（
注

水
継

続
）



※
1　

緊
急

時
対

策
要

員
6
名
で

2ユ
ニ
ッ

ト
分

を
対

応
し

た
場

合
，

6号
炉
へ

の
送

水
開

始
ま

で
約

33
0
分
，

7号
炉
へ

の
送

水
開

始
ま

で
約

34
5
分
で

可
能

で
あ

る
。

 
 
  
 
緊
急

時
対

策
要

員
1
0
名
で

2ユ
ニ
ッ

ト
分

を
対

応
し

た
場

合
，

6号
炉
及

び
7
号
炉

へ
の

送
水

開
始

ま
で

約
2
2
5分

で
可

能
で

あ
る

。

※
2　

90
ｍ

3
/
h
に
て

12
0
分
注

水
。

※
3　

Ｒ
Ｐ

Ｖ
破

損
が

確
認

さ
れ

て
か

ら
注

水
開

始
ま

で
の

時
間

。

送
水

注
水

（
初

期
水

張
り

）

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
送

水

[淡
水

貯
水

池
を

水
源

と
し

た

場
合

（
あ

ら
か

じ
め

敷
設

し
て

あ
る

ホ
ー

ス
が

使
用

で
き

な
い

場
合

）
]

緊
急

時
対

策
要

員
6

※
1

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

で
対

応
す

る
。

経
過

時
間

（
分

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
2
名

で

対
応

す
る

。

2
中

央
制

御
室

運
転

員
Ａ

，
B

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
4
名

で

対
応

す
る

。

送
水

準
備

送
水

準
備

10
20

40
30

50
70

60

33
0分

※
1

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

45
0

0
10

20
25
0

80
90

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

5分
※
3

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（初

期
水

張
り

）
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

（注
水

継
続

）
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1.8-77 

 

第
1
.
8
.
9
図

 
消

火
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

 
 

必
要

注
水

量
到

達
後

注
水

停
止

R
P

V
破

損
後

の
注

水
開

始
(注

水
継

続
)

消
火

ポ
ン

プ
起

動

移
動

，
電

源
確

保

5
号

炉
運

転
員

2

消
火

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器

下
部

へ
の

注
水

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
，

Ｂ
2

通
信

連
絡

設
備

準
備

，
電

源
確

認
※

1
　

9
0
ｍ

3
/
h
に

て
1
2
0

分
注

水

※
2
　

Ｒ
Ｐ

Ｖ
破

損
が

確

認
さ

れ
て

か
ら

注
水

開

始
ま

で
の

時
間

。

バ
イ

パ
ス

流
防

止
措

置
，

系
統

構
成

　
　

　
　

　
　

注
水

（
初

期
水

張
り

）
※

1

現
場

運
転

員
Ｃ

，
Ｄ

2

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
経

過
時

間
（
分

）
備

考

手
順

の
項

目
要

員
（
数

）

1
0

3
0

4
0

5
0

R
P

V
破

損
確

認

0
1
0

2
0

3
0
分

5
分

※
2

1
5
0

2
0

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
注

水
（初

期
水

張
り

）
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

（注
水

継
続

）
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保安規定第６６条 

表６６－８「水素爆発による原子炉建屋等の破損を防止するための設備」 

６６－８－１「静的触媒式水素再結合器」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 

 

  添付－３ 自主対策設備に関する説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１ 

66-8-1  1/14

631



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 表
６
６
－
８
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 ６
６
－
８
－
１
 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
１
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
 

５
４
個
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
動
作
監
視
装
置
 

※
２
 

※
１
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 

原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

※
２
：「

６
６
－
１
３
－
1 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定

め
る
。
 

    （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換

※
３
に
お
い
て
，
所
要
数
の
静
的
触
媒
式
水

素
再
結
合
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検

に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

 
※
３
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 

原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

   

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
三
条
（
１
．
１
０
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
静
的
触

媒
式
水
素
再
結
合
器
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
三
条
（
１
．
１
０
）

 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉
心

の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 
 

 

④
 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
及
び
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
動
作
監
視
装
置
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
り
，
原

子
炉
内
に
燃
料
を
装
荷
し
て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い

る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水

系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉

の
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
よ
り
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
が
維
持
可
能
で
あ
る
た
め
除
く

こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原

子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全

燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
）」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 ⑥
 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
水
素
ガ
ス
漏
え
い
量
を
想
定
し
た
必
要
個
数

が
５
３
．
３
個
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
所
要
数
は
５
４
個
と
す
る
。
 

な
お
，
実
際
の
設
置
台
数
は
，
余
裕
を
見
込
み
５
６
台
設
置
さ
れ
て
い
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
動
作
監
視
装
置
の
定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
，
触
媒
カ
ー
ト
リ
ッ

ジ
の
機
能
確
認
を
行
い
水
素
処
理
能
力
を
確
認
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

 
 
項
目
２
が
該
当
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
静
的

触
媒
式
水
素
再

結
合
器
が
所
要

数
を
満
足
し
て
い

な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
低
圧
注
水
系
２
系
列
を
起

動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
 

確
認
す
る

※
４
と
と
も
に
，
そ
の
他
設

備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自

主
対
策
設
備

※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
７
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
静
的

触
媒
式
水
素
再

結
合
器
が
所
要
数

を
満
足
し
て
い
な

い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
非
常
用
炉
心
冷
却
系

※
８
 

１
系
列
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る

※
４
と
と
も
に
，

そ
の
他
設
備

※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自

主
対
策
設
備

※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
 

 
 
 
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
あ
 

る
こ
と
及
び
水
温
が
６
５
℃
以
下
で
 

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

     

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え

方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
ヶ
月
に
１
回
，
外
観
点
検
に
て
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
及
び
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
動
作
監
視
装
置
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ

る
た
め
，
動
作
可
能
な
個
数
が
所
要
数
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
 

Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
器
は
重
大
事
故
等
緩
和
設
備
の
た
め
，
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る

も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
，
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す

る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
低
圧
注
水
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 

 Ａ
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
（
原
子
炉
建
屋

ト
ッ
プ
ベ
ン
ト
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
，
原
子
炉
建
屋
ト
ッ
プ
ベ
ン
ト

を
開
放
し
，
原
子
炉
建
屋
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
フ
ロ
ア
天
井
部
の
水
素
ガ
ス
を
大
気
へ
排
出
す
る

こ
と
で
，
原
子
炉
建
屋
内
に
お
け
る
水
素
ガ
ス
の
滞
留
を
防
止
で
き
る
た
め
，
静
的
触
媒
式
水
素

再
結
合
器
の
機
能
を
代
替
で
き
る
。（

添
付
－
３
）

 

 

 
Ａ
３
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策

 

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 

Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
規
定
と
す
る
。

 

 【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
）】

 

Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 Ａ
２
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
１
．
と
同
様
の
考
え
方
で
，
炉
心
損
傷
防
止
の
観

点
か
ら
，
保
安
規
定
第
４
０
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
２
）
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
炉
心
冷

却
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 

 Ａ
３
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

※
５
：
残
り
の
低
圧
注
水
系
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 

※
６
：
原
子
炉
建
屋
ト
ッ
プ
ベ
ン
ト
を
い
う
。

 

※
７
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 

原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

※
８
：
自
動
減
圧
系
を
除
く
。
 

※
９
：
他
の
非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
自
動
減
圧
系
を
除
く
）
の
う
ち
何
れ
か
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録

等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

Ａ
４
．
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
た
場
合
も
考
慮
し
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度

の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
い
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
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素
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発
に
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原
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建
屋
等
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静
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触
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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 8－9－96 8 

に示す。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置と原子炉建屋水素濃度は，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測方式とすることで多

様性を有する設計とする。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装置及

び原子炉建屋水素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常

設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電により作動できる

設計とする。電源設備の多様性，位置的分散については，「10.2 代替電源

設備」に記載する。 

 

9.6.2.2  悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋オペレーティングフロア壁面近

傍に設置し，他の設備と独立して作動する設計とするとともに，重大事故

等時の再結合反応による温度上昇が重大事故等時に使用する他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子炉建屋水素濃度は，他の

設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再

結合器内の水素ガス流路を妨げない配置及び寸法とすることで，静的触媒

式水素再結合器の水素処理性能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

9.6.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

静的触媒式水素再結合器は，想定される重大事故等時において，有効燃

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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 8－9－97 8 

料部の被覆管がジルコニウム－水反応により全て反応したときに発生する

水素ガス（約 1,600kg）が，原子炉格納容器の設計圧力の 2 倍における原子

炉格納容器漏えい率に対して保守的に設定した漏えい率（10%/日）で漏え

いした場合において，ガス状よう素による性能低下及び水素再結合反応開

始の不確かさを考慮しても，原子炉建屋の水素濃度及び酸素濃度が可燃領

域に達することを防止するために必要な水素処理容量を有する設計とす

る。 

また，静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋内の水素ガスの効率的な

除去を考慮して分散させ，適切な位置に配置する。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器作動

時に想定される温度範囲を測定できる設計とする。 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近

及び非常用ガス処理系吸込配管付近に分散させた適切な位置に配置し，想

定される重大事故等時において，原子炉建屋内の水素濃度を測定できる設

計とする。また，原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋オペレーティングフ

ロア以外の水素ガスが漏えいする可能性の高いエリアにも設置し，水素ガ

スの早期検知及び滞留状況を把握できる設計とする。 

 

9.6.2.4  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原

子炉建屋水素濃度は，原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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 8－9－125 8 

第 9.6－1 表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の 

主要機器仕様 

 

(1) 静的触媒式水素再結合器 

種    類   触媒反応式 

個    数   56 

水素処理容量   約 0.25kg/h/個（水素濃度 4.0vol%，100℃， 

大気圧において） 

(2) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載

する。 

(3) 原子炉建屋水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載

する。 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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2.1.3 水素濃度抑制系の設計仕様 

PAR 設計方針に基づき設定した PAR の設計仕様を表 2－3に示す。 

 

表 2－3 PAR 設計仕様 

項目 仕様 

水素処理容量 
0.250kg/h（1基当たり） 

（水素濃度 4vol％，大気圧，温度 100℃において） 

PAR 設置基数 56 基 

設置箇所 
原子炉建屋地上 4階 

（原子炉建屋オペレーティングフロア） 

 

(1) 水素処理容量について 

PAR の水素処理容量は，以下の基本性能評価式によって表される。 

DR = A × C100
. × PT × 3600 × SF ･･････････････････････････････････式（2.1） 

DR：水素処理容量 [kg/h（1 基当たり）] 

A ：定数  

CH2：PAR 入口水素濃度 [vol%] 

P ：圧力 [105Pa] 

T ：温度 [K]  

SF：スケールファクタ [―] 

 

式（2.1）は，メーカによる開発試験を通じて，温度，圧力，水素濃度等の雰囲気条件をパ

ラメータとした水素処理容量の相関式であり，水素処理容量は，単位時間当たり PAR 内部を

通過し，酸素と結合し水蒸気になる水素の重量を示している。 

スケールファクタは，触媒カートリッジの寸法及び間隔を開発当時と同じとすることを前

提とし，開発試験時に使用された触媒カートリッジ枚数（88 枚）に対して，実機で使用する

PAR の触媒カートリッジ枚数の比として設定されている。柏崎刈羽原子力発電所 7 号機で使

用する PAR の触媒カートリッジ枚数は，11枚であり，スケールファクタは，「11/88」となる。 

これらに表 2－4の条件を設定し，PAR の水素処理容量は，0.250kg/h（1 基当たり）（水素

濃度 4vol％，大気圧，100℃）とする。 

  

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す 枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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表 2－4 水素処理容量設定の条件 

項目 設定の条件 

水素濃度 CH2 水素の可燃限界濃度 4vol%未満に低減するため，4vol%とする。 

圧力 P 重大事故時の原子炉建屋原子炉区域内の圧力は，原子炉格納容器か

らのガスの漏えいにより大気圧より僅かに高くなると考えられる

が，保守的に大気圧（1.01325bar＝1.01325×105Pa）とする。 

温度 T 保守的に 100℃（373.15K）とする。 

 

(2) PAR 設置基数 

PAR の実機設計においては，PAR の設置環境を踏まえ，式（2.1）に反応阻害物質ファクタ

を乗じた式（2.2）を用いる。 

反応阻害物質ファクタとは，重大事故時に原子炉格納容器内に存在するガス状よう素によ

る PAR の性能低下を考慮したものであり，柏崎刈羽原子力発電所 7号機の実機設計における

水素処理容量は，PAR の水素処理容量 0.250kg/h（1 基当たり）に 0.5 を乗じた 0.125kg/h

（1 基当たり）とする。 

DR = A × C100
. × PT × SF × F  ･･･････････････････････････････式（2.2） 

DR：水素処理容量 [kg/h（1 基当たり）] 

A ：定数  

CH2：PAR 入口水素濃度 [vol%] 

P ：圧力 [105 Pa] 

T ：温度 [K] 

SF：スケールファクタ [―] 

Finhibit：反応阻害物質ファクタ [―] 

 

これに表 2－2で設定した PAR 設計条件を踏まえ，PAR の必要基数 54 基以上に余裕を見込

み 56基設置する。 

 

PAR 必要基数 ＝水素発生量×格納容器漏えい率／24［h/day］／設計水素処理容量 

＝1600［kg］×10［%/day］／24［h/day］／0.125［kg/h（1基当たり）］ 

＝53.3［基］ 

  

添付-2-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 

66-8-1  10/14

640



1.10-10 
 

 

(c) 水素ガス排出による原子炉建屋等の損傷防止 

ⅰ. 原子炉建屋トップベントによる水素ガスの排出 

原子炉建屋内に水素ガスが漏えいし，原子炉建屋内の水

素濃度が上昇した場合，原子炉建屋トップベントを開放

し，原子炉建屋オペレーティングフロア天井部の水素ガス

を大気へ排出することで，原子炉建屋内における水素ガス

の滞留を防止する手段がある。 

原子炉建屋トップベントによる水素ガスの排出で使用す

る設備は以下のとおり。 

・原子炉建屋トップベント 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用） 

・ホース 

・放水砲 

・燃料補給設備 

 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷防止で使用する設

備のうち，静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合

器動作監視装置，原子炉建屋原子炉区域，原子炉建屋水素濃

度，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替

交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求さ

れる設備が全て網羅されている。 

自主対策設備に関する説明
関連箇所を赤枠にて示す 
 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補1
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1.10-11 
 

以上の重大事故等対処設備により，炉心の著しい損傷が発

生した場合においても，水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため,自主対策設備として位置付ける。あわせ

て，その理由を示す。 

・原子炉ウェルに注水するための設備（格納容器頂部注水

系，サプレッションプール浄化系） 

原子炉格納容器からの水素ガス漏えいを防止する効果

に不確かさはあるが，原子炉格納容器頂部を冷却して原

子炉格納容器トップヘッドフランジのシール材の熱劣化

を緩和することにより，原子炉建屋への水素ガス漏えい

を抑制できることから有効である。 

・原子炉建屋トップベント 

原子炉建屋オペレーティングフロア天井部を開放する

操作であり放射性物質を低減する機能はないが，仮に原

子炉建屋内に漏えいした水素ガスが静的触媒式水素再結

合器で処理しきれない場合において，水素ガスを排出す

ることで原子炉建屋内における水素ガスの滞留を防止す

る手段として有効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備

と同等の機能を有することから，健全性が確認できた場

合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保する

ための手段として有効である。 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補1
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保安規定第６６条 

表６６－８「水素爆発による原子炉建屋等の破損を防止するための設備」 

６６－８－２「原子炉建屋内の水素濃度監視」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

 

添付－３ 代替パラメータに関する説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（代替パラメータ） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 ６
６
－
８
－
２
 
原
子
炉
建
屋
内
の
水
素
濃
度
監
視
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

原
子
炉
建
屋
内
の
水
素
濃
度
監
視
 
原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
１
 

原
子
炉
建
屋
水
素
濃
度
 

８
個
 

 

（
２
）
確
認
事
項

 

項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
当
 

１
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換

※
１
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指

示
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

２
．
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

※
１
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 

原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

            

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
三
条
（
１
．
１
０
）
が
該
当
す
る
。

 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
の

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
（
１
））

 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
三
条
（
１
．
１
０
）

 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
炉
心

の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 

④
 
原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
水
素
爆
発

に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
を
装
荷
し

て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間

と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か

つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る

こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル

代
替
注
水
系
に
よ
り
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
が
維
持
可
能
で
あ
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る

原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か

つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
）」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 

⑥
 
原
子
炉
建
屋
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
フ
ロ
ア
の
天
井
付
近
に
２
個
，
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
吸
込
配
管
付
近
に

１
個
及
び
格
納
容
器
の
ハ
ッ
チ
・
エ
ア
ロ
ッ
ク
等
に
そ
れ
ぞ
れ
１
個
の
計
８
個
設
置
さ
れ
，
水
素
ガ
ス
の

早
期
検
知
及
び
滞
留
状
況
を
把
握
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
。（

添
付
－
１
，
２
）

 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 

 ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

 
 
項
目
２
が
該
当
。

 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
及
び
制
御
設
備
）
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
と

同
様
，
校
正
を
行
う
。

 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
，
指
示
値
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
の
確
認
（
振
切
れ
や
他
の
計
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置

 

適
用
さ
れ
る
 

原
 
子
 
炉
 

の
 
状
 
態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

 

Ａ
．
動
作
可
能
な
原
子
炉

建
屋
内
水
素
濃
度

監
視
設
備
が
所
要

数
を
満
足
し
て
い

な
い
場
合
 

Ａ
１
.１

．
当
直
長
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
原
子

炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
装
置
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
又
は
 

Ａ
１
．
２
．
当
直
長
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
再
結

合
器
動
作
監
視
装
置
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
原
子
炉
建
屋
内
水
素

濃
度
監
視
設
備
が

動
作
不
能
の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
監
視
 

装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

Ｃ
.
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
の

措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
２
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
原
子
炉

建
屋
内
水
素
濃
度

監
視
設
備
が
所
要

数
を
満
足
し
て
い

な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
 

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

※
２
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 

原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

 

器
と
の
差
異
の
有
無
等
の
確
認
）
を
行
う
。

 

頻
度
に
つ
い
て
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
に
合
わ
せ
る
も
の
と
し
，
１

ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。

 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
個
数
が
所
要
数
未

満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 当
該
設
備
は
「
６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
設

備
で
あ
り
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
に
原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
静
的
触
媒

式
水
素
再
結
合
器
動
作
監
視
装
置
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、「

６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。

 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

Ａ
１
．
１
．
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。（

添
付
－
３
）

 

 Ａ
１
．
２
．
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
で

あ
る
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
動
作
監
視
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か

に
”
確
認
す
る
。（

添
付
－
３
）

 

 Ａ
２
．
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，「

６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
同
様
の
設
定
と
し
，
当
該
設
備
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
又
は
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器

動
作
監
視
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ｂ
１
．
当
該
設
備
が
全
て
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
水
素
濃
度
を
監
視
す
る
観
点
で
最
も
実
効
的
な
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
監
視
装
置
を

確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 

 Ｂ
２
．
当
該
機
能
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，「

６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
同
様
の
設
定
と
し
，
監
視
機
能
が
全
喪
失
と
な
る
こ
と
か
ら

「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ｃ
１
．，

Ｃ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が

開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
）】

 

Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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第
9
.
6
－
3
図
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す

る
た
め
の
設
備
系
統
概
要
図
 

（
原
子
炉
建
屋
水
素
濃
度
監
視
設
備
に
よ
る
水
素
濃
度

測
定
）
 

水
素
検
出
器

H2
E

信
号
系

凡
例

原
子

炉
建

屋
水

素
濃
度

H
2
E

H
2
E

H2
E

H
2
E

原 子 炉 圧 力 容 器

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ

ェ
ン
バ

原
子

炉
建

屋

H2
E

H2
E

H
2
E

H
2
E

中
央

制
御

室
へ

中
央
制

御
室
へ

中
央
制

御
室
へ

中
央
制

御
室

指
示

計

H
2
Eよ

り

H
2
Eよ

り

H
2E
よ

り

(
上
部
ド

ラ
イ
ウ
ェ

ル
所
員
用

エ
ア
ロ
ッ

ク
)

(
上
部
ド

ラ
イ
ウ
ェ

ル
機
器
搬

入
用
ハ
ッ

チ
)

(
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ

ェ
ン
バ

出
入
口
)

(
下
部
ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
機
器
搬
入

用
ハ
ッ

チ
)

(
下
部
ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
所
員
用
エ

ア
ロ
ッ

ク
)

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八
6
6
-
8
-
2
の
範
囲

赤
線
に
て
示
す
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 8－9－97 8 

料部の被覆管がジルコニウム－水反応により全て反応したときに発生する

水素ガス（約 1,600kg）が，原子炉格納容器の設計圧力の 2 倍における原子

炉格納容器漏えい率に対して保守的に設定した漏えい率（10%/日）で漏え

いした場合において，ガス状よう素による性能低下及び水素再結合反応開

始の不確かさを考慮しても，原子炉建屋の水素濃度及び酸素濃度が可燃領

域に達することを防止するために必要な水素処理容量を有する設計とす

る。 

また，静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋内の水素ガスの効率的な

除去を考慮して分散させ，適切な位置に配置する。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器作動

時に想定される温度範囲を測定できる設計とする。 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近

及び非常用ガス処理系吸込配管付近に分散させた適切な位置に配置し，想

定される重大事故等時において，原子炉建屋内の水素濃度を測定できる設

計とする。また，原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋オペレーティングフ

ロア以外の水素ガスが漏えいする可能性の高いエリアにも設置し，水素ガ

スの早期検知及び滞留状況を把握できる設計とする。 

 

9.6.2.4  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原

子炉建屋水素濃度は，原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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 8－9－125 8 

第 9.6－1 表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の 

主要機器仕様 

 

(1) 静的触媒式水素再結合器 

種    類   触媒反応式 

個    数   56 

水素処理容量   約 0.25kg/h/個（水素濃度 4.0vol%，100℃， 

大気圧において） 

(2) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載

する。 

(3) 原子炉建屋水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載

する。 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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 8－6－152 8 

(41)復水貯蔵槽水位（SA） 

個  数    1 

計測範囲    6 号炉  0～16m 

7 号炉  0～17m 

(42)復水移送ポンプ吐出圧力 

個  数    3 

計測範囲    0～2MPa[gage] 

(43)原子炉建屋水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

個  数    8 

計測範囲    0～20vol% 

(44)静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

個  数    4 

計測範囲    0～300℃ 

(45)格納容器内酸素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個  数    2 

計測範囲    6 号炉  0～30vol% 

7 号炉  0～10vol%／0～30vol% 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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（
つ
づ
き
）
 

 

8－6－172 8 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

 
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

＊
1  

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

復
水

貯
蔵
槽
水
位
（

SA
）

 

①
高
圧
代
替

注
水
系

系
統
流

量
 

①
復
水
補
給

水
系
流

量
（
RH
R 
A
系

代
替

注
水

流
量
）
 

①
復
水
補
給

水
系
流

量
（
RH
R 
B
系

代
替

注
水

流
量
）
 

①
原
子
炉
隔

離
時
冷

却
系
系

統
流
量
 

①
高
圧
炉
心

注
水
系

系
統
流

量
 

①
復
水
補
給

水
系
流

量
（
格

納
容
器

下
部

注
水

流
量

）
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（

SA
）
 

②
復
水
移
送

ポ
ン
プ

吐
出
圧

力
 

③
[復

水
貯
蔵
槽

水
位

]＊
2  

①
復

水
貯

蔵
槽

水
位

（
SA
）

の
監

視
が
不

可
能
と
な

っ
た
場
合

は
，
復
水

貯
蔵
槽

を
水
源
と

す
る
ポ
ン

プ
の
注
水

量
か
ら

，

復
水

貯
蔵
槽
水

位
（
SA
）

を
推
定
す
る
。

な
お
，
復
水
貯
蔵
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で

水
位
を
推
定
す
る
。
 

②
注

水
先

の
原

子
炉

水
位

の
水

位
変
化
に

よ
り
復
水

貯
蔵
槽
水

位
（

SA
）

を
推
定

す
る
。
な

お
，
復
水

貯
蔵
槽
の

補
給
状

況

も
考

慮
し
た

上
で
水

位
を
推

定
す
る
。
 

②
復

水
貯

蔵
槽
を

水
源

と
す

る
復

水
移
送

ポ
ン
プ
の

吐
出
圧
力

か
ら
復
水

移
送
ポ

ン
プ
が
正

常
に
動
作

し
て
い
る

こ
と
を

把

握
す

る
こ
と

に
よ
り

，
水
源

で
あ
る
復
水
貯
蔵
槽
水
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
復
水

貯
蔵
槽
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
復

水
貯
蔵

槽
を
水

源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量
を
優
先
す
る

。
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

・

プ
ー

ル
水
位
 

①
復
水
補
給

水
系
流

量
（
RH
R 
A
系

代
替

注
水

流
量
）
 

①
復
水
補
給

水
系
流

量
（
RH
R 
B
系

代
替

注
水

流
量
）
 

①
残
留
熱
除

去
系
系

統
流
量
 

②
復
水
移
送

ポ
ン
プ

吐
出
圧

力
 

②
残
留
熱
除

去
系
ポ

ン
プ
吐

出
圧
力
 

③
[サ

プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・

チ
ェ
ン

バ
・
プ

ー
ル

水
位
]＊

2  

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ

ェ
ン

バ
・
プ
ー

ル
水
位
の

監
視
が
不

可
能
と
な

っ
た
場

合
は
，

サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ

の

水
位

容
量

曲
線

を
用

い
て

，
原

子
炉
格
納

容
器
へ
注

水
す
る

復
水
補
給

水
系
流
量

（
RH
R 

B
系
代

替
注
水
流

量
）
と

経
過

時
間

よ
り

算
出

し
た

注
水

量
か

ら
推
定
す

る
。
ま
た

，
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
の
水

位
容
量
曲

線
を
用
い

て
，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ

ェ
ン

バ
・

プ
ー
ル
水

か
ら
原
子

炉
圧
力

容
器
へ
注

水
す
る
復

水
補
給
水

系
流
量

（
RH
R 

A
系
代

替
注

水
流

量
）
又

は
残
留

熱
除
去

系
系
統
流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し
た

注
水
量
か
ら
推
定
す
る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

・
プ
ー

ル
を
水
源

と
す
る
復

水
移
送
ポ

ン
プ

，
残
留
熱
除

去
系
ポ
ン

プ
の
吐
出

圧
力
か

ら

復
水

移
送

ポ
ン

プ
，

残
留

熱
除
去

系
ポ
ン

プ
が
正
常

に
動
作
し

て
い
る
こ

と
を
把

握
す
る
こ

と
に
よ
り

，
水
源
で

あ
る
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
チ

ェ
ン
バ

・
プ
ー
ル
水
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
・
プ
ー
ル
水
位

（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
・
プ
ー
ル

を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量

を
優
先
す
る

。
 

原 子 炉 建 屋 内 の

水 素 濃 度 

原
子

炉
建
屋
水
素
濃
度
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
静
的
触
媒

式
水
素

再
結
合

器
 動

作
監

視
装

置
 

①
原

子
炉
建

屋
水
素

濃
度
の

1
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉

建
屋

水
素

濃
度

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
器

 
動

作
監

視
装

置
（

静
的

触

媒
式

水
素
再

結
合
器

入
口
／

出
口
の
差
温
度

に
よ
り

水
素
濃
度
を
推
定
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る

。
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

酸 素 濃 度 

格
納

容
器
内
酸
素
濃
度
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
格
納
容
器

内
雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ

ル
（
D/
W）

 

②
格
納
容
器

内
雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ

ル
（
S/
C）

 

②
格
納
容
器

内
圧
力

（
D/
W）

 

②
格
納
容
器

内
圧
力

（
S/
C）

 

①
格

納
容
器

内
酸
素

濃
度
の

1
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
格

納
容

器
内

酸
素

濃
度

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

レ
ベ

ル
（

D
/W

）
又

は
格

納

容
器

内
雰

囲
気
放

射
線
レ

ベ
ル

（
S/
C）

に
て
炉
心

損
傷
を

判
断
し
た

後
，
初
期

酸
素
濃
度

と
保
守

的
な

G
値
を
入
力

と

し
た

評
価
結

果
（
解

析
結
果

）
に
よ
り
格
納
容
器
内
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

②
格

納
容

器
内

圧
力

（
D/
W
）

又
は
格
納

容
器
内
圧

力
（

S/
C
）
に
よ

り
，
格
納

容
器
内
圧

力
が
正
圧

で
あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
こ

と
で

，
事

故
後

の
原

子
炉

格
納
容
器

内
へ
の
空

気
（
酸
素

）
の
流
入

有
無
を

把
握
し
，

水
素
燃
焼

の
可
能
性

を
推
定

す
る

。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る

。
 

 
 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補1
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
関
す
る
説
明

関
連
箇
所
を
赤
枠
に
て
示
す
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保安規定第６６条 

表６６－９「使用済燃料プールの冷却等のための設備」 

６６－９－１「燃料プール代替注水系」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 同等な性能を有することの説明 

  （１）技術的能力まとめ資料（基準要求） 

  （２）設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

  （３）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 

 

  添付－３ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 

（４）設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
６
－
９
 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
 

 ６
６
－
９
－
１
 
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
 

可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
及
び
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
を
使
用
し
た
燃
料
 

プ
ー
ル
代
替
注
水
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

 た
だ

し
，

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
が

所
要

数
を
満

足
し

て
い

な
い

場
合
で

も
，

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

が
所

要
数

を
満
足

し
て

い
れ

ば
燃

料
プ
ー

ル
代
替
注
水
系
は
動
作
可
能
と
み
な
す
。
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

使
用

済
燃

料
プ

ー

ル
に

照
射

さ
れ

た

燃
料

を
貯

蔵
し

て

い
る
期
間
 

可
搬
型
ス
プ
レ

イ
ヘ
ッ
ダ
 

１
個
 

常
設
ス
プ
レ
イ

ヘ
ッ
ダ
 

１
個
 

可
搬
型
代
替
注

水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
１
級
）
 

１
台
 

可
搬
型
代
替
注

水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
２
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
３
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期

待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ

ダ
及
び
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
ま
で
の
配
管
，
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
孔
，
系
統
構
成
に
必
要
な
手

動
弁
及
び
接
続
口
を
含
む
。

 
※
２
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定

め
る
。

 
※

３
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 
 

        

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 
 
 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 ③

 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

に
お

い
て

も
維

持
で
き

る
よ

う
，

燃
料

プ
ー

ル
代
替

注
水

系
が

動
作

可

能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

 
 

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 
１
．「

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷

却
機

能
又
は

注
水

機
能

が
喪
失

し
，

又
は

使
用

済
燃

料
プ
ー

ル
か

ら
の

水
の

漏
え

い
そ
の

他
の
要

因
に

よ
り
使

用
済

燃
料

プ
ー
ル

の
水

位
が

低
下

し
た

場
合
に

お
い

て
当

該
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
内

の
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
を
冷
却
し
，
放
射
線
を
遮
蔽
し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
２
．「

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の

大
量

の
漏
え

い
そ

の
他

の
原
因

に
よ

り
使

用
済

燃
料

プ
ー
ル

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し
た

場
合
に

お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
の
損
傷
の
進
行
緩
和
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 
な
お
，
漏
え
い
抑
制
に
必
要
な
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
孔
を
含
む
。

 
 
・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
の
収

束
に

必
要
な

水
源

と
は

別
に
，

重
大

事
故

等
の

収
束

に
必
要

と
な

る
十

分
な

量
の

水
を
有

す
る
水

源
を

確
保
す

る
こ

と
に

加
え
て

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設
備

に
対
し

て
重

大
事
故

等
の

収
束

に
必
要

と
な

る
十

分
な

量
の

水
を
供

給
す

る
た

め
に

必
要

な
手
順

等
を
定

め
る
こ
と
。

 
 

燃
料

プ
ー
ル

代
替

注
水

系
は
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

を
使
用

す
る

手
順

，
可

搬
型

ス
プ
レ

イ
ヘ
ッ

ダ
を
使
用
す
る
手
順
が
あ
り
，
い
ず
れ
も
同
等
な
性
能
を
有
す
る
が
，
基
準
要
求
を
維
持
す
る
た
め

に
は

可
搬
型

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ
ダ

を
使

用
す

る
手

順
が

必
須
で

あ
る

。
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ
ッ

ダ
を
使

用
す

る
手
順

に
つ

い
て

は
，
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を
使

用
す

る
手

順
で

代
替

で
き
る

こ
と
か

ら
，
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
が
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
で
も
，
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

が
所
要
数
を
満
足
し
て
い
れ
ば
，
運
転
上
の
制
限
は
満
足
し
て
い
る
と
み
な
す
。（

添
付
－
２
）

 
 ④

 
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
，
又
は
使
用

済
燃

料
プ
ー

ル
か

ら
の
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因
に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
プ
ー

ル
の

水
位

が
低

下

し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
プ
ー
ル
内
の
燃
料
等
を
冷
却
し
，
放
射
線
を
遮
断
し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る

た
め

，
ま
た

使
用

済
燃
料

プ
ー

ル
か

ら
の

大
量

の
水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に
よ

り
当

該
使

用
済

燃

料
プ

ー
ル
の

水
位

が
異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い
て

も
，

プ
ー

ル
内

の
燃

料
等
の

著
し

い
損

傷
の

進

行
を
緩
和
し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
は
待
機
が
要
求
さ
れ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使
用
済

燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

    .                             
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

      （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
１
級
）
及
び
可
搬
型
代
替
注
水
ポ

ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
起
動
し
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－

１
級
）
の
流
量
が
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
，
吐
出
圧
力
が

MP
a[
ga
ge
]以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
Ｇ
Ｍ
 

２
．
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
１
級
）
及
び
可
搬
型
代
替
注
水
ポ

ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
起
動
し
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－

１
級
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

３
．
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

４
．
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ

り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

                   

 ⑥
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
１
級
）
は
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
１
台
で
使
用
済

燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
２
Ｎ
要
求
設
備
で
は
な
い
。
必
要
な
注
水
流
量
及
び
ス
プ
レ

イ
量
を
有
す
る
た
め
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
は
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
，
屋
内
に
敷
設
す
る
設
備
に
該

当
す
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 
 
 
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
３
）

 
 ⑦

 
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態

に
お

け
る

確
認

事
項

を
記

載
す

る
。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基
本

方
針

」
の

可
搬

型
重

大
事
故

等
対

処
設

備
の

サ
ー

ベ
ラ
ン

ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
流
量
は
，

工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
設
定
す
る
。
（
添
付
－
３
）

 
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
は
，
他
表
に
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
て
お
り
，
確
認

事
項

及
び
要

求
さ

れ
る

措
置
に

つ
い

て
も

他
表

に
て

記
載
し

て
い

る
が

，
可

搬
型

代
替
注

水
ポ
ン

プ
（
Ａ
－
１
級
）
は
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
と
の
組
合
せ
に
よ
り
性
能
確
認
を
実

施
す
る
。

 
 
○
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
１
級
）

 
［
流
量
］

 
必

要
流

量
が

最
大

と
な

る
常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を

使
用
し

た
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ
ス

プ
レ
イ

時
の
「
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
」
以
上
と
す
る
。

 
［
吐
出
圧
力
］

 
上
記
ス
プ
レ
イ
時
の
必
要
吐
出
圧
力
と
し
て
「
 
 
 
 
 
 
 
 
MP
a
[
g
a
ge
]
」
以
上
と
す
る
。
 

 
＜
参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，

「
６
６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
記
載
す
る
。

 
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
重
大
事

故
等
時
に
お
い
て
，
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

又
は
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
を
用
い
た
使
用
済
燃
料

貯
蔵
プ
ー
ル
へ
の
注
水
に
使
用
す
る
場
合
の
容

量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 
【
必
要
容
量
】
 

（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
又
は
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ

ッ
ダ
使
用
時
）
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
に
お

け
る
燃
料
損
傷
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設

置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
想
定
事
故
１

及
び
想
定
事
故
２
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て

い
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
へ
の
注
水
量
が

約
４
５
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と
か
ら
４
５
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。
 

【
吐
出
圧
力
】

 
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
使
用
時
）
必
要
吐
出
圧

力
が
最
大
と
な
る
原
子
炉
建
屋
機
器
搬
出
入
口

を
使
用
す
る
場
合
の
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
０
．
７
４
Ｍ
Ｐ
ａ
以
上
と
す
る
。 

（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
使
用
時
）
必
要
吐
出
圧
力
が
最
大
と
な
る
使
用
済
燃

料
貯
蔵
プ
ー
ル
接
続

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

                     （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

Ａ
．
可
搬
型
ス
プ
レ
イ

ヘ
ッ

ダ
が

動
作

不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温
が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対

処
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
管
理
的
手
段
に
よ
り
確

認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

口
（
東
）
を
使
用
す
る
場
合
の
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
０
．
３
８
Ｍ
Ｐ
ａ
以

上
と
す
る
。

 
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

又
は
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
を
用
い
た
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
に
使
用
す
る
場
合

の
容
量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 
【
必
要
容
量
】
 

（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
使
用
時
）
蒸
散
量
を
上
回
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ス
プ
レ
イ
量
を
満
足

す
る
値
と
し
て
，
４
８
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。

 
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
使
用
時
）
蒸
散
量
を
上
回
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ス
プ
レ
イ
量
を
満
足
す

る
値
と
し
て
，
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。
 

【
吐
出
圧
力
】

 
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
使
用
時
）
必
要
吐
出
圧

力
が
最
大
と
な
る
原
子
炉
建
屋
機
器
搬
出
入
口

を
使
用
す
る
場
合
の
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
１
．
３
１
Ｍ
Ｐ
ａ
以
上
と
す
る
。 

（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
使
用
時
）
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
１
．
２
９
Ｍ
Ｐ

ａ
以
上
と
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
，
３
，
４
が
該
当
。

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方

に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
ヶ
月
に
１
回
，
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回

，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 
 

可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
及
び
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
に
つ
い
て
は
，
外
観
点
検
で
つ
ま
り
等
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
，
必
要
な
機
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

 
要

求
さ

れ
る

措
置

の
内
容

を
踏

ま
え

，
各

設
備

が
動
作

不
能

又
は

所
要

数
を

満
足
し

て
い

な
い

場
合

を

条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

  
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 

Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ａ
２
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 Ａ
３
．
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か

に
”
確
認
す
る
。
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
が
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
は
，
同
等
の
機

能
を
有
す
る
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
を
確
認
す
る
。
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
に
つ
い
て
は
，
可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

に
対

し
て

基
準

要
求
を

満
足

す
る

こ
と

は
で

き
な
い

が
，

同
等

な
機

能
を

有
す
る
設
備
と
し
て
整
理
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 
   

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

Ｂ
．
動
作
可
能
な
可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
Ａ

－
１

級
）が

所
要
数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温
が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３

．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

Ｃ
．
可
搬
型
ス
プ
レ
イ

ヘ
ッ

ダ
及

び
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

が
動

作
不

能
の
場
合
 

又
は
 燃

料
プ

ー
ル

代

替
注

水
系

が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温
が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
３
．
当
直
長
は

，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を
維
持
す
る
た
め

の
注
水
手
段

※
６
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
４
：
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
を
い
う

。
 

※
５
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
６
：
消
火
系
に
よ
る
注
水
を
い
う
。

 

  Ｂ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ｂ
２
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 Ｂ
３
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速

や
か
に
”
実
施
す
る
。

 
      Ｃ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ｃ
２
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 Ｃ
３
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
・
ス
プ
レ
イ
機
能
が
喪
失
し
た
状

態
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
代
替
の
注
水
手
段
と
し
て
，
消
火
系
に
よ
る
注
水
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 
【
必
要
容
量
】

 
・
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
は
「
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
」
以
上
の
注
水
量
を
有
す
る
。

 
・
技
術
的
能
力
で
は
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
み
消
化
系
を
自
主
対
策
設
備
と
し
て
い
る
が
，
消
火

系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
は
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
と
同
等
の
流
量
を

有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
代
替
の
注
水
手
段
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
（
添
付
－
２
）

 
 

 
【
準
備
時
間
】

 
・
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で
き
る
こ

と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。
（
添
付
－
２
）

 
  

 枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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1.11-76 

 

 

  

第
1
.
1
1
.
6
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を

使
用

し
た

 

 
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

 

操
作

手
順

弁
名

称

⑦
※

1
使

用
済

燃
料

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
外

部
注

水
原

子
炉

建
屋

北
側

注
水

ﾗ
ｲ
ﾝ
元

弁

⑦
※

2
使

用
済

燃
料

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
外

部
注

水
原

子
炉

建
屋

東
側

注
水

ﾗ
ｲ
ﾝ
元

弁

 6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
6
6
-
9
-
1
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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1.11-79 

 

 

第
1
.
1
1
.
8
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

を
使

用
し

た
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
9
-
1
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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1.11-87 

 

 

第
1
.
1
1
.
1
5
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を

使
用

し
た

 

 
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

操
作

手
順

弁
名

称

⑦
※

1
使

用
済

燃
料

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
外

部
注

水
原

子
炉

建
屋

北
側

注
水

ﾗ
ｲ
ﾝ
元

弁

⑦
※

2
使

用
済

燃
料

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
外

部
注

水
原

子
炉

建
屋

東
側

注
水

ﾗ
ｲ
ﾝ
元

弁

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
9
-
1
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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1.11-90 

 

 

第
1
.
1
1
.
1
7
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

を
使

用
し

た
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整

理
 

6
6
-
9
-
1
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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1.11-104 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/3） 

 
※1:重大事故等時には現場手動弁による隔離操作を併せて実施する。 
※2:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

※3: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

番号 番号

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必

要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等を

いう。

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合に

おいて、スプレイ設備により、燃料損傷を緩和し、

臨界を防止するために必要な手順等を整備するこ

と。

ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質

の放出を低減するための手順等を整備すること。

４ 第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料

貯蔵槽の監視は、以下によること。

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間

線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等に

より変動する可能性のある範囲にわたり測定できる

こと。

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流

電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を

可能とすること。

ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合にお

いて発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響

を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止す

るために必要な手順等を整備すること。
③

④

⑤

⑥

⑦
ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が

必要な場合には、代替電源設備からの給電を可

能とすること。

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電

源が必要な場合には、代替電源設備からの

給電を可能とすること。
⑮

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監

視できること。

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラによ

り監視できること。
⑯

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性

物質の放出を低減するための設備を整備するこ

と。

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放

射性物質の放出を低減するための設備を整

備すること。
⑬

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料

貯蔵槽の監視は、以下によること。

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の

空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大

事故等により変動する可能性のある範囲にわた

り測定可能であること。

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済

燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上

部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に

係る重大事故等により変動する可能性のあ

る範囲にわたり測定可能であること。

⑭

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著し

い損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備

（スプレイヘッダ、スプレイライン及びポンプ

車等）を配備すること。

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防

止するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ

設備（スプレイヘッダ、スプレイライン及

びポンプ車等）を配備すること。

⑪

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使

用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合で

も、燃料損傷を緩和できるものであること。

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によっ

て使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない

場合でも、燃料損傷を緩和できるものであ

ること。

⑫

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却

し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備

（注水ライン及びポンプ車等）を配備するこ

と。

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を

冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止

するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水

設備（注水ライン及びポンプ車等）を配備

すること。

⑨

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却

設備及び注水設備が機能喪失し、又は小規模な

漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の

水位を維持できるものであること。

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の

冷却設備及び注水設備が機能喪失し、又は

小規模な漏えいがあった場合でも、使用済

燃料貯蔵槽の水位を維持できるものである

こと。

⑩

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却

し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必

要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。

ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合にお

いて、代替注水設備により、使用済燃料貯蔵槽内燃

料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止

するために必要な手順等を整備すること。

②

⑧

【解釈】

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽か

らの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則の解釈（原規技発第1306193 号（平成

２５年６月１９日原子力規制委員会決定））第３７

条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定

事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の

低下をいう。

－

【解釈】

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯

蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」と

は、本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義す

る想定事故１及び想定事故２において想定する

使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。

【解釈】

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用

済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低

下した場合」とは、設置許可基準規則解釈

第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定

事故１及び想定事故２において想定する使

用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。

－

技術的能力審査基準（1.11） 設置許可基準規則（54条） 技術基準規則（69条）

【本文】

１ 発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃

料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使

用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下

「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線

を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等

が適切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。

２ 発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽から

の大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び

臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されて

いること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料

貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合にお

いて貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽

し、及び臨界を防止するために必要な設備を設

けなければならない。

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽か

らの大量の水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合

において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使

用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が

低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内

の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内

燃料体等」という。）を冷却し、放射線を

遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な

設備を施設しなければならない。

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵

槽からの大量の水の漏えいその他の要因に

より当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に

低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防

止するために必要な設備を施設しなければ

ならない。

添付資料 1.11.1 

基準要求に関する説明
関連箇所を赤枠にて示す 
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1.11-105 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/3） 

 
※1:重大事故等時には現場手動弁による隔離操作を併せて実施する。 
※2:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

※3: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

可搬型代替注水ポンプ

（A-1級）
新設

ディーゼル駆動消火ポ

ンプ
常設

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
新設 ろ過水タンク 常設

防火水槽　※2 新設 消火系配管・弁 常設

淡水貯水池　※2 新設 復水補給水系配管・弁 常設

ホース・接続口 新設 残留熱除去系配管・弁 常設

燃料プール代替注水系

配管・弁
新設

燃料プール冷却浄化系

配管・弁
常設

常設スプレイヘッダ 新設 使用済燃料プール 常設

使用済燃料プール 既設 常設代替交流電源設備 常設

燃料補給設備
既設

新設
第二代替交流電源設備 常設

可搬型代替注水ポンプ

（A-1級）
新設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
新設 燃料補給設備

常設

可搬

防火水槽　※2 新設

淡水貯水池　※2 新設

ホース・接続口 新設

燃料プール代替注水系

配管・弁
新設

可搬型スプレイヘッダ 新設

使用済燃料プール 既設

燃料補給設備
既設

新設

漏

え

い

抑

制
サイフォン防止機能

※1
新設 － － － － －

可搬型代替注水ポンプ

（A-1級）
新設

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
新設

防火水槽　※2 新設

淡水貯水池　※2 新設

ホース・接続口 新設

燃料プール代替注水系

配管・弁
新設

常設スプレイヘッダ 新設

使用済燃料プール 既設

燃料補給設備
既設

新設

－ －

燃

料

プ
ー

ル

代

替

注

水

系

に

よ

る

常

設

ス

プ

レ

イ

ヘ
ッ

ダ

を

使

用

し

た

使

用

済

燃

料

プ
ー

ル

へ

の

ス

プ

レ

イ

①

④

⑤

⑧

⑫

⑬

－ － － －

燃

料

プ
ー

ル

代

替

注

水

系

に

よ

る

可

搬

型

ス

プ

レ

イ

ヘ
ッ

ダ

を

使

用

し

た

使

用

済

燃

料

プ
ー

ル

へ

の

注

水

①

②

⑧

⑨

⑩ － －

①

⑧
－

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

燃

料

プ
ー

ル

代

替

注

水

系

に

よ

る

常

設

ス

プ

レ

イ

ヘ
ッ

ダ

を

使

用

し

た

使

用

済

燃

料

プ
ー

ル

へ

の

注

水

①

②

⑧

⑩ 消

火

系

に

よ

る

使

用

済

燃

料

プ
ー

ル

へ

の

注

水

30分 6名

自主対策とす

る理由は本文

参照

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

常設スプレイヘッダを使用した手順が不可となっても，
可搬型スプレイヘッダを使用した手順により， 
審査基準の要求への適合の維持が可能。（逆は成り立たない） 
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1.11-106 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3/3） 

 
※1:重大事故等時には現場手動弁による隔離操作を併せて実施する。 
※2:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

※3: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

可搬型代替注水ポンプ

（A-1級）
新設

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
新設

防火水槽　※2 新設

淡水貯水池　※2 新設

ホース・接続口 新設

燃料プール代替注水系

配管・弁
新設

可搬型スプレイヘッダ 新設

使用済燃料プール 既設

燃料補給設備
既設

新設

シール材 可搬

接着剤 可搬

ステンレス鋼板 可搬

吊り降ろしロープ 可搬

大容量送水車（原子炉

建屋放水設備用）
新設

ホース 新設

放水砲 新設

燃料補給設備
既設

新設

使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA）
新設

使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA広域）
新設

使用済燃料貯蔵プール

放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）

新設

使用済燃料貯蔵プール

監視カメラ(使用済燃料

貯蔵プール監視カメラ

用空冷装置を含む)

新設

常設代替交流電源設備 新設 第二代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設

所内蓄電式直流電源設

備

既設

新設

可搬型直流電源設備 新設

燃料プール冷却浄化系

ポンプ
既設

使用済燃料プール 既設

燃料プール冷却浄化系

熱交換器
既設

燃料プール冷却浄化系

配管・弁・スキマサー

ジタンク・ディフュー

ザ

既設

原子炉補機冷却系 既設

代替原子炉補機冷却系 新設

常設代替交流電源設備 新設

第二代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

－ －

代

替

交

流

電

源

設

備

を

使

用

し

た

燃

料

プ
ー

ル

冷

却

浄

化

系

に

よ

る

使

用

済

燃

料

プ
ー

ル

の

除

熱

①

③

⑧

－ － － －

代

替

電

源

に

よ

る

給

電

①

⑦

⑧

⑮

代

替

電

源

に

よ

る

給

電
※3 ※3

自主対策とす

る理由は本文

参照－ －

－ －

使

用

済

燃

料

プ
ー

ル

の

監

視

①

⑥

⑧

⑭

⑯

－ － － － － －

大

気

へ

の

放

射

性

物

質

の

拡

散

抑

制

①

⑤

⑧

⑬

－ － － －

－ －

－ － － －

漏

え

い

緩

和

120分 3名

自主対策とす

る理由は本文

参照

燃

料

プ
ー

ル

代

替

注

水

系

に

よ

る

可

搬

型

ス

プ

レ

イ

ヘ
ッ

ダ

を

使

用

し

た

使

用

済

燃

料

プ
ー

ル

へ

の

ス

プ

レ

イ

①

④

⑤

⑧

⑪

⑫

⑬

－ － － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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10－7－3－41（ 2） 8 

第
7
.
3
.
1
－
2
表
 
主
要
評
価
条
件
（
想
定
事
故

1
）
（
2
/
2
）
 

項
目
 

主
要

評
価
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に

関 連 す る 機 器 条 件 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
 

4
5
m
3
/
h（

4
台
）

※
1
で
注
水
 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
よ
る
注
水
を
想
定
 

 設
備
の
設
計
を
踏
ま
え
て
設
定
 

重 大 事 故 等 対 策 に 

関 連 す る 操 作 条 件 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
よ
る
使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

事
象
発
生
か
ら

12
時
間
後
 

可
搬
型
設
備
に
関
し
て
，
事
象
発
生
か
ら

1
2
時
間
後
ま
で

は
，
そ
の
機
能
に
期
待
し
な
い
と
仮
定
 

 ※
1 
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

），
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
の
注
水
容
量
は
と
も
に

4
5m

3
/h

以
上
(
4
台
)で

あ
る
。
 

 
 

有
効
性
評
価
（
要
求
さ
れ
る
容
量
・
準
備
時
間
）

関
連
箇
所
を
赤
枠
に
て
示
す
 

常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
，
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
，
ど
ち
ら
を
使
用
す
る
場
合

で
も
，
有
効
性
評
価
で
要
求
さ
れ
る
容
量
・
準
備
時
間
を
満
足
で
き
る
。
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8 10－7－3－44（ 2） 8 

第
7
.
3
.
2
－
2
表
 
主
要
評
価
条
件
（
想
定
事
故

2
）
（
2
/
2
）
 

項
目
 

主
要
評
価
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件 

安
全
機
能
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
及
び
注

水
機
能
喪
失
 

使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
と
し
て
燃
料
プ
ー
ル
冷

却
浄
化
系

，
残
留
熱
除
去
系
，
復
水
補
給
水
系
等
の
機
能
喪
失
を
設
定
 

配
管
損
傷
の
想
定
 

残
留
熱
除
去
系
の
配
管
内
径
の

1
/
2
の
長

さ
と
配
管
肉
厚
の

1
/
2
の
幅
を
有
す
る
貫

通
ク
ラ
ッ
ク
に
よ
る
損
傷
 

低
圧
配
管

で
あ
る
た
め
，
全
周
破
断
の
発
生
は
考
え
づ
ら
い
と
考
え
貫
通

ク
ラ
ッ
ク

に
よ
る
損
傷
を
想
定
 

サ
イ
フ
ォ
ン
現
象
に
よ
る
漏
え
い
量
 

約
7
0
m
3 /
h 

想
定
さ
れ

る
異
物
の
弁
へ
の
噛
み
込
み
に
よ
り
逆
止
弁
が
固
着
し
，
そ
の

機
能
が
十

分
に
働
か
な
い
状
態
を
想
定
。
な
お
，
サ
イ
フ
ォ
ン
現
象
に
よ

る
漏
え
い

を
停
止
さ
せ
る
配
管
の
孔
（
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
孔
）
に
よ

る
サ
イ
フ

ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
に
は
期
待
し
な
い
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

外
部
電
源

の
有
無
は
事
象
進
展
に
影
響
し
な
い
こ
と
か
ら
，
資
源
の
観
点

で
厳
し
い

外
部
電
源
な
し
を
設
定
 

重 大 事 故 等 対

策 に 関 連 す る

機 器 条 件 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
 

4
5
m
3
/
h（

4
台
）

※
1
で
注
水
 

燃
料
プ
ー

ル
代
替
注
水
系
に
よ
る
注
水
を
想
定
 

 設
備
の
設

計
を
踏
ま
え
て
設
定
 

重 大 事 故 等 対 策 に 

関 連 す る 操 作 条 件 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
漏
え
い
隔
離
 

事
象
発
生
か
ら

15
0
分
後
 

認
知
，
現

場
調
査
，
漏
え
い
箇
所
隔
離
ま
で
の
操
作
の
作
業
想
定
時
間
に

余
裕
を
含

め
て
設
定
 

（
水
位
低

下
認
知
及
び
注
水
機
能
及
び
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
確
認
に
余

裕
を
踏
ま
え

1
時
間
，
水
位
低
下
要
因
調
査
及
び
現
場
隔
離
操
作
箇
所
へ

の
移
動
に

１
時
間
，
隔
離
操
作
実
施
に

30
分
の
合
計

1
50

分
）
 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系

に
よ

る
使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

事
象
発
生
か
ら

12
時
間
後
 

可
搬
型
設

備
に
関
し
て
，
事
象
発
生
か
ら

1
2
時
間
後
ま
で
は
，
そ
の
機

能
に
期
待

し
な
い
と
仮
定
 

※
1 
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

），
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
の
注
水
容
量
は
，
と
も
に

4
5m

3
/h

以
上
(
4
台
)で

あ
る
。
 

常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
，
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
，
ど
ち
ら
を

使
用
す
る
場
合
で
も
，
有
効
性
評
価
で
要
求
さ
れ
る
容
量
・
準
備

時
間
を
満
足
で
き
る
。
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1.11-78 

 

第
1
.
1
1
.
7
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を

使
用

し
た

 

 
 

 
 
 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
2
/
2
）

 

 

 
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
状

態
確

認

注
水

確
認

5
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
～

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

屋
外

～
5
号

炉
東

側
第

二
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

※
1
　
緊

急
時
対

策
要
員

6名
で

2ユ
ニ
ッ

ト
分
を

対
応
し

た
場
合

，
6
号
炉

へ
の
送

水
開
始

ま
で
約

33
0分

，
7
号
炉

へ
の
送

水
開
始

ま
で
約

34
5分

で
可

能
で
あ

る
。

  
 
  
緊

急
時
対

策
要
員

10
名
で

2ユ
ニ

ッ
ト

分
を
対

応
し
た

場
合
，

6号
炉
及

び
7号

炉
へ

の
送
水

開
始
ま

で
約
2
25
分

で
可
能

で
あ
る

。

1

緊
急

時
対

策
要

員
6

※
1

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

で
対

応
す

る
。

経
過

時
間

（分
）

備
考

手
順

の
項

目
要

員
（数

）

燃
料

プ
ー

ル
代

替
注

水
系

に

よ
る

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を

使
用

し
た

 使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

[淡
水

貯
水

池
を

水
源

と
し

た

場
合

（あ
ら

か
じ

め
敷

設
し

て

あ
る

ホ
ー

ス
が

使
用

で
き

な
い

場
合

）
]

送
水

準
備

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
2
名

で

対
応

す
る

。

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ

送
水

準
備

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
4
名

で

対
応

す
る

。
送

水
準

備

送
水

10
20

40
30

50
70

60
23

0
24

0
25

0
26

0
27

0
28

0
29

0
30

0
31

0
32

0
33

0
34

0
35

0
22

0
80

90
10

0
11

0
12

0
20

0
21

0

燃
料

プ
ー

ル
代

替
注

水
系

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
3
3
0
分

※
1

準
備
時
間

関
連
箇
所

を
赤
枠
に
て
示
す
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第
1
.
1
1
.
1
0
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

を
使

用
し

た
 

 
 

 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
（

淡
水

/
海

水
）

（
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

送
水

）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

2
/
2
）

 

5
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
～

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

屋
外

～
5
号

炉
東

側
第

二
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

原
子

炉
建

屋
外

側
よ

り
防

潮
扉

開
放

　
※

2

※
1
　

緊
急

時
対
策

要
員

6
名
で

2
ユ
ニ

ッ
ト
分

を
対

応
し
た

場
合

，
6号

炉
へ
の

送
水

開
始
ま

で
約

3
4
0分

，
7号

炉
へ
の

送
水

開
始
ま

で
約

3
5
5分

で
可
能

で
あ

る
。

 
  
 
 
緊
急

時
対
策

要
員

1
0
名
で

2
ユ
ニ

ッ
ト

分
を
対

応
し

た
場
合

，
6
号

炉
及

び
7号

炉
へ
の

送
水

開
始
ま

で
約

2
3
5分

で
可
能

で
あ

る
。

※
2
　

S
FP
可

搬
式

接
続
口

を
使

用
す
る

場
合

は
，
「

原
子

炉
建
屋

外
側

よ
り
防

潮
扉

開
放
」

作
業

が
不
要

と
な

る
た
め

，
約

3
3
0分

で
可
能

で
あ

る
。

送
水

準
備

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
2
名

で

対
応

す
る

。

送
水

準
備

送
水

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
送

水

(原
子

炉
建

屋
大

物
搬

入
口

か

ら
の

接
続

　
※

3)

[淡
水

貯
水

池
（あ

ら
か

じ
め

敷

設
し

て
あ

る
ホ

ー
ス

が
使

用
で

き

な
い

場
合

）
を

水
源

と
し

た
場

合
]

緊
急

時
対

策
要

員
6

※
1

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

で
対

応
す

る
。

送
水

準
備

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
4
名

で

対
応

す
る

。

経
過

時
間

（分
）

備
考

手
順

の
項

目
要

員
（数

）

10
20

40
30

50
70

60

淡
水

貯
水

池
を

水
源

と
し

た
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

送
水

34
0分

※
1

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

35
0

22
0

80
90

10
0

11
0

12
0

20
0

21
0

添付-2-(3) 設置変更許可申請書 添付十追補1

66-9-1  16/32

668



 

 

1.11-89 

 

第
1
.
1
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.
1
6
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を

使
用

し
た

 

 
 

 
 
 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
ス

プ
レ

イ
（

淡
水

/
海

水
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
2
/
2
）

 

  
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
状

態
確

認

注
水

確
認

5
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
～

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

屋
外

～
5
号

炉
東

側
第

二
保

管
場

所
移

動

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
健

全
性

確
認

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

2
台

移
動

～
配

置

※
1
　
緊

急
時
対

策
要
員

6名
で

2ユ
ニ
ッ

ト
分
を

対
応
し

た
場
合

，
6号

炉
へ

の
送
水

開
始
ま

で
約
3
30
分

，
7号

炉
へ

の
送
水

開
始
ま

で
約
3
45
分

で
可
能

で
あ
る

。

  
 
  
緊

急
時
対

策
要
員

10
名
で

2ユ
ニ

ッ
ト

分
を
対

応
し
た

場
合
，

6号
炉

及
び

7号
炉

へ
の

送
水
開

始
ま
で

約
22
5
分
で

可
能
で

あ
る
。

送
水

準
備

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
2
名

で

対
応

す
る

。

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

で
対

応
す

る
。

送
水

準
備

緊
急

時
対

策
要

員
6
名

の
う

ち
4
名

で

対
応

す
る

。
送

水
準

備

送
水

手
順

の
項

目
要

員
（数

）

燃
料

プ
ー

ル
代

替
注

水
系

に

よ
る

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

を
使

用
し

た

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

[淡
水

貯
水

池
を

水
源

と
し

た

場
合

（あ
ら

か
じ

め
敷

設
し

て

あ
る

ホ
ー

ス
が

使
用

で
き

な
い

場
合

）
]

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
1

緊
急
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響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系は，通常時は熱

交換器ユニットを接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，原子炉補機冷却系と代替原

子炉補機冷却系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器

ユニット用）は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

4.3.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等時において，使用済燃料プ

ール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必

要な注水流量を有するものとして，可搬型スプレイヘッダ又は常設スプレ

イヘッダを使用する場合は，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を１セット１

台及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を１セット 3 台，又は可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）を 1 セット 4 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共

所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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用で可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の場合に 4 セット 16 台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び

7 号炉共用）の合計 17 台，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の場合に 6 号

及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を保

管する。 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等時において，使用済燃料プ

ール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要なスプレ

イ量を有するものとして，可搬型スプレイヘッダを使用する場合は，可搬

型代替注水ポンプ（A-1 級）を 1 セット 1 台及び可搬型代替注水ポンプ（A-

2 級）を 1 セット 3 台，又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を 1 セット 4

台使用し，常設スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代替注水ポンプ

（A-1 級）を 1 セット 1 台及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を 1 セット

3 台として使用する。保有数は 6 号及び 7 号炉共用で可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）の場合に 1 セット 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 5 台，

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の場合に 6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1

台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 2台を保管する。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）は，想定される重大事故等時に

おいて変動する可能性のある使用済燃料プール上部から使用済燃料上端近

傍までの範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）は，想定される重大事故等

時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍まで
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第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

 

(1) 燃料プール代替注水系 

a. 可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）（6号及び 7号炉共用） 

型  式    うず巻形 

台  数    1（予備 1） 

容  量    168m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage] 

において） 

120m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage] 

において） 

吐出圧力    0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

b. 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型  式    うず巻形 

台  数    16（予備 1） 

容  量    120m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage] 

において） 

84m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage] 

において） 

吐出圧力    0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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c. 可搬型スプレイヘッダ（6号及び 7号炉共用） 

数  量    1（予備 1） 

d. 常設スプレイヘッダ 

数  量    1 

(2) 原子炉建屋放水設備 

a. 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6号及び 7号炉共用） 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の

主要機器仕様に記載する。 

b. 放水砲（6号及び 7号炉共用） 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の

主要機器仕様に記載する。 

(3) 使用済燃料プール監視設備 

a. 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数    1（検出点 14 箇所） 

計測範囲    水位 6 号炉  T.M.S.L. 20,180～31,170mm 

   7 号炉  T.M.S.L. 20,180～31,123mm 

温度 0～150℃ 

b. 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数    1（検出点 8箇所） 

計測範囲    水位 6 号炉  T.M.S.L. 23,420～30,420mm 

   7 号炉  T.M.S.L. 23,373～30,373mm 
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温度 0～150℃ 

c. 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

d. 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ用空冷装置を含む。） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数    1 

(4) 燃料プール冷却浄化系 

a. ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール冷却浄化系 

台  数    1（予備 1※1） 

容  量    約 250m3/h/台 

全 揚 程    約 80m 

※1 6 号炉は代替循環冷却系と同時に使用する

場合を除く。 

b. 熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール冷却浄化系 

基  数    1（予備 1※2） 

伝熱容量    約 1.9MW 

※2 代替循環冷却系と同時に使用する場合を除

く。 
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(5) 代替原子炉補機冷却系 

a. 熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

b. 大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6号及び 7号炉共用） 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要

機器仕様に記載する。 
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 3.2 燃料プール代替注水系 

  3.2.1 ポンプ 

名 称 
可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 

（6,7 号機共用） 

容 量 m3/h/個 
 

（168 以上） 

吐 出 圧 力  MPa 
 

（0.85 以上） 

最 高 使 用 圧 力 MPa  

最 高 使 用 温 度 ℃  

原 動 機 出 力  kW/個  

個 数 ― 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備と

して使用する可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）は，以下の機能を有する。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下

した場合において使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する

ために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用

済燃料貯蔵プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料貯蔵プールへの補

給機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵プールに接続する配管の破損等により使用済燃料貯蔵プー

ル水の小規模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プールの水位が低下した場合において，可搬型代替

注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，燃料プール代替

注水系配管又はホース等を経由して可搬型スプレイヘッダ又は常設スプレイヘッダから使用済

燃料貯蔵プールへ注水することで，使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できる設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料貯蔵プールの

水位が異常に低下した場合において，可搬型スプレイヘッダを使用する場合には，可搬型代替注

水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），

常設スプレイヘッダを使用する場合には，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として， 
   

添付-3-(3) 工事計画認可申請書
容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す 枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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燃料プール代替注水系配管又はホース等を経由して可搬型スプレイヘッダ又は常設スプレイヘッ

ダから使用済燃料貯蔵プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するととも

に，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

 

1. 容量 

 1.1 使用済燃料貯蔵プールへ注水する場合の容量（可搬型スプレイヘッダ使用時） 

    

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において可搬型スプレイヘッダを用いた

使用済燃料貯蔵プールへの注水に使用する場合の容量は，使用済燃料貯蔵プールにおける燃

料損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）の想定事故１及

び想定事故２において有効性が確認されている使用済燃料貯蔵プールへの注水量が 45m3/h

であることから， とする。 

 

 1.2 使用済燃料貯蔵プールへ注水する場合の容量（常設スプレイヘッダ使用時） 

    

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において常設スプレイヘッダを用いた使

用済燃料貯蔵プールへの注水に使用する場合の容量は，使用済燃料貯蔵プールにおける燃料

損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）の想定事故１及び

想定事故２において有効性が確認されている使用済燃料貯蔵プールへの注水量が 45m3/h で

あることから， とする。 

 

 1.3 使用済燃料貯蔵プールへスプレイする場合の容量（可搬型スプレイヘッダ使用時） 

    

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において可搬型スプレイヘッダを用いた

使用済燃料貯蔵プールへのスプレイに使用する場合の容量は，添付書類Ⅴ-1-3-4「使用済燃

料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」において蒸散量を上回ることが確認されているスプレ

イ量を満足する値として， とする。 

 

 1.4 使用済燃料貯蔵プールへスプレイする場合の容量（常設スプレイヘッダ使用時） 

    

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において常設スプレイヘッダを用いた使

用済燃料貯蔵プールへのスプレイに使用する場合の容量は，添付書類Ⅴ-1-3-4「使用済燃料

貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」において蒸散量を上回ることが確認されているスプレイ

量を満足する値として， とする。 

 

公称値については，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）は消防法に基づく技術上の規格を満

足するものを採用していることから，その規格上要求される容量 168m3/h/個以上とする。 

 
                  

添付-3-(3) 工事計画認可申請書
枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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2. 吐出圧力 

 2.1 使用済燃料貯蔵プールへ注水する場合の吐出圧力（可搬型スプレイヘッダ使用時） 

    

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において可搬型スプレイヘッダを用いた

使用済燃料貯蔵プールへの注水に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる 7

号機原子炉建屋機器搬出入口を使用する場合の静水頭，ホース直接敷設の圧損，ホース湾曲

による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

   静水頭 約  MPa 

             ホース圧損 約  MPa 

        ホース湾曲による影響 約  MPa 

       機器及び配管・弁類圧損 約  MPa 

       ―――――――――――――――――――― 

                                合計 約  MPa 

 

以上より，可搬型スプレイヘッダを用いた使用済燃料貯蔵プールへの注水に使用する可搬

型代替注水ポンプ（A-1 級）の吐出圧力は とする。 

 

 2.2 使用済燃料貯蔵プールへ注水する場合の吐出圧力（常設スプレイヘッダ使用時） 

    

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において常設スプレイヘッダを用いた使

用済燃料貯蔵プールへの注水に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる 7 号

機使用済燃料貯蔵プール接続口（東）を使用する場合の静水頭，ホース直接敷設の圧損，ホ

ース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

   静水頭 約  MPa 

             ホース圧損 約  MPa 

        ホース湾曲による影響 約  MPa 

       機器及び配管・弁類圧損 約  MPa 

       ―――――――――――――――――――― 

                                合計 約  MPa 

 

   以上より，常設スプレイヘッダを用いた使用済燃料貯蔵プールへの注水に使用する可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）の吐出圧力は とする。 

 

 

 

 
                  

添付-3-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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 2.3 使用済燃料貯蔵プールへスプレイする場合の吐出圧力（可搬型スプレイヘッダ使用時） 

    

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において可搬型スプレイヘッダを用いた

使用済燃料貯蔵プールへのスプレイに使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大とな

る 7号機原子炉建屋機器搬出入口を使用する場合の静水頭，ホース直接敷設の圧損，ホース

湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

   静水頭 約  MPa 

             ホース圧損 約  MPa 

        ホース湾曲による影響 約  MPa 

       機器及び配管・弁類圧損 約  MPa 

       ―――――――――――――――――――― 

                                合計 約  MPa 

 

以上より，可搬型スプレイヘッダを用いた使用済燃料貯蔵プールへのスプレイに使用する

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の吐出圧力は とする。 

 

 2.4 使用済燃料貯蔵プールへスプレイする場合の吐出圧力（常設スプレイヘッダ使用時） 

    

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において常設スプレイヘッダを用いた使

用済燃料貯蔵プールへのスプレイに使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる

7号機使用済燃料貯蔵プール接続口（東）を使用する場合の静水頭，ホース直接敷設の圧損，

ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

   静水頭 約  MPa 

             ホース圧損 約  MPa 

        ホース湾曲による影響 約  MPa 

       機器及び配管・弁類圧損 約  MPa 

       ―――――――――――――――――――― 

                                合計 約  MPa 

 

以上より，常設スプレイヘッダを用いた使用済燃料貯蔵プールへのスプレイに使用する可

搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の吐出圧力は とする。 

 

   公称値については，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）は消防法に基づく技術上の規格を満

足するものを採用していることから，その規格上要求される吐出圧力 0.85MPa 以上とする。 

 

 
                  

添付-3-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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3. 最高使用圧力 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，ポンプ運

転時の吐出圧力を上回る圧力として  MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故

等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認して

いる代替淡水源の温度 40℃及び海水の温度 30℃を上回る  ℃とする。 

 

5. 原動機出力 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の原動機出力は，必要軸動力が最大となる流量 147m3/h 時の

軸動力を基に設定する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の流量が  m3/h，吐出圧力が  MPa，その時の当該ポ

ンプの必要軸動力は，約  kW となる。 

以上より，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の原動機出力は，必要軸動力約  kW を上回る

 kW/個とする。 

 

6. 個数 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）は，重大事故等対処設備として淡水又は海水を使用済燃料

貯蔵プールへ注水又はスプレイするために必要な個数である 6,7 号機で 1セット 1個に，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1個とし，分散して保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

添付-3-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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1.11-12 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁 

・燃料プール冷却浄化系配管・弁 

・使用済燃料プール 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備  

 

(b) 漏えい抑制 

使用済燃料プールに接続する配管の破断等により，使用済

燃料プールディフューザ配管からサイフォン現象による使用

済燃料プール水漏えいが発生した場合に，使用済燃料プール

のサイフォン防止機能を有するサイフォンブレーク孔により

サイフォン現象の継続を防止するとともに，現場手動弁の隔

離操作により漏えいを停止する手段がある。 

漏えい抑制で使用する設備は以下のとおり。 

・サイフォン防止機能 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料プール代替注水で使用する設備のうち，可搬型代替注

水ポンプ（A－1 級），可搬型代替注水ポンプ（A－2 級），ホ

ース・接続口，燃料プール代替注水系配管・弁，常設スプレ

イヘッダ，可搬型スプレイヘッダ，使用済燃料プール及び燃

料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。防火水

添付-3-(4) 設置変更許可申請書 添付十追補１
自主対策設備に関する説明
関連箇所を下線にて示す 
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1.11-13 

槽及び淡水貯水池は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源

（措置）として位置付ける。 

漏えい抑制で使用する設備のうち，サイフォン防止機能は

重大事故等対処設備として位置付ける。また，重大事故等時

には現場手動弁による隔離操作を併せて実施する。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅され

ている。 

以上の重大事故等対処設備により，使用済燃料プール内の

燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するこ

とができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あわ

せて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，可搬型代替注水ポンプ

（A－2 級）と同等の機能（流量）を有することから，重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合において，使用済燃料プール内

の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

する手段として有効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備

添付-3-(4) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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保安規定第６６条 

表６６－９「使用済燃料プールの冷却等のための設備」 

６６－９－２「使用済燃料プールの除熱」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

 添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 
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技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 
１
．「

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷

却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
，
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因

に
よ

り
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
当

該
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
内

の

燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
を
冷
却
し
，
放
射
線
を
遮
蔽
し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 

④
 
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化
系

は
，

重
大

事
故

等
発

生
時
に

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

か
ら
発

生
す

る
水

蒸
気

に

よ
る

重
大
事

故
等

対
処
設

備
へ

の
悪

影
響

を
防

止
す
る

た
め

に
，

使
用

済
燃

料
プ
ー

ル
に

照
射

さ
れ

た

燃
料

を
貯
蔵

し
て

い
る
期

間
を

機
能

維
持

期
間

と
し
て

適
用

す
る

必
要

が
あ

る
こ
と

か
ら

，
適

用
さ

れ

る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。（

保

安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
  

⑥
 
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化
系

ポ
ン

プ
及

び
燃

料
プ

ー
ル
冷

却
浄

化
系

熱
交

換
器

は
，
設

計
基

準
対

象
施

設

と
兼
用
し
て
お
り
，
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
に
貯
蔵
す
る

使
用

済
燃
料

か
ら

発
生
す

る
崩

壊
熱

を
１

台
及

び
１
基

で
除

熱
で

き
る

こ
と

か
ら
，

１
台

及
び

１
基

を

所
要
数
と
す
る
。（

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
  
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ
の
流
量
が
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
，

全
揚
程
が
 
 
 
 
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
第
一
入
口
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
第
二
入
口
弁
，

Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
出
口
弁
及
び
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
バ
イ
パ
ス
弁
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確

認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

当
直
長
 

３
．
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ
が
起
動
す
る
こ
と

※
６
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

※
６

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

   （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

Ａ
．
燃
料
プ
ー
ル
冷
却

浄
化

系
に
よ
る

使

用
済

燃
料
プ
ー

ル

の
除

熱
が
動
作

不

能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
温
度
上
昇
評
価
を
実
施
す
る
。 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確

認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

 

速
や
か
に
 

※
７

：
燃
料
プ

ー
ル
代
替

注
水
系

に
よ
る
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

の
注
水
，

及
び
残
留

熱
除
去

系
に
よ
る

使
用

済
燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱
が

Ａ
２
の
評
価
時
間
内
に
実
施
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
燃
料
プ
ー

ル
代
替
注
水
系
に
つ
い
て
は
，
ホ
ー
ス
の
事
前
接
続
等
の
補
完
措
置
を
含
む
。
残
留
熱
除
去
系

に
つ

い
て
は
管
理
的
手
段
に
よ
る
確
認
を
い
う
。

 

   
⑦

 
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態

に
お

け
る

確
認

事
項

を
記

載
す

る
。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
 ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
，
２
が
該
当
。

 
定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
項
目
１
は
，
ろ
過
脱
塩
器
バ
イ
パ
ス
の
系
統
構
成
（
項
目
２
）
後
に
実
施
す
る
。

 
 

 
確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 

弁
動

作
確
認

は
，

当
該

系
統
に

要
求

さ
れ

る
準

備
時

間
を
満

足
す

る
た

め
に

中
央

制
御
室

か
ら
の

遠
隔
操
作
が
必
要
な
弁
と
し
て
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
第
一
入
口
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
第
二
入

口
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
出
口
弁
及
び
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
バ
イ
パ
ス
弁
を
対
象
と
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
３
が
該
当
。

 
頻
度
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す

 
る
。
 

 
 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ

た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 Ａ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ａ

２
．

重
大

事
故

等
発
生

時
の

時
間

余
裕

を
確

認
す
る

た
め

，
使

用
済

燃
料

プ
ー
ル

の
水

温
が

６
５

℃

（
保
安
規
定
第
５
５
条
（
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
）
の
運
転
上
の
制
限
）
に
到
達

す
る
ま
で
の
時
間
を
“
速
や
か
に
”
評
価
す
る
。

 
 Ａ
３
．
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
措
置
と
し
て
燃
料
プ
ー
ル
代
替

注
水
系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
又
は
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
使
用
）
に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ

ー
ル

の
注

水
及

び
残

留
熱

除
去

系
に

よ
る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

除
熱

が
Ａ

１
の
評

価
時

間
内

に
実
施
可
能
で
あ
る
こ
と
を

 “
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
な
お
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
は
，
残
留
熱
除
去
系
は
保
安
規

定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
で
待
機
が
要
求
さ
れ
て
い
る
た
め
，
管
理
的
手
段

に
よ
る
確
認
と
す
る
。

 

   

 枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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1.11-97 

 

 

第
1
.
1
1
.
2
3
図

 
代

替
交

流
電

源
設

備
を

使
用

し
た

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

除
熱

 
概

要
図

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
5
-
4
に
て
整
理

6
6
-
9
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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 8－4－41 8 

の範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，想定さ

れる重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計と

する。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想定される重大事故等時において

赤外線機能により使用済燃料プール及びその周辺の状況が把握できる設計

とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，設

計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及

び伝熱容量が，想定される重大事故等時において，使用済燃料プール内に

貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流

量及び伝熱容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設

計する。 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニ

ット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，想定される重大事故等

時において，燃料プール冷却浄化系熱交換器等で発生した熱を除去するた

めに必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユニット 1 セット 1

式と大容量送水車（熱交換器ユニット用）1 セット 1 台を使用する。熱交換

器ユニットの保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 4 式に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 式（6 号及び 7

号炉共用）の合計 5 式を保管する。大容量送水車（熱交換器ユニット用）

の保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 4 台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）

の合計 5台を保管する。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す
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 8－4－57 8 

温度 0～150℃ 

c. 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

d. 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ用空冷装置を含む。） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数    1 

(4) 燃料プール冷却浄化系 

a. ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール冷却浄化系 

台  数    1（予備 1※1） 

容  量    約 250m3/h/台 

全 揚 程    約 80m 

※1 6 号炉は代替循環冷却系と同時に使用する

場合を除く。 

b. 熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール冷却浄化系 

基  数    1（予備 1※2） 

伝熱容量    約 1.9MW 

※2 代替循環冷却系と同時に使用する場合を除

く。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八

設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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  3.1.2 ポンプ 

名 称 
燃料プール冷却浄化系ポンプ 

（設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,7 号機共用） 

容 量 m3/h/個 (250) 

揚 程 m (80) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.57 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66，77 

原 動 機 出 力  kW/個 110 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

 燃料プール冷却浄化系ポンプは，設計基準対象施設としてスキマサージタンクから供

給される使用済燃料貯蔵プール水を昇圧し，燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器及び燃料

プール冷却浄化系熱交換器に通した後，使用済燃料貯蔵プールに戻すために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄

化設備として使用する燃料プール冷却浄化系ポンプは，以下の機能を有する。 

 

 燃料プール冷却浄化系ポンプは，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水

位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するために設置する。 

 系統構成は，重大事故等時において，使用済燃料貯蔵プール水を燃料プール冷却浄化

系ポンプにより燃料プール冷却浄化系熱交換器等を経由して循環させることで，使用済

燃料貯蔵プールを冷却できる設計とする。 

 

1. 容量 

  設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却浄化系ポンプの容量は，燃料プー

ル冷却浄化系ポンプ 1 台で使用済燃料貯蔵プール水量を 1 日 2 回循環させる流量

192.5m3/h 及び，燃料プール冷却浄化系ポンプ 1 台で使用済燃料貯蔵プール，キャスク

ピット，原子炉ウェル及び蒸気乾燥機・気水分離器ピット水の合計に相当する水量を

1 日 1 回循環させる流量  m3/h を上回る容量として， とする。 

 

 
                       

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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  燃料プール冷却浄化系ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は,設計

基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，

とする。 

 

公称値については， 250m3/h/個とする。 

 

2. 揚程 

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却浄化系ポンプの揚程は，施設時と

系統構成を含めて変わらないため，静水頭，配管及び機器圧力損失等が  m である

ことから，  m 以上とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，燃料

プール冷却浄化系ろ過脱塩器を経由せず，圧力損失が設計基準対象施設として使用す

る場合よりも小さいため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  m 以上とする。 

 

公称値については，要求される揚程を上回る 80m とする。 

 

3. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却浄化系ポンプの最高使用圧力は，

静水頭とポンプ締切圧力の合計が 1.46MPa であることから，これを上回る圧力として

1.57MPa とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は, 設計

基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，

1.57MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却浄化系の最高使用温度は，接続さ

れている「燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系分岐部～燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ」までの主配管の最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は, 接続

されている「燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系分岐部～燃料プール冷却浄化系

ポンプ」までの主配管の最高使用温度と同じ 77℃とする。 

 

 

 

 
                  

添付-2-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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5. 原動機出力 

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却浄化系ポンプの原動機出力は，燃

料プール冷却浄化系ポンプの定格流量点での軸動力を基に設定する。 

 
Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

η＝
Ｐｗ

Ｐ
・100 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
 

Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝250/3600 

Ｈ  ：揚程(m)               ＝80 

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）     ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

250
3600

×80

 ／100
＝  ≒  kW 

 

定格流量点における燃料プール冷却浄化系ポンプの流量は 250m3/h，揚程は 80m で

あり，その時の燃料プール冷却浄化系ポンプの必要軸動力は，  kW となる。 

以上より，燃料プール冷却浄化系ポンプの原動機出力は，必要軸動力  kW を上回

る 110kW/個とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力

は,重大事故等時の容量及び揚程が設計基準対象施設の容量及び揚程と同仕様である

ため，設計基準対象施設として使用する場合の原動機出力と変わらない。 

以上より，設計基準対象施設と同仕様で設計し，110kW/個とする。 

 

6. 個数 

燃料プール冷却浄化系ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設としてスキマサ

ージタンクから供給される使用済燃料貯蔵プール水を昇圧し，燃料プール冷却浄化系

ろ過脱塩器及び燃料プール冷却浄化系熱交換器に通した後，使用済燃料貯蔵プールに

戻すために必要な個数である各系列に 1 個とし，合計 2 個設置する。 

 
                 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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燃料プール冷却浄化系ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として 2 個設置

しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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保安規定第６６条 

表６６－９「使用済燃料プールの冷却等のための設備」 

６６－９－３「使用済燃料プール監視設備」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  

添付－３ 代替パラメータに関する説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（代替パラメータ） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 ６
６
－
９
－
３
 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 
④
 

要
 
素
 
⑤
 

動
作
可
能
で
 

あ
る
べ
き
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
数
 

⑥
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に

照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
広
域
）
 

１
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低

レ
ン
ジ
）
 

 
１

※
２
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

※
１
 

１
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
３
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
４
 

所
内
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
 

※
５
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

※
６
 

※
１
：
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
用
空
冷
装
置
を
含
む
。
 

※
２
：
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
は
，
高
レ
ン
ジ
及
び
低
レ
ン
ジ
の
両
方
を
い
う
。
 

※
３
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
４
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
５
：「

６
６
－
１
２
－
４
 
所
内
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
 

運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
６
：「

６
６
－
１
２
－
５
 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 

         

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
の
所
要

チ
ャ
ン
ネ
ル
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
（
１
））

 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 

１
．「

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷

却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
，
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要

因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
を
冷
却
し
，
放
射
線
を
遮
蔽

し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

２
．「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の

大
量
の
漏
え
い
そ
の
他
の
原
因
に
よ
り
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
た
場
合
に

お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
の
損
傷
の
進
行
緩
和
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 

 ④
 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
の
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料

を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
は
待
機
が
要
求
さ
れ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使
用
済
燃
料
プ

ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
要
素

 

 

⑥
 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
た
め
，

動
作
可
能
で
あ
る
べ
き
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
各
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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条
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記
載
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考

 

 （
２
）
確
認
事
項
 

要
 
素
 

項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
当
 

１
．
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー

ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ

広
域
）
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に

お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

２
．
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー

ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
） 

チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に

お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

３
．
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー

ル
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に

お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

４
．
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー

ル
監
視
カ
メ
ラ
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に

お
い
て
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

           

  

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
，
２
，
３
，
４
の
定
検
停
止
に
確
認
す
る
事
項
が
該
当
。

 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
及
び
制
御
設
備
）
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
と

同
様
，
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
又
は
機
能
検
査
を
行
う
。

 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 

項
目
１
，
２
，
３
，
４
の
１
ヶ
月
に
１
回
確
認
す
る
事
項
が
該
当
。

 

指
示
値
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
の
確
認
（
振
切
れ
や
他
の
計
器
と
の
差
異
の
有
無
等
の
確

認
）
を
行
う
。
頻
度
に
つ
い
て
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
に
合
わ
せ
る

も
の
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

Ａ
.
１
つ
以
上
の
要
素

が
監
視
不
能
の

場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温
が
６
５
℃
以

下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
残
り
の
要
素
が
監
視
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

 

  

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
が
動

作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 Ａ
２
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 Ａ
３
．
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
り
の
要
素
が
監
視
可
能

で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
重
大
事
故
等
発
生
時
の
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
の
監
視
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。（

添
付
－
３
）
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第
4
.
3
－
6
図
(
2
)
 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の

設
備
系
統
概
要
図
 

（
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
設
備
に
よ
る

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
監
視
）
（
7
号
炉
）
 

使
用

済
燃
料
貯
蔵
プ
ー

ル
水
位

・
温
度
（
S
A広

域
）

使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ

ー
ル

水
位
・
温
度

（
SA
)

使
用
済
燃
料

貯
蔵
プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ 使
用
済

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル

放
射
線

モ
ニ
タ

使
用
済

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
監
視

カ
メ
ラ
用
空
冷
装
置

使
用
済
燃
料

プ
ー
ル

使
用
済
燃
料
貯

蔵
ラ
ッ
ク

高 レ ン ジ

低 レ ン ジ

冷 却 器

コ ン プ レ ッ サ ー

指
示
計

中
央
制
御
室

原
子
炉
建
屋

指
示
計

指
示
計

表
示

信
号
系

冷
却
空
気

凡
例

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八
6
6
-
9
-
3
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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用で可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の場合に 4 セット 16 台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び

7 号炉共用）の合計 17 台，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の場合に 6 号

及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を保

管する。 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等時において，使用済燃料プ

ール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要なスプレ

イ量を有するものとして，可搬型スプレイヘッダを使用する場合は，可搬

型代替注水ポンプ（A-1 級）を 1 セット 1 台及び可搬型代替注水ポンプ（A-

2 級）を 1 セット 3 台，又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を 1 セット 4

台使用し，常設スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代替注水ポンプ

（A-1 級）を 1 セット 1 台及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を 1 セット

3 台として使用する。保有数は 6 号及び 7 号炉共用で可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）の場合に 1 セット 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 5 台，

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）の場合に 6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1

台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 2台を保管する。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）は，想定される重大事故等時に

おいて変動する可能性のある使用済燃料プール上部から使用済燃料上端近

傍までの範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）は，想定される重大事故等

時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍まで

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す
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の範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，想定さ

れる重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計と

する。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想定される重大事故等時において

赤外線機能により使用済燃料プール及びその周辺の状況が把握できる設計

とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，設

計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及

び伝熱容量が，想定される重大事故等時において，使用済燃料プール内に

貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流

量及び伝熱容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設

計する。 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニ

ット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，想定される重大事故等

時において，燃料プール冷却浄化系熱交換器等で発生した熱を除去するた

めに必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユニット 1 セット 1

式と大容量送水車（熱交換器ユニット用）1 セット 1 台を使用する。熱交換

器ユニットの保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 4 式に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 式（6 号及び 7

号炉共用）の合計 5 式を保管する。大容量送水車（熱交換器ユニット用）

の保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 4 台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）

の合計 5台を保管する。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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c. 可搬型スプレイヘッダ（6号及び 7号炉共用） 

数  量    1（予備 1） 

d. 常設スプレイヘッダ 

数  量    1 

(2) 原子炉建屋放水設備 

a. 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6号及び 7号炉共用） 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の

主要機器仕様に記載する。 

b. 放水砲（6号及び 7号炉共用） 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の

主要機器仕様に記載する。 

(3) 使用済燃料プール監視設備 

a. 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数    1（検出点 14 箇所） 

計測範囲    水位 6 号炉  T.M.S.L. 20,180～31,170mm 

   7 号炉  T.M.S.L. 20,180～31,123mm 

温度 0～150℃ 

b. 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数    1（検出点 8箇所） 

計測範囲    水位 6 号炉  T.M.S.L. 23,420～30,420mm 

   7 号炉  T.M.S.L. 23,373～30,373mm 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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温度 0～150℃ 

c. 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

d. 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ用空冷装置を含む。） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数    1 

(4) 燃料プール冷却浄化系 

a. ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール冷却浄化系 

台  数    1（予備 1※1） 

容  量    約 250m3/h/台 

全 揚 程    約 80m 

※1 6 号炉は代替循環冷却系と同時に使用する

場合を除く。 

b. 熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール冷却浄化系 

基  数    1（予備 1※2） 

伝熱容量    約 1.9MW 

※2 代替循環冷却系と同時に使用する場合を除

く。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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d. 耐圧強化ベント系放射線モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個  数    2 

計測範囲    10-2～105mSv/h 

(3) エリア放射線モニタリング設備 

a. 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

高レンジ 

個  数    1 

計測範囲    101～108mSv/h 

低レンジ 

個  数    1 

計測範囲    6 号炉  10-2～105mSv/h 

7 号炉  10-3～104mSv/h 

b. 可搬型エリアモニタ（対策本部）（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

種  類    半導体 

計測範囲    0.001～99.9mSv/h 

個  数    1（予備 1※1） 

※1 可搬型エリアモニタ（待機場所）と一部 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

 
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

＊
1  

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

使 用 済 燃 料 プ ー ル の 監 視 

使
用
済
燃
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貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
・
温
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①
使
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②
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③
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①
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温
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燃
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。
 

②
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。
 

③
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。
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①
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。
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①
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メ
ラ

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
水

位
・

温
度

（
SA

広
域

），
使

用
済

燃
料
貯

蔵
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（

SA
），

使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・

低
レ

ン
ジ
）

に
て
，

使
用
済

燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
 

＊
1：

代
替

パ
ラ

メ
ー
タ

の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

＊
2：

［
 

］
は

有
効
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，
監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）

を
示
す
。
 

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
関
す
る
説
明

関
連
箇
所
を
赤
枠
に
て
示
す
 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補1
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保安規定第６６条 

表６６－１０「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」 

６６－１０－１「大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
６
－
１
０
 
発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
 

 ６
６
－
１
０
－
１
 
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
，
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
 

原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

大
容
量
送
水
車

（
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
用
）
 

１
台
 

放
水
砲
 

１
台
 

泡
原
液
混
合
装

置
 

１
台
 

泡
原
液
搬
送
車
 

１
台
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
２
 

※
１

：
必
要
な
ホ
ー
ス
を
含
む
。

 
※

２
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 

                

 
①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

に
お

い
て

も
維

持
で
き

る
よ

う
，

可
搬

型
重

大
事
故

等
対

処
設

備
で

あ

る
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 
「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の

大
量

の
漏
え

い
そ
の

他
の
原
因

に
よ

り
使

用
済
燃

料
プ
ー
ル

の
水

位
が

異
常
に

低
下
し
た

場
合

に
お

い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
の
損
傷
の
進
行
緩
和
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）

 
「
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
，
炉
心
の
著
し

い
損

傷
及
び

原
子
炉

格
納
容
器

の
破

損
又

は
使
用

済
燃
料
プ

ー
ル

内
の

燃
料
集

合
体
等
の

著
し

い
損

傷
に

至
っ
た

場
合
に

お
い
て
工

場
等

外
へ

の
放
射

性
物
質
の

拡
散

を
抑

制
す
る

た
め
に
必

要
な

設
備

を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 
 ・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
の
収
束

に
必

要
な
水

源
と
は

別
に
，
重

大
事

故
等

の
収
束

に
必
要
と

な
る

十
分

な
量
の

水
を
有
す

る
水

源
を

確
保

す
る
こ

と
に
加

え
て
，
設

計
基

準
事

故
対
処

設
備
及
び

重
大

事
故

等
対
処

設
備
に
対

し
て

重
大

事
故

等
の

収
束

に
必

要
と

な
る

十
分

な
量

の
水

を
供

給
す

る
た

め
に

必
要

な
手

順
等

を
定

め
る

こ

と
。

 
 

④
 
原

子
炉

建
屋

放
水

設
備

は
，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損
又

は
使

用
済

燃
料

プ

ー
ル

内
の
燃

料
集

合
体
等

の
著

し
い

損
傷

に
よ

り
発
電

所
外

へ
放

射
性

物
質

が
拡
散

す
る

こ
と

の
抑

制

及
び

航
空
機

衝
突

に
よ
る

航
空

機
燃

料
火

災
の

泡
消
火

の
た

め
に

必
要

な
設

備
で
あ

り
，

原
子

炉
格

納

容
器

破
損
に

至
る

可
能
性

の
あ

る
原

子
炉

の
状

態
及
び

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

に
照
射

さ
れ

た
燃

料
を

貯

蔵
し

て
い
る

期
間

に
お
い

て
待

機
が

必
要

な
設

備
で

あ
る
こ

と
か

ら
，

適
用

さ
れ
る

原
子

炉
の

状
態

は

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
（
１
））

 
 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 

⑥
 
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
で
あ
る
大
容
量
送
水
車
（
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
用
）
，
放
水
砲
，
泡
原
液
混
合

装
置
及
び
泡
原
液
搬
送
車
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
又
は
航
空

機
燃
料
火
災
へ
の
対
応
に
対
し
て
，
１
セ
ッ
ト
１
台
使
用
す
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ぞ
れ
１
台
を
所
要
数
と

す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
大
容
量
送
水
車
（
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
用
）
を
起
動
し
，
吐
出

圧
力
 
 
 
 
 
 
 
 
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が
 
 
 
 
 
 
ｍ

３
／
ｈ
以
上

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
Ｇ
Ｍ
 

２
．
大
容
量
送
水
車
（
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
用
）
を
起
動
し
，
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

３
．
放
水
砲
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

４
．
泡
原
液
混
合
装
置
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

５
．
泡
原
液
搬
送
車
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
泡
消
火
薬
剤
の
備

蓄
量
が
６
４
６
Ｌ
以
上
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

                        

  
⑦
 
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態

に
お

け
る

確
認

事
項

を
記

載
す

る
。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基
本

方
針

」
の

可
搬

型
重

大
事
故

等
対

処
設

備
の

サ
ー

ベ
ラ
ン

ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
流
量
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
設
定
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
，
３
，
４
，
５
が
該
当
。

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

確
認
す
る
備
蓄
量
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
設
定
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 
                            

                                        

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
原
子
炉
建
屋
放

水
設
備
が
動
作

不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
を
起
動

し
,
動

作
可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す
る

※
３

と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温

が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
原
子
炉
建
屋
放

水
設

備
が

動
作

不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温

が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
３

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
※
４
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 
※

５
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

  
⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

 
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
設
備
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場

合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．，

Ａ
２
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
動

作
可
能
で

あ
る
こ

と
を
確
認

す
る
こ
と

が
基
本

的
な
考
え

方
で
あ
る

が
，

原
子
炉

建
屋
放
水
設

備
は
緩
和

設
備
の

た
め
，
設

計
基
準
事

故
対
処

設
備
に
該

当
す
る
も

の
が
な

い
。

こ
の
た
め
，

当
該

設
備

に
期
待

す
る
機
能

で
あ
る
「

炉
心
の

著
し
い
損

傷
及
び

原
子
炉
格

納
容

器
の
破
損
又

は
使
用
済

燃
料
プ

ー
ル
内
の

燃
料
集
合

体
等
の

著
し
い
損

傷
に
至
っ

た
場
合

に
お

い
て
工
場
等

外
へ
の
放

射
性
物

質
の
拡
散

を
抑
制
す

る
」
こ

と
の
前
段

階
で
あ
る

原
子
炉

格
納

容
器
破
損
防

止
及
び

使
用
済
燃

料
プ
ー
ル

の
健
全
性

確
保
の

観
点
で
最

も
実
効
的

な
設
計

基
準

事
故
対
処
設

備
を
確
認

対
象
と

し
て
選
定

す
る
こ
と

と
し
，

具
体
的
に

は
残
留
熱

除
去
系

（
低

圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却
モ
ー
ド
）
が
動

作
可
能
で
あ

る
こ
と
，

使
用
済

燃
料
プ
ー

ル
の

水
位

及
び
水

温
が
保
安

規
定
第

５
５
条
（

使
用

済
燃
料
プ
ー

ル
の
水
位

及
び
水

温
）
に
定

め
ら
れ
て

い
る
制

限
値
を
満

足
し
て
い

る
こ
と

を
確

認
す
る
。
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 

Ａ
３

．
当
該
系
統

の
機
能
を
補
完

す
る
代
替
措

置
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認

を
得
て
実

施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１

Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 

Ａ
４

．
当
該
系
統

を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧

す
る
。
完
了
時

間
は
代
替
措

置
を
実
施
し
た

場
合
の

Ａ

Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 

Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 
Ａ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ａ

２
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
２
．
と
同
様
。

 た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ａ
３
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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1.12-32 

 

 

 

第 1.12.1図 大気への放射性物質の拡散抑制手順の概要図 

 

 

第 1.12.2図 大気への放射性物質の拡散抑制 タイムチャート 

 

原子炉建屋

使用済燃料プール

原子炉

格納容器
格納容器破損箇所

炉心の著しい損傷

燃料体の著しい損傷

放水砲

大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用） 海水

（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所から荒浜側高台保管場所までの移動）

高台保管場所から現場への車両運搬

ホース敷設

（大容量送水車～放水砲へのホース敷設）

（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所から荒浜側高台保管場所までの移動）

資機材積み込み，高台保管場所から現場への車両運搬，

放水砲の配置，エルボ･ブリッジ運搬配置他

水張り

送水ポンプ起動・スプレイ開始

(要員8名のうち5名で拡散抑制実施)

備考

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）

大容量送水車（原
子炉建屋放水設備
用）及び放水砲によ

る大気への放射性
物質の拡散抑制

緊急時対策要員

6

※大湊側高台保管場所への移動は、20分と
想定する。

※ホース敷設距離により作業時間が異なる。
350m以内（南ルート～7号炉）
ホース敷設25分
スプレイ開始130分

700m以内（南ルート～6号炉）
ホース敷設50分
スプレイ開始160分

1,050m以内（北ルート～6号及び7号炉）
ホース敷設75分
スプレイ開始190分

2

5

取水ポンプ設置

大容量送水準備付随作業

移動

移動

20 40 60 80 100 120

大気への放射性物質の拡散抑制
130分

140

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
66-10-1の範囲
赤枠にて示す 
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1.12-38 

 

 

化学消防自動車による泡消火の例 

 

 
大型化学高所放水車による泡消火の例 

 

 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）による泡消火 

 

第 1.12.11図 航空機燃料火災への対応の概要図 

  

化学消防自動車防火水槽

等の水利

水槽付消防ポンプ自動車
海水

化学消防自動車

泡消火薬剤備蓄車

水槽付消防ポンプ自動車
海水

化学消防自動車

泡消火薬剤備蓄車

水槽付消防ポンプ自動車
海水

化学消防自動車

泡消火薬剤備蓄車

水槽付消防ポンプ自動車
海水

化学消防自動車

泡消火薬剤備蓄車

大型化学高所放水車
防火水槽等の水利

も使用可能

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１66-10-1の範囲
赤枠にて示す 
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 8－9－105 8 

着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，原子炉建屋，タ

ービン建屋及び廃棄物処理建屋から離れた屋外に保管する。 

 

9.7.2.2  悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である大容量送水車（原子炉

建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合装置，泡原液搬送車，放射性物質吸

着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，他の設備から独

立して保管及び使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。なお，放射性物質吸着材は，透過性を考慮した設計とすることで，雨

水排水路集水桝等からの溢水により他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。また，仮に閉塞した場合においても，放射性物質吸着材の吊り上げ

等によって流路を確保することができる設計とする。 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要となる屋

外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲及び泡原液搬送車は，治

具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，飛散物となって他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

9.7.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉建屋放水設備である大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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 8－9－106 8 

砲，泡原液混合装置及び泡原液搬送車は，想定される重大事故等時におい

て，大気への放射性物質の拡散抑制又は航空機燃料火災への対応に対し

て，1 台で複数号炉に放水するため，移動等ができる設計とし，放水砲によ

る直状放射により原子炉建屋の最高点である屋上に放水又は噴霧放射によ

り広範囲に放水するために必要な容量を有するものを 6 号及び 7 号炉共用

で 1 セット 1 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1

台（6号及び 7号炉共用）の合計 2台を保管する。 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材は，想定される重大事故等時

において，6 号及び 7 号炉の雨水排水路集水桝並びに 6 号及び 7 号炉の雨水

排水路から汚染水が溢れた場合の代替排水路となる 5 号炉の雨水排水路集

水桝及びフラップゲート入口 3 箇所の計 6 箇所に設置する。保有数は，各

設置場所に対して 1式を保管する。 

海洋拡散抑制設備である汚濁防止膜は，想定される重大事故等時におい

て，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，設置場所に応じた高さ及

び幅を有する設計とする。保有数は，各設置場所の幅に応じて必要な本数

を 2 組（6 号及び 7 号炉共用）に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として各設置場所に対して 2 本（6 号及び 7 号炉共

用）を保管する。 

海洋拡散抑制設備である小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，想定される

重大事故等時において，設置場所に汚濁防止膜を設置するために対応でき

る容量として，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台使用する。保有数は，6

号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を

保管する。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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 8－9－126 8 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要 

機器仕様 

 

(1) 原子炉建屋放水設備 

a. 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数     1（予備 1） 

容  量     900m3/h 

吐出圧力     1.25MPa[gage] 

b. 放水砲（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数     1（予備 1） 

c. 泡原液混合装置（6号及び 7号炉共用） 

台  数     1（予備 1） 

d. 泡原液搬送車（6号及び 7号炉共用） 

台  数     1（予備 1） 

容  量     4,000L 

(2) 海洋拡散抑制設備 

a. 放射性物質吸着材（6号及び 7号炉共用） 

(a) 6 号及び 7号炉雨水排水路集水桝用 

個  数    1 式/箇所 

(b) 5 号雨水排水路集水桝用及びフラップゲート入口用 

個  数    1 式/箇所 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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2.3.5 原子炉建屋放水設備   

  (1) ポンプ  

名 称 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7 号機共用） 

容 量 m3/h/個 

吐 出 圧 力  MPa  

最高使用圧力 MPa  

最高使用温度 ℃ 

原動機出力  kW/個  

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原

子炉建屋放水設備）として使用する大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，以下の機能を有

する。 

 

 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は

貯蔵槽内燃料等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ために設置する。 

 系統構成は，大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として使用する

場合においては，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）により海水をホースを経由して放水砲

から原子炉建屋へ放水できる設計とする。放水砲は，設置場所を任意に設定し，複数の方向から

原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（原子炉建屋放水設備）

で使用する大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，以下の機能を有する。 

 

 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は

貯蔵槽内燃料等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ために設置する。 

系統構成は，大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として使用する

場合においては，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）により海水をホースを経由して放水砲

から原子炉建屋へ放水できる設計とする。また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空

機燃料火災に対応するための重大事故等対処設備として使用する場合においては，大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）及び泡原液混合装置により海水と泡消火薬剤を混合しながら，ホース

を経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。放水砲は，設置場所を任意に設

容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す

添付-2-(3) 工事計画認可申請書

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。
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定し，複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。 

 

1. 容量 

  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）を重大事故等時において使用する場合の容量は，原

子炉建屋屋上へ放水できる容量を基に設定する。 

大気への放射性物質の拡散を抑制するために必要となる大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用）の容量は，    m3/h で放水することにより原子炉建屋屋上へ網羅的な放水が可能であるこ

とを確認している。また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応す

るために必要となる大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の容量についても，    m3/h で放

水することにより原子炉建屋屋上へ網羅的な放水が可能であることを確認している。 

以上より，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の容量は，    m3/h/個以上とする。 

 

公称値については，要求される容量以上である     m3/h/個とする。 

 

2. 吐出圧力 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の吐出圧力は，放水砲吐出端における必要圧力，静

水頭，機器類圧損，配管・ホース及び弁類圧損を基に設定する。 

 

放水砲吐出端における必要圧力      約       MPa 

静水頭                 約       MPa 

機器類圧損               約       MPa 

配管・ホース及び弁類圧損        約       MPa 

   合 計      約       MPa 

 

  以上より，大容量送水車の吐出圧力は      MPa 以上とする。 

 

公称値については，要求される吐出圧力以上である      MPa とする。 

 

3. 最高使用圧力 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，当

該ポンプの供給ラインの仕様を踏まえポンプ吐出圧力を電気的に　　 MPa に制限することか

ら，その制限値である     MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）を重大事故等時において使用する場合の温度は，重

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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221 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
7
 
R0
 

大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において使用してい

る海水の温度 30℃を上回る  ℃とする。 

 

5. 原動機出力 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の原動機出力は，定格流量である 1500m3/h 時の軸動

力を基に設定する。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の流量が 1500m3/h，吐出圧力が 1.2MPa，その時の当

該ポンプの必要軸動力は 602kW となる。 

以上より，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の原動機出力は  kW/個とする。 

  

6. 個数 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（原動機含む）は,重大事故等対処設備として海水を

ホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水するために必要な個数である6,7号機で1セッ

ト 1 個並びに故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1個（原子炉

冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（代替原子炉補機冷却系）の大容量送水車（熱交換器

ユニット用）の予備 1 個を，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子

炉格納容器安全設備（原子炉建屋放水設備）の大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の予備

として兼用）を分散して保管する。 
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 2.4 泡消火薬剤 

名 称 泡消火薬剤 

容 量 L 4000 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（原子炉建屋放水設備）として使用する泡消火薬剤は，以下の機能を有する。 

 

泡消火薬剤は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料等の著しい損

傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

系統構成は，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために，

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び泡原液混合装置により海水と泡消火薬剤を混合し

ながら，ホースを経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。 

 

1. 容量 

泡消火薬剤の容量は，空港に配備されるべき防災レベル等について記載されている，国際民

間航空機関（ICAO）発行の空港業務マニュアル（第１部）（以下，「空港業務マニュアル」とい

う。）を基に設定する。 

設定に当たっては，空港業務マニュアルで離発着機の大きさにより空港カテゴリーが定めら

れており，最大であるカテゴリー10 を適用する。また，保有している泡消火薬剤は，1%水成膜

泡消火薬剤であり，空港業務マニュアルでは性能レベル Bに該当する。 

空港カテゴリー10 かつ性能レベル B の泡消火薬剤に要求される混合溶液の放射量は

11200L/min であり，発泡に必要な水の量は 32300L である。 

必要な泡消火薬剤は，32300L×1％＝323L に対して，空港業務マニュアルでは 2倍の量 323L

×2＝646L を保有することが規定されている。 

以上より，泡消火薬剤の保有量は，必要保有量 646L を上回る 4000L とする。 
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保安規定第６６条 

表６６－１０「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」 

６６－１０－２「海洋への放射性物質の拡散抑制」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（設置箇所） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 ６
６
－
１
０
－
２
 
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

海
洋
拡
散
抑
制
設
備
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

小
型
船
舶
（
汚
濁
防
止
膜
設
置
用
）
 

１
台
 

放
水
口
側
汚
濁
防
止
膜

※
１
 

１
４
本
 

取
水
口
側
汚
濁
防
止
膜

※
２
 

２
４
本
 

放
射
性
物
質
吸
着
材
 

４
０
８
０
ｋ
ｇ

※
３
 

※
１
：
北
放
水
口
側
（
高
さ
６
ｍ
×
幅
２
０
ｍ
）
 

※
２
：
５
号
炉
，
６
号
炉
及
び
７
号
炉
取
水
口
側
（
高
さ
８
ｍ
×
幅
２
０
ｍ
）
 

※
３
：
６
号
及
び
７
号
炉
雨
水
排
水
路
集
水
桝
用
（
１
０
２
０
ｋ
ｇ
×
２
），

５
号
雨
水
排
水
路
集
水
桝
用

（
５
１
０
ｋ
ｇ
）
並
び
に
フ
ラ
ッ
プ
ゲ
ー
ト
入
口
用
（
５
１
０
ｋ
ｇ
×
３
）
 

 

                

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ

る
海
洋
拡
散
抑
制
設
備
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）

 

「
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
，
炉
心
の
著
し

い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損

傷
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 

 ④
 
海
洋
拡
散
抑
制
設
備
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
よ
り
発
電
所
外
へ
放
射
性
物
質
が
拡
散
す
る
こ
と
の
抑
制
の

た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
の
状
態
及
び
使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る

こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 

⑥
 
小
型
船
舶
（
汚
濁
防
止
膜
設
置
用
）
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
汚
濁
防
止
膜
を
設
置
す
る
た
め
，
1

台
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
所
要
数
を

1
台
と
す
る
。

 

汚
濁
防
止
膜
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
高
さ
６
ｍ
×
幅
２
０
ｍ
の
も
の
は
，
北
放
水
口
に
，
７
本
で

１
組
と
し
て
２
組
（
１
４
本
）
設
置
す
る
た
め
，
所
要
数
は
１
４
本
と
す
る
。
高
さ
８
ｍ
×
幅
２
０
ｍ
の

も
の
は
，
取
水
口
（
５
号
炉
，
６
号
炉
及
び
７
号
炉
の
計
３
箇
所
）
に
，
４
本
で
１
組
と
し
て
２
組
（
８

本
）
設
置
す
る
た
め
，
所
要
数
を
２
４
本
（
８
本
／
箇
所
×
３
箇
所
＝
２
４
本
）
と
す
る
。

 

放
射
性
物
質
吸
着
材
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
６
号
炉
及
び
７
号
炉
雨
水
排
水
炉
集
水
桝
の
２
箇
所

（
１
０
２
０
ｋ
ｇ
／
箇
所
），

５
号
炉
雨
水
排
水
炉
集
水
桝
の
１
箇
所
（
５
１
０
ｋ
ｇ
／
箇
所
）
並
び
に

フ
ラ
ッ
プ
ゲ
ー
ト
入
口
３
箇
所
（
５
１
０
ｋ
g／

箇
所
）
の
計
６
箇
所
に
設
置
す
る
。
所
要
数
は
合
計
の

４
０
８
０
ｋ
ｇ
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
汚
濁
防
止
膜
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

２
．
小
型
船
舶
（
汚
濁
防
止
膜
設
置
用
）
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
使
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

３
．
放
射
性
物
質
吸
着
材
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

                             

  

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 

 ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
，
２
，
３
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

こ
れ
ら
の
設
備
に
つ
い
て
は
，
３
ヶ
月
に
１
回
の
外
観
点
検
等
に
よ
り
，
必
要
な
機
能
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
海
洋
拡
散
抑

制
設
備
が
所

要
数
を
満
足

し
て
い
な
い

場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
を
起
動

し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
４

と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温

が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
海
洋
拡
散
抑

制
設
備
が
所

要
数
を
満
足

し
て
い
な
い

場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温

が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

※
５
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

  

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

汚
濁
防
止
膜
及
び
小
型
船
舶
（
汚
濁
防
止
膜
設
置
用
），

放
射
性
物
質
吸
着
材
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る

た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
)，
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

Ａ
１
．，

Ａ
２
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
原
子
炉

建
屋
放
水
設
備
は
緩
和
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。

こ
の
た
め
，
当
該
設
備
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容

器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
至
っ
た
場
合
に
お

い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
原
子
炉
格
納

容
器
破
損
防
止
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
健
全
性
確
保
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準

事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
残
留
熱
除
去
系
（
低

圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却
モ
ー
ド
）
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
水
温
が
保
安
規
定
第
５
５
条
（
使
用

済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
水
温
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
制
限
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 

Ａ
３
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ

未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 

Ａ
４
．
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 

Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

Ａ
１
．
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 Ａ
２
．
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 

Ａ
３
．
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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1.12-35 

 

 

第 1.12.6 図 放射性物質吸着材の設置位置図 

 

 

第 1.12.7 図 海洋への放射性物質の拡散抑制（放射性物質吸着材） 

タイムチャート 

 

 

移動

（6号雨水排水路集水桝）

（7号雨水排水路集水桝）
（5号雨水排水路集水桝）

放射性物質吸着材による
海洋への放射性物質の拡

散抑制

緊急時対策要員 4

備考

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）

移動

※大湊側高

台保管場所
への移動は、

20分と想定す

る。

吸着材積込

据付

（6号）
据付

（7号）

据付

(フラップゲート入口3か所)

据付

（5号）

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制

（全体）約180分

20 40 8060 120100 140 160 180

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制

（優先設置2箇所）約100分

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１放射性物質吸着剤
設置箇所
赤枠にて示す 
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1.12-36 

 

第 1.12.8 図 汚濁防止膜の設置位置図 

 

 
第 1.12.9 図 海洋への放射性物質の拡散抑制（汚濁防止膜）タイムチャート 

  

7

経過時間（分） 経過時間（時間）
備考

手順の項目 要員（数）

汚濁防止膜による海洋
への放射性物質の拡散

抑制

緊急時対策要員
6

移動

※大湊側高

台保管場所
への移動は、

20分と想定す

る。

積込・運搬

設置 積込・運搬

ボート組立

切離し

設置

北放水口への汚濁防止膜（1重目）設置

190分

20 40 8060 120100 140 160 180 200 12 14 1816 2220 24

取水口（3箇所）への汚濁防止膜（1重目）設置

24時間

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１汚濁防止膜設置箇所
赤枠にて示す 
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 8－9－105 8 

着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，原子炉建屋，タ

ービン建屋及び廃棄物処理建屋から離れた屋外に保管する。 

 

9.7.2.2  悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である大容量送水車（原子炉

建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合装置，泡原液搬送車，放射性物質吸

着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，他の設備から独

立して保管及び使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。なお，放射性物質吸着材は，透過性を考慮した設計とすることで，雨

水排水路集水桝等からの溢水により他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。また，仮に閉塞した場合においても，放射性物質吸着材の吊り上げ

等によって流路を確保することができる設計とする。 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要となる屋

外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲及び泡原液搬送車は，治

具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，飛散物となって他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

9.7.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉建屋放水設備である大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 
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 8－9－106 8 

砲，泡原液混合装置及び泡原液搬送車は，想定される重大事故等時におい

て，大気への放射性物質の拡散抑制又は航空機燃料火災への対応に対し

て，1 台で複数号炉に放水するため，移動等ができる設計とし，放水砲によ

る直状放射により原子炉建屋の最高点である屋上に放水又は噴霧放射によ

り広範囲に放水するために必要な容量を有するものを 6 号及び 7 号炉共用

で 1 セット 1 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1

台（6号及び 7号炉共用）の合計 2台を保管する。 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材は，想定される重大事故等時

において，6 号及び 7 号炉の雨水排水路集水桝並びに 6 号及び 7 号炉の雨水

排水路から汚染水が溢れた場合の代替排水路となる 5 号炉の雨水排水路集

水桝及びフラップゲート入口 3 箇所の計 6 箇所に設置する。保有数は，各

設置場所に対して 1式を保管する。 

海洋拡散抑制設備である汚濁防止膜は，想定される重大事故等時におい

て，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，設置場所に応じた高さ及

び幅を有する設計とする。保有数は，各設置場所の幅に応じて必要な本数

を 2 組（6 号及び 7 号炉共用）に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として各設置場所に対して 2 本（6 号及び 7 号炉共

用）を保管する。 

海洋拡散抑制設備である小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，想定される

重大事故等時において，設置場所に汚濁防止膜を設置するために対応でき

る容量として，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台使用する。保有数は，6

号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を

保管する。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八

66-10-2  8/15

726



 8－9－126 8 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要 

機器仕様 

 

(1) 原子炉建屋放水設備 

a. 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数     1（予備 1） 

容  量     900m3/h 

吐出圧力     1.25MPa[gage] 

b. 放水砲（6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数     1（予備 1） 

c. 泡原液混合装置（6号及び 7号炉共用） 

台  数     1（予備 1） 

d. 泡原液搬送車（6号及び 7号炉共用） 

台  数     1（予備 1） 

容  量     4,000L 

(2) 海洋拡散抑制設備 

a. 放射性物質吸着材（6号及び 7号炉共用） 

(a) 6 号及び 7号炉雨水排水路集水桝用 

個  数    1 式/箇所 

(b) 5 号雨水排水路集水桝用及びフラップゲート入口用 

個  数    1 式/箇所 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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 8－9－127 8 

b. 汚濁防止膜（6号及び 7号炉共用） 

(a) 北放水口側 

組  数    2※1 

高  さ    6m 

  幅      140m/組 

※1 汚濁防止膜（幅 20m）を 7 本で 1 組とし

て，2組分 14 本と予備 2本を含む。 

(b) 取水口側（3箇所） 

組  数    2※2/箇所 

高  さ    8m 

  幅      80m/組 

※2 汚濁防止膜（幅 20m）を 4 本で 1 組とし

て，2組分 8本と予備 2本を含む。 

c. 小型船舶（汚濁防止膜設置用）（6号及び 7号炉共用） 

台  数     1（予備 1） 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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 2.6 汚濁防止膜 

名 称 
汚濁防止膜 

（6,7 号機共用） 

高 さ 
北側放水口 m 約 6 

取水口（3箇所） m 約 8 

幅 
北側放水口 m 約 140 

取水口（3箇所） m 約 80 

個 数 ― 38（予備 8） 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（海洋拡散抑制設備）として使用する汚濁防止膜は，以下の機能を有する。 

 

汚濁防止膜は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料等の著しい損

傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

汚濁防止膜は，設置場所に応じた高さ及び幅を有し，汚染水が発電所から海洋に流出する 4

箇所（北放水口 1箇所及び取水口 3箇所）に可搬型である小型船舶（汚濁防止膜設置用）によ

り設置できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（海洋拡散抑制設備）として使用する汚濁防止膜は，以下の機能を有する。 

 

汚濁防止膜は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料等の著しい損

傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

汚濁防止膜は，設置場所に応じた高さ及び幅を有し，汚染水が発電所から海洋に流出する 4

箇所（北放水口 1箇所及び取水口 3箇所）に可搬型である小型船舶（汚濁防止膜設置用）によ

り設置できる設計とする。 

 

1. 高さ 

1.1 北放水口 

北放水口に設置する汚濁防止膜を重大事故等時において使用する場合の高さは，満潮時の

高さを考慮しても，海底（T.M.S.L 約－4m）まで届く高さである約 6m とする。 

 

1.2 取水口 

取水口に設置する汚濁防止膜を重大事故等時において使用する場合の高さは，満潮時の高

さを考慮しても，海底（T.M.S.L 約－5.5m）まで届く高さである約 8mとする。 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す
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【設 定 根 拠】（続き） 

 

2. 幅 

2.1 北放水口 

北放水口に設置する汚濁防止膜を重大事故等時において使用する場合の幅は，北放水口付

近を囲うために必要な約 100m を上回る約 140m とする。 

 

2.2 取水口 

取水口に設置する汚濁防止膜を重大事故等時において使用する場合の幅は，取水口を囲う

ために必要な約 55m を上回る約 80m とする。 

 

3. 個数 

 汚濁防止膜は，重大事故等対処設備として各設置場所を囲うために必要な個数に加え，放射

性物質拡散抑制機能の信頼性向上のために 2重に設置する。汚濁防止膜の 1本あたりの幅は約

20m であることから北放水口は 1セット 14本，取水口（3箇所）は 1セット 24本，合計 38本

を必要個数とする。 

また，破れ等の破損時のバックアップとして各設置場所に対して予備 2本を確保することか

ら，合計 8本を予備として保管する。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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 2.7 小型船舶（汚濁防止膜設置用） 

名 称 小型船舶（汚濁防止膜設置用）（6,7 号機共用） 

個 数 ― 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（海洋拡散抑制設備）として使用する小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，以下の機能を有する。 

 

  小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽

内燃料等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため

に設置する。 

小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，汚濁防止膜

を設置できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（海洋拡散抑制設備）として使用する小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，以下の機

能を有する。 

 

小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽

内燃料等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため

に設置する。 

小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，汚濁防止膜

を設置できる設計とする。 

 

1. 個数 

小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，重大事故等対処設備として汚濁防止膜を設置するために

必要な個数である6,7号機で1セット 1個並びに故障時及び保守点検時のバックアップ用とし

て予備 1個を保管する。 
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 2.8 放射性物質吸着材 

名 称 
放射性物質吸着材 

（6,7 号機共用） 

重 量 

6 号機雨水排水路集水桝 ㎏ 約 1020 
（予備 1020） 

7 号機雨水排水路集水桝 ㎏ 約 1020 

5 号機雨水排水路集水桝 ㎏ 約 510 

フラップゲート（3箇所） ㎏ 約 510 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（海洋拡散抑制設備）として使用する放射性物質吸着材は，以下の機能を有する。 

 

放射性物質吸着材は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料等の著

しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

可搬型である放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通過する際に放射性物

質を吸着できるよう，6 号及び 7 号機の雨水排水路集水桝に加え，6 号又は 7 号機雨水排水路

集水桝の損傷等により汚染水が敷地に溢れた場合のバックアップとして5号機雨水排水路集水

桝とフラップゲート入口3箇所の計6箇所に網目状の袋に布状の放射性物質吸着材を詰めたも

のを使用時に設置できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（海洋拡散抑制設備）として使用する放射性物質吸着材は，以下の機能を有する。 

 

放射性物質吸着材は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料等の著

しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

可搬型である放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通過する際に放射性物

質を吸着できるよう，6 号及び 7 号機の雨水排水路集水桝に加え，6 号又は 7 号機雨水排水路

集水桝の損傷等により汚染水が敷地に溢れた場合のバックアップとして5号機雨水排水路集水

桝とフラップゲート入口3箇所の計6箇所に網目状の袋に布状の放射性物質吸着材を詰めたも

のを使用時に設置できる設計とする。 

 

1. 重量 

1.1 6 号及び 7 号機雨水排水路集水桝 

放射性物質吸着材を重大事故等時において使用する場合の重量は，設置する雨水排水路集

水桝に設置可能な量でかつ，放水によって生じた汚染水が排水可能な形状の体積と密度を基

に設定する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

 

設置場所の寸法および放射性物質吸着材密度から算出した 1 箇所当たり約 1000kg を上回

る約 1020kg を必要な重量とする。 

また，故障時のバックアップとして，6 号又は 7 号機雨水排水路集水桝で必要となる放射

性物質吸着材と同じ重量の約 1020kg を予備として確保する。 

 

1.2 5 号機雨水排水路集水桝及びフラップゲート（3箇所） 

   5 号機雨水集水桝及びフラップゲート入口 3箇所の重量は，設置場所の寸法および放射性

物質吸着材密度から算出した 1箇所当たり約 500kg を上回る約 510kg を必要な重量とする｡ 
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保安規定第６６条 

表６６－１１「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」 

６６－１１－１「重大事故等収束のための水源」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）有効性評価まとめ資料（保有水量の根拠） 

（４）復水貯蔵槽タンクテーブル（保有水量の根拠） 

66-11-1  1/12

734



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 表
６
６
－
１
１

 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
 

 ６
６
－
１
１
－
１
 
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 ②

 
運
転
上
の
制
限

 ③
 

重
大
事
故
等
収
束
の

た
め
の
水
源
 

復
水
貯
蔵
槽
の
水
量
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と

※
１
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 ⑤

 
所
要
値
 ⑥

 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

復
水
貯
蔵
槽
 

１
２
．
７
ｍ

 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
２
 

復
水
貯
蔵
槽
 

５
．
５
ｍ
 

 （
２
）
 確

認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
２
に
お
い
て
，
復
水
貯
蔵
槽
の
水
位
を
確
認
す
る
。
 

２
４
時
間
に
１
回
 

当
直
長
 

※
１
：
高
圧
代
替
注
水
系
の
確
認
運
転
開
始
か
ら
確
認
運
転
終
了
後
２
４
時
間
ま
で
を
除
く
。

 

※
２
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 

原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

 

          

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
で
要
求
さ
れ
て
い
る
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
，
ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
，
以
下
に
示
す
と
お
り
，
他
の
保
安
規

定
条
文
に
て
必
要
な
機
能
は
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
他
条
文
に
て
整
理
す
る
。

 

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
：
保
安
規
定
第
４
６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の
水
位
）
で
整
理

 

す
る
。

 

・
ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
：
６
６
－
２
－
３
（
ほ
う
酸
水
注
入
系
）
で
整
理
す
る
。

 

 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
重
大
事
故
等
の
対
処
に
お
い
て
，
炉
心

注
水
や
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
を
実
施
す
る
場
合
の
水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
槽
の
水
量
が
所
要
値
以
上

で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に

必
要
な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
に
加

え
て
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 

な
お
，
高
圧
代
替
注
水
系
の
確
認
運
転
等
に
伴
う
保
有
水
量
減
少
に
つ
い
て
，
そ
の
確
認
行
為
を
阻
害

し
な
い
た
め
に
確
認
運
転
開
始
か
ら
確
認
運
転
終
了
後
２
４
時
間
ま
で
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し

な
い
。
２
４
時
間
の
除
外
期
間
に
つ
い
て
は
，
保
安
規
定
第
４
６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の
水

位
）
で
規
定
さ
れ
て
い
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
運
転
確
認
等
時
の
除
外
期
間
を
準
用
し
た
。

 

 ④
 
復
水
貯
蔵
槽
は
，
重
大
事
故
等
発
生
時
の
炉
心
注
水
や
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
の
水
源
と
し
て
使
用
す
る

設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状

態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の

場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か

ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
よ
り
使
用

済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
が
維
持
可
能
で
あ
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，

起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ

プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場

合
を
除
く
）」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 

⑥
 
原
子
炉
運
転
中
の
有
効
性
評
価
で
は
，「

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過

温
度
破
損
）（

代
替
循
環
冷
却
系
を
使
用
す
る
場
合
）」

に
お
い
て
，
最
大
１
５
９
０
ｍ

３
使
用
す
る
こ
と

か
ら
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
で
は
「
１
５
９
０
ｍ

３
」
が
必
要
水
量
で
あ
り
，

タ
ン
ク
テ
ー
ブ
ル
に
て
換
算
す
る
と
１
２
．
７
ｍ
と
な
り
保
安
規
定
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
の
所
要

値
は
「
１
２
．
７
ｍ
」
と
す
る
。

 

原
子
炉
停
止
中
の
有
効
性
評
価
で
は
，「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
に
お
い
て
，
最
大
６
１
０
ｍ

３
消
費
す

る
こ
と
か
ら
，
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
は
「
６
１
０
ｍ

３
」
を
必
要
水
量
で
あ
り
，
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     （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
復
水
貯
蔵
槽
の

水
量
が
所
要
値

を
満
足
し
て
い

な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン

バ
水
位
が
規
定
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
を

水
源
と
し
た
非
常
用
炉
心
冷
却
系

※
３
２

系
列
を
起
動
し

,
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る

※
４
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
の
水
量
を
復
旧
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

         

タ
ン
ク
テ
ー
ブ
ル
に
て
換
算
す
る
と
５
．
５
ｍ
と
な
り
保
安
規
定
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
の
所
要
値

は
「
５
．
５
ｍ
」
と
す
る
。（

添
付
－
１
）

 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

ａ
．
水
位
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）
 

確
認
頻
度
は
，
保
安
規
定
第
４
６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の
水
位
）
の
確
認
頻
度
が
「
２
４

時
間
に
１
回
」
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。

 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

復
水
貯
蔵
槽
の
水
量
が
所
要
量
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
 

Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」
技
術
的
能
力

で
は
「
復
水
貯
蔵
槽
を
水
源
と
し
た
対
応
」
に
対
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を
“
機
能
喪
失
を

想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
と
し
て
整
理
し
て
い
る
。
 

 Ａ
２
．
Ａ
１
．
の
確
認
に
加
え
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
を
水
源
と
し
た
系
統
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
）
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

 Ａ
３
．
復
水
貯
蔵
槽
の
水
量
が
所
要
値
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
に
は
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ

－
２
級
）
を
用
い
た
外
部
か
ら
の
補
給
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 
 
 
な
お
，
速
や
か
に
復
水
貯
蔵
槽
へ
補
給
で
き
る
体
制
を
整
え
る
た
め
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ

（
Ａ
－
２
級
）
を
設
置
す
る
等
の
補
完
措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。

 

 
 
 
移
送
に
つ
い
て
の
準
備
時
間
に
つ
い
て
は
６
６
－
１
１
－
３
（
海
水
移
送
設
備
）
参
照
。
 

 Ａ
４
．
当
該
設
備
の
水
量
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対

処
設
備
が
動
作
可
能
な
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
６
 

Ａ
．
復
水
貯
蔵
槽
の

水
量
が
所
要
値

を
満
足
し
て
い

な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
の
水
量
を
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
を

水
源
と
し
た
非
常
用
炉
心
冷
却
系

※
３
１

系
列
を
起
動
し

,
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る

※
４
と
と
も
に
，
そ
の
他
の

設
備

※
７
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

      

速
や
か
に
 

※
３
：
自
動
減
圧
系
を
除
く
。

 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

※
５
：
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
用
い
た
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移
送
手
段
を
い
い
，
速
や
か

に
復
水
貯
蔵
槽
へ
補
給
で
き
る
体
制
を
整
え
る
た
め
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を

設
置
す
る
等
の
補
完
措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。

 

※
６
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 

原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

※
７
：
非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
自
動
減
圧
系
を
除
く
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等

に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

 

【
冷
温
停
止
，
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又

は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
）】

 

Ａ
１
．
当
該
設
備
の
水
量
を
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 Ａ
２
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）

で

あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 Ａ
３
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）

で

あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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 8－5－104 8 

5.7.2.2  悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

復水貯蔵槽及びサプレッション・チェンバは，重大事故等時に弁操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取水用）は，通

常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取水用）は，治

具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取水用）は，飛

散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

5.7.2.3  容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

復水貯蔵槽は，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設と

しての容量が，想定される重大事故等時において，代替淡水源又は海を使

用するまでの間に必要な容量を有しているため，設計基準対象施設と同仕

様で設計する。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計

基準対象施設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時にお

いて，代替循環冷却系で使用する復水移送ポンプの必要有効吸込水頭の確

所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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 8－5－169 8 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

 

(1) 復水貯蔵槽 

第 10.13－1 表 補給水系主要機器仕様に記載する。 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

第 9.1－1 表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

 

(4) 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び 7号炉共用） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

 

(5) 大容量送水車（海水取水用）（6号及び 7号炉共用） 

個  数    2（予備 1） 

容  量    900m3/h 

 

  

設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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 8－10－223 8 4 

第 10.13－1 表 補給水系主要機器仕様 

 

(1) 復水補給水系 

a. 復水貯蔵槽 

基   数    1 

容   量    約 2,100m3 

主要部材質    ステンレス鋼ライニング 

  

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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添 3.1.2.9-1 

7
日
間
に
お
け
る
水
源
の
対
応
に
つ
い
て
（
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）：

代
替
循
環
冷
却
系
を
使
用
す
る
場
合
）
 

  ○
水
源
 

 
復
水
貯
蔵
槽
水
量
：
約

1,
70
0m

3 

 
淡
水
貯
水
池
：
約

18
,0
00
m3
  

○
水
使
用
パ
タ
ー
ン
 

①
低
圧
代

替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水
 

 
 
事
象
発
生

70
分
後
か
ら
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
り
注
水
す
る
。
 

 
 
冠
水
後
は
，
破
断
口
～
原
子
炉
水
位
低

（
レ
ベ
ル

1）
の
範
囲
で
注
水
す
 

る
（
約

90
m3
/h

）。
 

 
②
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常

設
）

に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 

 
 
原
子
炉
水
位
が
破
断
口
～
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル

1）
の
範
囲
で
，
 

 
 
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
実
施
（
14
0m

3 /
h）
。
 

 
③
淡
水
貯
水
池
か
ら
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移

送
 

 
 
事
象
発
生

12
時
間
後
か
ら
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
A-
2
級
）
4
台
を
用
い
て

13
0m

3 /
h
で
淡
水
貯
水
池
の
水
を
復
水
貯
蔵
槽

へ
給
水
す
る
。
 

④
代
替
循

環
冷
却
系
準
備
（
MU
WC

全
停

）
の
影
響
緩
和
の
た
め
の
措
置
 

 
 
事
象
発
生

20
時
間
後
か
ら
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
お
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
へ
注
水
（
最
大

3
00
m3
/
h）

を
0
.
1
時
間
行
う
。
そ
の
後
，
代
替
格

納
容
器
ス

プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
に
切
替
え
を
行
い
，
最
大
流
量
（
16
0m

3 /
h
）
で

1.
9
時
間
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
実
施
す
る
。
な
お
，
M
UW
C
全
停
後
は
，

事
象
発
生
約

22
.2

時
間
～
約

22
.5

時
間

ま
で
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
A
-2

級
）
に
よ
り

90
m3
/h

で
原
子
炉
注
水
を
行
う
。
 

○
時
間
評
価
（
右
上
図
）
 

 
 
事
象
発
生

12
時
間
後

ま
で
は
復
水
貯
蔵
槽
を

水
源
と
し
て
原
子
炉
注
水
及
び
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
実
施
す
る
た
め
，
復
水
貯
蔵
槽
水
量
は
減
少
す
る
。
事
象

発
生

12
時
間
後
か
ら
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
補
給
を
開
始
す
る
た
め
，
水
量
の
減
少
割
合
は
低
下
す
る
。
事
象
発
生
後

約
2
2
.
5
時
間
後
か
ら
，
代
替
循
環
冷
却
系
の
運

転
を
開
始
し
，
以
降
は
原
子
炉
圧
力
容
器
内

及
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
を
除
熱
に
よ
り
安
定
し
て
冷
却

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

  

○
水
源
評
価
結
果
 

 
 
時
間
評
価
の
結
果
か
ら
復
水
貯
蔵
槽
が
枯
渇
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
，
7
日
間
の
対
応
を
考
慮
す
る
と
，
6
号
及
び

7
号
炉
の
そ
れ
ぞ
れ
で
約

2
,9
0
0m

3
必
要

と
な
る
。
6
号
及
び

7
号
炉
の
同
時
被
災
を
考
慮
す
る
と
，
約

5,
80
0m

3
必
要
と
さ
れ
る
。
各
号
炉
の

復
水

貯
蔵
槽
に
約

1
,
7
0
0
m3
及
び
淡
水
貯
水
池
に
約

1
8
,0
0
0
m3

の
水
を
保

有
す
る
こ
と
か
ら
，
6
号
及
び

7
号
炉
の
同
時
被
災
を
考
慮
し
た
場
合
も
必
要
水
量
を
確
保
可
能
で
あ
り
，
安
定
し
て
冷
却
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
 

添付資料 3.1.2.9

 

水量[m3] 

保
有
水
量
の
根
拠

関
連
箇
所
を
下
線
に
て
示
す
 

0
1
7
0
0

余
剰
水
:
1
1
0
m
3

使
用
水
量
:
1
5
9
0
m
3

添付-1-(3) 有効性評価まとめ資料
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添 5.2.3-1 

 

  7
日
間
に
お
け
る
水
源
の
対
応
に
つ
い
て
(運

転
停
止
中
 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
) 

 ○
水
源

※
 

復
水
貯
蔵
槽
水
量
：
約

1,
70
0m

3
 

淡
水
貯
水
池
：
約

18
,0
00
m3
 

 ○
水
使
用
パ
タ
ー
ン
 

①
低
圧
代
替
注
水
系

(常
設
)に

よ
る
原
子
炉
注
水
 

 
最
大
流
量

15
0m

3
/h

で
事
象
発
生

14
5
分
後
以
降
に
運
転
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
が
通
常
水
位
ま
で
回
復
後
，
水
位
を
維
持
出
来
る
よ
う
 

崩
壊
熱
に
相
当
す
る
水
量
（
最
大

33
m3
/h
）
の
原
子
炉
注
水
を
実
施
す
る
。
 

 ○
水
源
評
価
結
果
 

事
象
発
生

14
5
分
後
か
ら
原
子
炉
水
位
が
回
復
す
る
事
象
発
生
約

16
9
分
後
ま
で
は

15
0
m3
/h

で
原
子
炉
注
水
を
行
い
，
そ
の
後
，
約

33
m
3 /
h
で
原
子
炉
注
水
を
実
施
す
る
。
事
象

発
生
約

20
時
間
後
に
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
を
介
し
た
崩
壊
熱
除
去
機
能
復
旧
に
よ
り
，
原
子
炉
注
水
が
不
要
に
な
る
ま
で
に
合
計
約

7
00
m
3
の
水
量
が
必
要
と
な
る
が
，
復
水
貯

蔵
槽
に
十
分
な
水
量
を
確
保
し
て
い
る
た
め
対
応
可
能
で
あ
る
。
 

（
15
0m

3 /
h 
×
（

(1
69
mi
n-
14
5m
in
)÷

60
）
+3
3m

3
/h
×
（
20
h-
(1
6
9m
in
÷
60
)）

≒
70
0m

3 ）
 

 ※
 停

止
直
後
を
想
定
し
て
い
る
た
め
,運

転
中
と
同
様
の
管
理
水
量
を
示
す
。
 

 
 
停
止
時
に
お
い
て
ウ
ェ
ル
水
張
り
な
ど
に
使
用
す
る
際
，
運
転
中
の
管
理
水
量
よ
り
初
期
水
位
を
低
く
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
，
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
必
要
な
保
有

水
以
上
（
約

70
0m

3 ）
の
淡
水
は
確
保
す
る
た
め
，
対
応
可
能
で
あ
る
。
 
 

 

添付資料 5.2.3 

0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

0
5

10
15

20
25

30
35

40

水量[ton]

時
間
[h
]

低
圧
代
替
注
水
系
（常

設
）

に
よ
る
注
水
開
始

復
水
貯
蔵
槽
へ
の
補
給
が
な
い
場
合

代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
を
用
い
た

崩
壊
熱
除
去
機
能
復
旧

復
水
貯
蔵
槽
へ
の
補
給
が
あ
る
場
合
（1
30
m
3
/h
）

水量[m
3
] 

0
0
1
7
0
0

1
0
9
0
使
用
水
量
:
6
1
0
m
3

添付-1-(3) 有効性評価まとめ資料
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s, 

In
c.

 A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d.

秘
密

情
報

目
的

外
使

用
・
複

製
・
開

示
禁

止
東

京
電

力
ホ

ー
ル

デ
ィ

ン
グ

ス
株

式
会

社

保
有

水
量

（
運

転
時

）

（
算

出
式

）

タ
ン

ク
テ

ー
ブ

ル
よ

り
，

・
単

位
高

さ
水

量
1
3
6
.2

7
5
m

3

・
M

U
W

C
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

位
置

1
.0

1
m

H
 =

 1
5
9
0
/
1
3
6
.2

7
5
 +

 1
.0

1
 ≓

1
2
.7

m

保
有

水
量

１
５

９
０

ｍ
３

を
確

保
す

る
た

め
に

は
、

K
７

で
1
２

.７
m

の
水

位
が

必
要

添付-1-(4)　タンクテーブル
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秘
密

情
報

目
的

外
使

用
・
複

製
・
開

示
禁

止
東

京
電

力
ホ

ー
ル

デ
ィ

ン
グ

ス
株

式
会

社

保
有

水
量

（
停

止
時

）

（
算

出
式

）

タ
ン

ク
テ

ー
ブ

ル
よ

り
，

・
単

位
高

さ
水

量
1
3
6
.2

7
5
m

3

・
M

U
W

C
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

位
置

1
.0

1
 m

H
 =

 6
1
0
/
1
3
6
.2

7
5
 +

 1
.0

1
 ≓

5
.5

m

保
有

水
量

６
１

０
ｍ

３
を

確
保

す
る

た
め

に
は

、
K
７

で
５

.５
m

の
水

位
が

必
要
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保安規定第６６条 

表６６－１１「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」 

６６－１１－２「復水貯蔵槽への移送設備」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 ６
６
－
１
１
－
２
 
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移
送
設
備
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

復
水
貯
蔵
槽
へ
の
 

移
送
設
備
 

淡
水
貯
水
池
，
防
火
水
槽
及
び
海
か
ら
復
水
貯
蔵
槽
へ
水
を
移
送
す
る
た
め
の
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
２
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
３
 

大
容
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）
 

※
４
 

復
水
貯
蔵
槽
 

※
５
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
６
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を

含
む
）
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。

 

※
２
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

※
３
：「
６
６
－
１
９
－
１

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定

め
る
。

 

※
４
：「
６
６
－
１
１
－
３
 
海
水
移
送
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
５
：「
６
６
－
１
１
－
１
 
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
６
：「
６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

                

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る

復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移
送
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に

必
要
な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
に

加
え
て
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な

る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 
 

 

④
 
移
送
先
で
あ
る
復
水
貯
蔵
槽
（
６
６
－
１
１
－
１
「
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」）
が
要
求
さ
れ
る

期
間
と
同
様
に
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か

ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
）」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る

基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 
 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 ⑥
 
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
記

載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成

が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

 

 ＜
参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，「
６
６

－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」
に
記
載
す
る
。
 

 可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
補
給
に
使
用

す
る
場
合
の
容
量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 

【
必
要
容
量
】

 

格
納
容
器
破
損
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「
雰
囲
気
圧

力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）」
（
代
替
循
環
冷
却
系
を
使
用
し
な
い
場
合
）

に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
供
給
流
量
が
１
３
０
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と
か

ら
，
１
３
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。
 

 

【
吐
出
圧
力
】

 

必
要
吐
出
圧
力
が
最
大
と
な
る
復
水
貯
蔵
槽
大
容
量
接
続
口
（
西
）
を
使
用
す
る
場
合
の
静
水
頭
，
ホ
ー

ス
直
接
敷
設
の
圧
損
等
を
基
に
吐
出
圧
力
は
，
１
．
０
４
Ｍ
Ｐ
ａ
以
上
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑧
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移

送
設
備
が
動
作
不
能

の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
復
水
貯
蔵
槽
水
位
が
表
６
６

－
１
１
－
１
の
所
要
水
量
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
８
 

Ａ
．
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移

送
設
備
が
動
作
不
能

の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
復
水
貯
蔵
槽
水
位
が
表
６
６

－
１
１
－
１
の
所
要
水
量
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
７
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

※
８
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 

 

  ⑦
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該

系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を
含
む
）
が
で
き
な
い
場
合
（
条

件
Ａ
）
は
，
当
該
系
統
の
機
能
を
満
足
で
き
な
い
こ
と
か
ら
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

 ⑧
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
当
該
設
備
に
は
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
，
移
送
先
で
あ
る
復
水
貯
蔵
槽
（
６
６

－
１
１
－
１
「
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」）
が
所
要
水
位
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

 Ａ
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ａ
３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 Ｂ
１
．，
Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

 【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開

の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
）】

 

Ａ
１
．【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）
で

あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 

Ａ
２
．【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
１
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）
で

あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 Ａ
３
．【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）
で

あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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1.13-299 

 

   

第
1
.
1
3
.
1
0
図

 
防

火
水

槽
を

水
源

と
し

た
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
(
A
-
2
級

)
に

よ
る

復
水

貯
蔵

槽
へ

の
補

給
 

概
要

図
 

操
作

手

順
 

弁
名

称
 

⑦
※

1  
C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

西
側

注
入

弁
(
A
)
 

⑦
※

2  
C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

西
側

注
入

弁
(
B
)

 
⑦

※
3  

C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

東
側

注
入

弁
(
A
)

 
⑦

※
4  

C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

東
側

注
入

弁
(
B
)

 

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
1
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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1.13-303 

 

   

第
1
.
1
3
.
1
4
図

 
淡

水
貯

水
池

を
水

源
と

し
た

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

(
A
-
2
級

)
に

よ
る

復
水

貯
蔵

槽
へ

の
補

給
 

概
要

図
 

（
あ

ら
か

じ
め

敷
設

し
て

あ
る

ホ
ー

ス
が

使
用

で
き

な
い

場
合

）
 

操
作

手
順

 
弁

名
称

 
⑦

※
1  

C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

西
側

注
入

弁
(
A
)
 

⑦
※

2  
C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

西
側

注
入

弁
(
B
)

 
⑦

※
3  

C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

東
側

注
入

弁
(
A
)

 
⑦

※
4  

C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

東
側

注
入

弁
(
B
)

 

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
6
6
-
1
1
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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1.13-306 

 

   

第
1
.
1
3
.
1
6
図

 
海

を
水

源
と

し
た

大
容

量
送

水
車

（
海

水
取

水
用

）
及

び
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
(
A
-
2
級

)
 

に
よ

る
復

水
貯

蔵
槽

へ
の

補
給

 
概

要
図

 

操
作

手
順

 
弁

名
称

 
⑧

※
1  

C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

西
側

注
入

弁
(
A
)
 

⑧
※

2  
C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

西
側

注
入

弁
(
B
)

 
⑧

※
3  

C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

東
側

注
入

弁
(
A
)

 
⑧

※
4  

C
S
P
外

部
注

水
ラ

イ
ン

東
側

注
入

弁
(
B
)

 

6
6
-
1
1
-
3
に
て
整
理

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
6
6
-
1
1
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
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保安規定第６６条 

表６６－１１「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」 

６６－１１－３「海水移送設備」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）工事計画認可申請書 説明書（容量設定根拠） 

 

 添付－３ 代替措置に関する説明 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
１
１
－
３
 
海
水
移
送
設
備
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

海
水
移
送
設
備
 

海
水
移
送
設
備
２
系
列

※
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

大
容
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）
 

１
台
×
２

※
２
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
３
 

※
１

：
１
系
列
と
は
，
大
容
量
送
水
車

（
海
水
取
水
用
）
１
台
及
び

必
要
な
ホ
ー
ス
を
い
う
。

 
※
２
：
大
容
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）
は
，
荒
浜
側
高
台
保
管
場
所
及
び
大
湊
側
高
台
保
管
場
所
に
分
散

配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 
※

３
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
   （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
大
容
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）
を
起
動
し
，
流
量
が

ｍ
３
／
ｈ
以
上
で
，
吐
出
圧
力
が
 
 
 
 
 
 
 
 
M
Pa
[
g
ag
e
]以

上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
大
容
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

          

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

に
お

い
て

も
維

持
で
き

る
よ

う
，

可
搬

型
重

大
事
故

等
対

処
設

備
で

あ

る
海
水
移
送
設
備
２
系
列
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に

必
要

な
水
源

と
は
別

に
，
重
大

事
故

等
の

収
束
に

必
要
と
な

る
十

分
な

量
の
水

を
確
保
す

る
こ

と
に

加
え

て
，
設

計
基
準

事
故
及
び

重
大

事
故

等
対
処

設
備
に
対

し
て

重
大

事
故
等

の
収
束
に

必
要

と
な

る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 
 

 
④

 
海

水
移
送

設
備

に
つ

い
て

は
，

重
大
事

故
等

対
処

設
備

に
対

し
て
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要
と

な
る
十

分
な

量
の

水
を

供
給

す
る

た
め

に
必
要

な
設

備
で

あ
り

，
重

大
事
故

等
が

発
生

す
る

可
能

性
の
あ

る
原
子

炉
の
状
態
に
お
い
て
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起

動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

 
⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 

⑥
 
大
容
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）
は
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
代
替
注
水
設
備
（
原

子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要

と
な

る
十

分
な

量
の

水
の

供
給

に
必
要

と
な

る
台

数
１

セ
ッ

ト
１
台

と
し

て
，

２
セ

ッ
ト

２
台
を

所
要
数

と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）

 
 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 
 ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
流
量
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
設
定
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更
に

係
る
基
本

方
針

」
の

重
大
事

故
等
対
処

設
備

の
サ

ー
ベ
ラ

ン
ス
頻
度

の
考

え
方

に
基
づ
き

可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

     

                                        

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
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⑨
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．
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．
当
直
長
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン

バ
水

位
が

第
４

６
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６
６
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Ａ
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．
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４
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
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旧
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速
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０
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０
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間
 

Ｂ
．
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海
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移
送

設
備
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系
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未
満

の
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合
 

Ｂ
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．
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直
長
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，
サ
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ョ
ン
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チ
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バ
水

位
が

第
４

６
条

を
満
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て
い

る

こ
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を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
復
水
貯
蔵
槽
水
位
が
表
６
６

－
１

１
－

１
の

所
要

水
位

以
上

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３
．
当
直
長
は

，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｃ
．
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
で

要
求
さ
れ
る
措
置

を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場

合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
海
水
移
送
設
備
は
，
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い

て
は
，
動
作
可
能
な
系
列
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を

条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
で

要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
様
と
な
る
た
め
，
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．，

Ａ
２
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
速
や
か
に
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認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許

可
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請
書
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添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
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し
た
“
機
能
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失
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想
定
す
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設
計
基
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事
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対
処
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備
”
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
及
び
復
水
貯
蔵
槽
が
該
当
し
，
保
安
規
定
第
４

６
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６
６
－
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－
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収
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３
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っ
た
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大
事
故
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対
処
設
備
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機
能
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完
す
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措
置
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検
討
し
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原
子
炉
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技
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確
認
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得
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完
了
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設
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準
事
故
対
処
設
備
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動
作
可
能
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あ
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場
合
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Ａ
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限
（
２
Ｎ
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（
１
Ｎ
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上
）
）
で
あ
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０
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縮
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３
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か
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水
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と
し
た
移
送
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準
備
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約
３
１
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・
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水
源
と
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た
復
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蔵
槽
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２
５
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水
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準
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Ａ
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当
該
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可
能
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状
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す
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Ｎ
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Ｎ
以
上
））

の
「
３
０
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１
．，

Ｂ
２
．
 
Ａ
１
．
，
Ａ
２
．
と
同
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対
応
す
る
設
計
基
準
事
．
故
対
処
設
備
を
確
認
す
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。

 
 Ｂ
３
．
 
Ａ
３
．
と
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様
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た
だ
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，
完
了
時
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は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
４
．
 
Ａ
４
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｃ
１
．，

Ｃ
２
．
 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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．
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す
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．
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．
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 8－5－105 8 

保に必要な容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設

計する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等時において，

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有する

ものを 1 セット 4 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット

16 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 17 台を保管する。 

大容量送水車（海水取水用）は，想定される重大事故等時において，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するも

のを 6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号

炉共用で 2 セット 2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 3台を保管する。 

代替水源からの移送ホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルート

に必要なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

 

5.7.2.4  環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

復水貯蔵槽は，廃棄物処理建屋内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

サプレッション・チェンバは，原子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取水用）は，屋

外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す
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 8－5－169 8 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

 

(1) 復水貯蔵槽 

第 10.13－1 表 補給水系主要機器仕様に記載する。 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

第 9.1－1 表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

 

(4) 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び 7号炉共用） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

 

(5) 大容量送水車（海水取水用）（6号及び 7号炉共用） 

個  数    2（予備 1） 

容  量    900m3/h 

 

  

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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4.5 水の供給設備 

4.5.1 ポンプ 

名 称 大容量送水車（海水取水用）（6,7 号機共用） 

容 量 m3/h/個  

吐 出 圧 力 MPa  

最 高 使 用 圧 力 MPa  

最 高 使 用 温 度 ℃  

原 動 機 出 力 kW/個  

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（水の供

給設備）として使用する大容量送水車（海水取水用）は，以下の機能を有する。 

 

大容量送水車（海水取水用）は，設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には，設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量

の水を供給するために設置する。 

 系統構成は，海を水源とし，大容量送水車（海水取水用）により，ホース，弁等を経由して低

圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型）

及び燃料プール代替注水系並びに復水貯蔵槽へ，重大事故等の収束に必要となる十分な量の海水

を供給できる設計とする。 

 

1. 容量 

大容量送水車（海水取水用）の容量は，大容量送水車（海水取水用）の送水先である可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）からの最大送水流量を上回る容量を基に設定する。 

大容量送水車（海水取水用）の送水先である可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）からの送水流

量が最大となるのは，使用済燃料貯蔵プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備

が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注水系として使用する場合であり，6,7

号機同時注水する場合の送水流量は 294m3/h（号機当り 147m3/h）であるため，大容量送水車（海

水取水用）の容量は，294m3/h を上回る  m3/h/個以上とする。 

 

公称値については，要求される容量  m3/h を上回る  m3/h/個とする。 

 

2. 吐出圧力 

大容量送水車（海水取水用）の吐出圧力は，海水を可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）に供給

するときのホース圧損，機器圧損，静水頭及び大気圧を基に設定する。 
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以上より，大容量送水車（海水取水用）の吐出圧力は  MPa を上回る  MPa 以上と

する。 

 

公称値については，要求される吐出圧力  MPa を上回る  MPa とする。 

 

3. 最高使用圧力 

大容量送水車（海水取水用）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，ポンプ運転時

の吐出圧力を上回る圧力として  MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

大容量送水車（海水取水用）を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対

策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している

海水の最高温度 30℃を上回る  ℃とする。 

 

5. 原動機出力 

大容量送水車（海水取水用）の原動機出力は，定格流量である 1500m3/h 時の軸動力を基に設

定する。 

大容量送水車（海水取水用）の流量が 1500m3/h，吐出圧力が 1.2MPa，その時の当該ポンプの

必要軸動力は 602kW となる。 

以上より，大容量送水車（海水取水用）の原動機出力は，必要軸動力 602kW を上回る  kW/

個とする。 

 

6. 個数 

大容量送水車（海水取水用）（原動機含む。）は,重大事故等対処設備として重大事故等の収束

に必要となる海水を各系統へ供給するために必要な個数である6,7号機合計2セット2個並び

の故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1 個を分散して保管す

る。 

なお，大容量送水車（海水取水用）（原動機含む。）の予備 1個は，原子炉冷却系統施設のう

ち原子炉補機冷却設備（代替原子炉補機冷却系）の大容量送水車（熱交換器ユニット用）の予

備として保管する。 
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